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任免及び辞令	

 

 

公布された条例のあらまし 
 

亀岡市暴力団排除条例の一部を改

正する条例要綱 

 

１ 暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律の一部改正に伴い、所要の規定整備を

図ることとした。 

 

２ この条例は、公布の日から施行することと

した。 

 

 

 

亀岡市暴力団排除条例の施行に伴

う関係条例の整備に関する条例要

綱 

 

１ 亀岡市暴力団排除条例の施行に伴い、関係

する１３条例について暴力団排除措置に関す

る規定を設けることとした。 

 

２ その他所要の規定整備を図ることとした。 

 

３ この条例の施行に関し、必要な経過措置を

定めることとした。 

 

４ この条例は、平成２５年４月１日から施行

することとした。 
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職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例要綱 

 

１ 国家公務員の退職給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部改正に伴い、退

職給付の官民均衡を図るため、退職手当の基本額に係る調整率を国に準じて、次のとおり段階的

に引き下げることとした。 

 

期  間 調 整 率 

現行 １０４／１００ 

平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日 ９８／１００ 

平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 ９２／１００ 

平成２７年４月１日以降 ８７／１００ 

 

２ １の調整率は、退職事由及び勤続年数にかかわらず、全ての退職者に適用することとした。 

 

３ その他所要の規定整備を図ることとした。 

 

４ この条例は、平成２５年４月１日から施行することとした。 

 

 

 

亀岡市立文化センター条例の一部を改正する条例要綱 

 

１ 人権・福祉・交流の拠点となる天川文化センターを建て替え移転することに伴い、同センター

の名称及び位置を次のとおり改めることとした。 

 

名  称 位  置 

亀岡市立人権福祉センター 亀岡市稗田野町佐伯琴敷７８番地の１ 

 

２ その他所要の規定整備を図ることとした。 

 

３ この条例は、平成２５年４月１日から施行することとした。 

 



 
亀 岡 市 公 報 

 5

第８１９号平成２５年４月１５日発行 

地域社会における共生の実現に向

けて新たな障害保健福祉施策を講

ずるための関係法律の整備に関す

る法律等の施行に伴う関係条例の

整理に関する条例要綱 

 

１ 地域社会における共生の実現に向けて新た

な障害保健福祉施策を講ずるための関係法律

の整備に関する法律等の施行に伴い、関係す

る４条例について所要の規定整備を図ること

とした。 

 

２ この条例は、平成２５年４月１日から施行

することとした。ただし、一部の改正規定に

ついては、平成２６年４月１日から施行する

こととした。 

 

 

 

亀岡市こども医療費助成条例の一

部を改正する条例要綱 

 

１ こども医療費助成制度について、子育てに

おける保護者の経済的負担の軽減をより一層

図るため、市単独制度として通院に係る医療

費の助成対象を中学校修了前（現行は小学校

修了前）までのこどもに拡大することとした。 

 

２ その他所要の規定整備を図ることとした。 

 

３ この条例は、平成２５年７月１日から施行

し、施行の日前に受けた医療に係る医療費に

ついては、なお従前の例によることとした。 

亀岡市都市公園条例の一部を改正

する条例要綱 

 

１ 地域の自主性及び自立性を高めるための改

革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律における都市公園法の一部改正に伴い、

住民１人当たりの都市公園の敷地面積の標準、

都市公園の配置及び規模の基準並びに公園施

設の設置基準を定めることとした。 

 

２ 亀岡市暴力団排除条例の施行に伴い、公園

施設の設置等の許可について、暴力団の排除

規定を定めることとした。 

 

３ その他所要の規定整備を図ることとした。 

 

４ この条例の施行に関し、必要な経過措置を

設けることとした。 

 

５ この条例は、平成２５年４月１日から施行

することとした。 

 

 

 

亀岡市高齢者、障害者等の移動等

の円滑化のために必要な特定公園

施設の設置に関する基準を定める

条例要綱 

 

１ 地域の自主性及び自立性を高めるための改

革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律における高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律の一部改正に伴い、

市が管理する都市公園について移動等円滑化

のために必要な特定公園施設の設置に関する

基準を定めることとした。 

 

２ この条例は、平成２５年４月１日から施行
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することとした。 

 

 

 

亀岡市道路の構造の基準に関する

条例要綱 

 

１ 地域の自主性及び自立性を高めるための改

革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律における道路法の一部改正に伴い、市

が管理する市道を新設し、又は改築する場合

における道路の構造の一般的技術的基準を定

めることとした。 

 

２ この条例の施行に関し、必要な経過措置を

定めることとした。 

 

３ この条例は、平成２５年４月１日から施行

することとした。 

 

 

 

亀岡市高齢者、障害者等の移動等

の円滑化のために必要な道路の構

造に関する基準を定める条例要綱 

 

１ 地域の自主性及び自立性を高めるための改

革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律における高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律の一部改正に伴い、

市が管理する市道について移動等円滑化のた

めに必要な道路の構造に関する基準を定める

こととした。 

 

２ この条例は、平成２５年４月１日から施行

することとした。 

亀岡市道路標識の寸法に関する条

例要綱 

 

１ 地域の自主性及び自立性を高めるための改

革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律における道路法の一部改正に伴い、市

が管理する市道に設ける道路標識のうち、案

内標識及び警戒標識並びにこれらに附置され

る補助標識の寸法について定めることとした。 

 

２ この条例は、平成２５年４月１日から施行

することとした。 

 

 

 

亀岡市準用河川に係る河川管理施

設等の構造の基準に関する条例要

綱 

 

１ 地域の自主性及び自立性を高めるための改

革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律における河川法の一部改正に伴い、市

が管理する準用河川に係る河川管理施設又は

同法第２６条第１項の許可を受けて設置され

る工作物のうち、堤防その他の主要なものの

構造について河川管理上必要とされる一般的

技術的基準を定めることとした。 

 

２ この条例の施行に関し、必要な経過措置を

定めることとした。 

 

３ この条例は、平成２５年４月１日から施行

することとした。 
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亀岡市営住宅等の整備基準に関す

る条例要綱 

 

１ 地域の自主性及び自立性を高めるための改

革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律における公営住宅法の一部改正に伴い、

市営住宅及び共同施設の整備基準を定めるこ

ととした。 

 

２ この条例の施行に関し、必要な経過措置を

定めることとした。 

 

３ この条例は、平成２５年４月１日から施行

することとした。 

 

 

 

亀岡市営住宅管理条例の一部を改

正する条例要綱 

 

１ 地域の自主性及び自立性を高めるための改

革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律における公営住宅法の一部改正及び亀

岡市暴力団排除条例の施行に伴い、市営住宅

への入居者資格及び同居を承認する要件を定

めることとした。 

 

２ その他所要の規定整備を図ることとした。 

 

３ この条例は、平成２５年４月１日から施行

することとした。 

亀岡市上下水道事業の組織等に関

する条例の一部を改正する条例要

綱 

 

１ 地域の自主性及び自立性を高めるための改

革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律における水道法の一部改正及び飲用井

戸等衛生対策要領の一部改正に伴い、上下水

道部が分掌する事務について規定整備を図る

こととした。 

 

２ この条例は、平成２５年４月１日から施行

することとした。 

 

 

 

亀岡市国民健康保険条例の一部を

改正する条例要綱 

 

１ 国民健康保険の被保険者であった者が国民

健康保険から後期高齢者医療制度に移行する

場合、特定世帯に係る世帯別平等割額を 初

の５年間２分の１減額する現行措置に加え、

その後３年間４分の１減額する措置を行うと

ともに、国民健康保険料の軽減判定所得の算

定の特例を恒久化することとした。 

 

２ その他所要の規定整備を図ることとした。 

 

３ この条例の施行に関し、必要な経過措置を

定めることとした。 

 

４ この条例は、公布の日から施行することと

した。ただし、１の改正は、平成２５年４月

１日から施行することとした。 
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条 例 
 

 亀岡市暴力団排除条例の一部を改正する条例

をここに公布する。 

 

   平成２５年３月２９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第４号 

 

亀岡市暴力団排除条例の一部を改

正する条例 

 

 亀岡市暴力団排除条例（平成２４年亀岡市条

例第２４号）の一部を次のように改正する。 

 

 第４条中「第３２条の２」を「第３２条の

３」に改める。 

 

   附 則 

 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市暴力団排除条例の施行に伴う関係条例

の整備に関する条例をここに公布する。 

 

   平成２５年３月２９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第５号 

 

亀岡市暴力団排除条例の施行に伴

う関係条例の整備に関する条例 

 

 （財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条

例の一部改正） 

第１条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関す

る条例（昭和３９年亀岡市条例第２号）の一

部を次のように改正する。 

 第７条を第８条とし、第６条を第７条とす

る。 

 第５条第２項中「第２条」を「第３条」に

改め、同条を第６条とする。 

 第４条中「一に」を「いずれかに」に改め、

同条第２号中「供しがたい」を「供し難い」

に改め、同条を第５条とする。 

 第３条中「一に」を「いずれかに」に改め、

同条を第４条とする。 

 第２条第１項中「一に」を「いずれかに」

に改め、同条を第３条とし、第１条の次に次

の１条を加える。 

 （暴力団員等への財産の交換、譲与、無償

貸付等の禁止） 

第２条 市長は、亀岡市暴力団排除条例（平

成２４年亀岡市条例第２４号）第２条第４

号に掲げる暴力団員等（以下「暴力団員

等」という。）に対し、普通財産の交換、

譲与、無償貸付等をしてはならない。 

２ 市長は、暴力団員等に対し、物品の交換、

譲与、無償貸付等をしてはならない。ただ

し、災害による応急救助等の用に供する場

合その他のやむを得ない場合については、

この限りでない。 

 （亀岡市法定外公共物管理条例の一部改正） 

第２条 亀岡市法定外公共物管理条例（平成 

１６年亀岡市条例第２８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第４条第２号中「たい積」を「堆積」に改

める。 
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 第５条第１項第６号中「若しくは」を「又

は」に改め、同項に後段として次のように加

える。 

 許可を受けた内容を変更しようとすると

きについても同様とする。 

 第５条第２項中「前項」を「第１項」に改

め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次

に次の１項を加える。 

２ 市長は、亀岡市暴力団排除条例（平成 

２４年亀岡市条例第２４号）第２条第４号

に掲げる暴力団員等（以下「暴力団員等」

という。）に対し、前項の許可（以下「占

用等の許可」という。）をしてはならない。

ただし、公益上必要な施設又は日常生活等

を営むために必要やむを得ないと市長が認

める施設を設置する場合は、この限りでな

い。 

 第６条中「前条第１項の許可（以下「占用

許可」という。）」を「占用等の許可」に改

める。 

 第７条及び第８条中「占用許可」を「占用

等の許可」に改める。 

 第９条第１項中「第５条」を「、第５条」

に改め、同条第２項中「亀岡市道路占用料徴

収条例」を「亀岡市道路の占用に関する条

例」に、「亀岡市河川占用料等徴収条例」を

「亀岡市河川の占用等に関する条例」に改め

る。 

 第１０条中「次の」を「、次の」に改める。 

 第１３条第１項、第１４条、第１５条、第

１６条第１項及び第２項並びに第１７条第１

項中「占用許可」を「占用等の許可」に改め

る。 

 第１８条第３項中「さく等」を「柵等」に

改める。 

 （亀岡市立学校施設使用条例の一部改正） 

第３条 亀岡市立学校施設使用条例（平成１６

年亀岡市条例第６号）の一部を次のように改

正する。 

 第４条に次の１項を加える。 

２ 教育委員会は、亀岡市暴力団排除条例

（平成２４年亀岡市条例第２４号）第２条

第４号に掲げる暴力団員等（以下「暴力団

員等」という。）に対し、前項の許可をし

てはならない。 

 第５条第１項中「一に」を「いずれかに」

に改める。 

 第６条第１項中「一に」を「いずれかに」

に改め、第５号を第６号とし、第２号から第

４号までを１号ずつ繰り下げ、同項第１号中

「使用許可を受けた者（以下「使用者」とい

う。）」を「使用者」に改め、同号を同項第

２号とし、同項に第１号として次の１号を加

える。 

⑴ 使用許可を受けた者（以下「使用者」

という。）が暴力団員等に該当し、又は

該当していたことが判明したとき。 

 （亀岡市営小集落改良住宅の設置及び管理に

関する条例の一部改正） 

第４条 亀岡市営小集落改良住宅の設置及び管

理に関する条例（昭和５２年亀岡市条例第 

１４号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項中「次の各号に掲げるもの」

を「次の各号のいずれかに掲げる者」に改め、

同条第２項中「前項」を「第１項」に改め、

同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次

の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、その者又は現

に同居し、若しくは同居しようとする親族

が亀岡市暴力団排除条例（平成２４年亀岡

市条例第２４号）第２条第３号に規定する

暴力団員（以下「暴力団員」という。）で

ある者は、小集落改良住宅に入居すること

ができないものとする。 

 第８条第２項中「立退く」を「立ち退く」

に改める。 
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 第１０条中「一に」を「いずれかに」に、

「場合」を「とき」に改め、同条第３号中

「き損」を「毀損」に改め、同条に次の１号

を加える。 

⑹ 暴力団員であることが判明したとき

（同居者が暴力団員であることが判明し

たときを含む。）。 

 第１１条中「すべて」を「全て」に改める。 

 第１２条に次の１項を加える。 

２ 市長は、前項の申出をした者又は現に同

居している者が暴力団員である場合は、同

項の承認をしてはならない。 

 （亀岡市営特定目的住宅条例の一部改正） 

第５条 亀岡市営特定目的住宅条例（昭和４３

年亀岡市条例第１１号）の一部を次のように

改正する。 

 第３条第３号中「できる者」の次に「であ

ること。」を加え、同条に次の１号を加える。 

⑷ その者又は現に同居し、若しくは同居

しようとする親族が亀岡市暴力団排除条

例（平成２４年亀岡市条例第２４号）第

２条第３号に規定する暴力団員（以下

「暴力団員」という。）でない者である

こと。 

 第９条第２項中「前項」を「第１項」に改

め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次

に次の１項を加える。 

２ 市長は、前項の申出をした者又は現に同

居している者が暴力団員である場合は、同

項の承認をしてはならない。 

 （亀岡市湯の花温泉供給条例の一部改正） 

第６条 亀岡市湯の花温泉供給条例（平成９年

亀岡市条例第９号）の一部を次のように改正

する。 

 第５条第３項を同条第４項とし、同条第２

項中「前項」を「、第１項」に改め、同項を

同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項

を加える。 

２ 市長は、亀岡市暴力団排除条例（平成 

２４年亀岡市条例第２４号）第２条第４号

に掲げる暴力団員等（以下「暴力団員等」

という。）に対し、前項の許可をしてはな

らない。 

 第１３条第１項中「一に」を「いずれか

に」に改める。 

 第１５条第２項中「もの」を「者」に改め、

同条第３項中「き損」を「毀損」に改め、同

条第４項中「市に」を「、市に」に改める。 

 第１７条第２項中「毎月」を「、毎月」に

改める。 

 第２２条中「行為をした者に対しては」を

「ときは」に改め、同条中第４号を第５号と

し、第１号から第３号までを１号ずつ繰り下

げ、第１号として次の１号を加える。 

⑴ 受給者が暴力団員等に該当することが

判明したとき。 

 （亀岡市土砂等による土地の埋立て、盛土、

たい積行為及び切土の規制に関する条例の一部

改正） 

第７条 亀岡市土砂等による土地の埋立て、盛

土、たい積行為及び切土の規制に関する条例

（平成１０年亀岡市条例第２９号）の一部を

次のように改正する。 

 題名中「たい積」を「堆積」に改める。 

 第１条並びに第２条第１号、第２号及び第

４号中「たい積」を「堆積」に改める。 

 第７条第２項中「前項」を「第１項」に改

め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次

に次の１項を加える。 

２ 市長は、亀岡市暴力団排除条例（平成 

２４年亀岡市条例第２４号）第２条第４号

に掲げる暴力団員等（以下「暴力団員等」

という。）に対し、前項の許可をしてはな

らない。 

 第１５条第１項を次のように改める。 

第１５条 市長は、第６条第１項の許可を受
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けた事業主等が次の各号のいずれかに該当

するときは、同項の許可を取り消すことが

できる。 

⑴ 事業主等が暴力団員等に該当し、又は

該当していたことが判明したとき。 

⑵ 前条第１項又は第２項の規定による命

令に違反したとき。 

 第２６条中「一に」を「いずれかに」に改

める。 

 第２９条中「たい積」を「堆積」に改める。 

 （亀岡市下矢田みどりの郷広場条例の一部改

正） 

第８条 亀岡市下矢田みどりの郷広場条例（平

成１５年亀岡市条例第１６号）の一部を次の

ように改正する。 

 第３条第５項中「第３項」を「第４項」に

改め、同項を同条第６項とし、同条中第４項

を第５項とし、第３項を第４項とし、同条第

２項中「前項」を「第１項」に改め、「申請

書」の次に「及び誓約書」を加え、同項を同

条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を

加える。 

２ 市長は、亀岡市暴力団排除条例（平成 

２４年亀岡市条例第２４号）第２条第４号

に掲げる暴力団員等に対し、前項の許可を

してはならない。 

 第４条第４号中「立入る」を「立ち入る」

に改め、同条第６号中「もてあそぶ」を「弄

ぶ」に改め、同条第８号中「とめおく」を

「留め置く」に改める。 

 第５条、第６条及び第８条中「一に」を

「いずれかに」に改める。 

 （亀岡市農業公園条例の一部改正） 

第９条 亀岡市農業公園条例（平成１７年亀岡

市条例第４０号）の一部を次のように改正す

る。 

 第４条中第４項を第５項とし、第３項を第

４項とし、同条第２項中「前項」を「第１

項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第

１項の次に次の１項を加える。 

２ 市長は、亀岡市暴力団排除条例（平成 

２４年亀岡市条例第２４号）第２条第４号

に掲げる暴力団員等（以下「暴力団員等」

という。）に対し、前項の許可をしてはな

らない。 

 第５条中「一に」を「いずれかに」に改め

る。 

 第６条中「一に」を「いずれかに」に改め、

第４号を第５号とし、第１号から第３号まで

を１号ずつ繰り下げ、第１号として次の１号

を加える。 

⑴ 使用許可を受けた者（以下「使用者」

という。）が暴力団員等に該当すること

が判明したとき。 

 第７条中「一に」を「いずれかに」に改め、

同条第２号中「みだす」を「乱す」に改める。 

 第８条第６号中「もて遊ぶ」を「弄ぶ」に

改め、同条第７号中「はり紙」を「貼り紙」

に、「はり札」を「貼り札」に改める。 

 第９条中「使用許可を受けた者（以下「使

用者」という。）」を「使用者」に改める。 

 第１５条第２項中「すべて」を「全て」に

改める。 

 別表第１の２の表中「亀岡市道路占用料徴

収条例」を「亀岡市道路の占用に関する条

例」に改める。 

 （亀岡市道路占用料徴収条例の一部改正） 

第１０条 亀岡市道路占用料徴収条例（昭和 

３１年亀岡市条例第３６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 題名を次のように改める。 

   亀岡市道路の占用に関する条例 

 第１条を次のように改める。 

第１条 この条例は、市が管理する道路法

（昭和２７年法律第１８０号。以下「法」

という。）第３条に規定する市道（以下
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「道路」という。）の占用について必要な

事項を定めるものとする。 

 第２条中「道路占用者」を「許可を受けた

者」に、「よる」を「掲げる」に改め、同条

ただし書中「よりがたい」を「より難い」に、

「準じ」を「準じて」に改め、同条を第３条

とし、第１条の次に次の１条を加える。 

 （占用の許可） 

第２条 市長は、亀岡市暴力団排除条例（平

成２４年亀岡市条例第２４号）第２条第４

号に掲げる暴力団員等に対し、法第３２条

第１項の許可（以下「許可」という。）を

してはならない。ただし、公益上必要な施

設又は日常生活等を営むために必要やむを

得ないと市長が認める施設を設置する場合

は、この限りでない。 

 第４条中「占用料は、」を「前条の占用料

は、毎年度当該年度分を」に、「期限」を

「日」に改め、同条に次のただし書を加える。 

 ただし、占用期間が１年以内のもの  

又は占用期間に係る占用料の額が１件  

２，０００円以下のものは、一時に全額を

納付するものとする。 

 第５条中「公益その他特別の理由があると

きは、市長は占用料」を「市長は、公益上の

理由その他特別の理由があると認めるときは、

占用料」に改める。 

 第６条中「道路占用者」を「許可を受けた

者」に改める。 

 別表中「令第７条第２号及び第３号」を

「令第７条第４号及び第５号」に、「令第７

条第４号」を「令第７条第６号」に、「及び

第５号」を「及び第７号」に改め、同表の備

考３中「１００円とし」を「、１００円と

し」に、「切り捨てる」を「、切り捨てる」

に改める。 

 （亀岡市河川占用料等徴収条例の一部改正） 

第１１条 亀岡市河川占用料等徴収条例（平成

１２年亀岡市条例第７号）の一部を次のよう

に改正する。 

 題名を次のように改める。 

   亀岡市河川の占用等に関する条例 

 第１条中「流水占用料、土地占用料又は土

石採取料その他の河川産出物採取料（以下

「占用料等」という。）の徴収」を「占用

等」に改める。 

 第２条及び第３条を次のように改める。 

 （占用等の許可） 

第２条 市長は、亀岡市暴力団排除条例（平

成２４年亀岡市条例第２４号）第２条第４

号に掲げる暴力団員等に対し、法第２４条

又は第２５条の許可をしてはならない。た

だし、公益上必要な施設又は日常生活等を

営むために必要やむを得ないと市長が認め

る施設を設置する場合は、この限りでない。 

 （占用料等の額） 

第３条 法第２３条から第２５条までの許可

を受けた者（以下「河川占用者」とい

う。）は、別表に掲げる流水占用料、土地

占用料及び土砂等採取料（以下「占用料

等」という。）を納付しなければならない。

ただし、別表により難いものの占用料等の

額は、別表に準じてその都度市長が定める。 

 第４条中「占用料等は、市長」を「前条の

占用料等は、毎年度当該年度分を市長」に、

「期限」を「日」に改め、同条に次のただし

書を加える。 

 ただし、占用期間が１年以内の流水占用

料及び土地占用料は、一時に全額を納付す

るものとする。 

 第５条中「一に」を「いずれかに」に改め、

同条第１号中「土石その他の河川産出物」を

「土石等」に改める。 

 別表の１の流水占用料の備考３及び同表の

２の土地占用料の備考４中「１００円とし」

を「、１００円とし」に改め、同表の３の表
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題中「土石採取料その他の河川産出物採取

料」を「土石等採取料」に改める。 

 （亀岡市亀岡駅自由通路等の設置及び管理に

関する条例の一部改正） 

第１２条 亀岡市亀岡駅自由通路等の設置及び

管理に関する条例（平成２０年亀岡市条例第

１５号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第２項中「前項」を「第１項」に改

め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次

に次の１項を加える。 

２ 市長は、亀岡市暴力団排除条例（平成 

２４年亀岡市条例第２４号）第２条第４号

に掲げる暴力団員等（以下「暴力団員等」

という。）に対し、前項の許可をしてはな

らない。 

 第５条中第３号を第４号とし、第２号を第

３号とし、第１号を第２号とし、第１号とし

て次の１号を加える。 

⑴ 占用者が暴力団員等に該当することが

判明したとき。 

 第６条第２項中「亀岡市道路占用料徴収条

例」を「亀岡市道路の占用に関する条例」に

改める。 

 別表第１の備考１中「日割計算」を「、日

割計算」に改める。 

 （亀岡市下水道条例の一部改正） 

第１３条 亀岡市下水道条例（昭和５７年亀岡

市条例第２４号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２１条第２項中「き損」を「毀損」に改

める。 

 第２４条に次の１項を加える。 

２ 管理者は、亀岡市暴力団排除条例（平成

２４年亀岡市条例第２４号）第２条第４号

に掲げる暴力団員等（以下「暴力団員等」

という。）に対し、前項の許可をしてはな

らない。ただし、公益上必要な施設又は日

常生活等を営むために必要やむを得ないと

管理者が認める施設を設置する場合は、こ

の限りでない。 

 第２５条中「附随」を「付随」に改める。 

 第２７条中第３項を第４項とし、同条第２

項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同

条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を

加える。 

２ 管理者は、暴力団員等に対し、前項の許

可をしてはならない。ただし、公益上必要

な施設又は日常生活等を営むために必要や

むを得ないと管理者が認める施設を設置す

る場合は、この限りでない。 

 第２８条第２項中「亀岡市道路占用料徴収

条例」を「亀岡市道路の占用に関する条例」

に、「第２条」を「第３条」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ 市長は、施行日前に第２条による改正前の

亀岡市法定外公共物管理条例第５条第１項の

規定による許可を受けた者が、第２条による

改正後の亀岡市法定外公共物管理条例第５条

第２項の暴力団員等に該当するときは、第２

条による改正後の亀岡市法定外公共物管理条

例第１７条第１項に規定する処分をし、又は

措置を命じることができる。 

３ 市長は、施行日前に第８条による改正前の

亀岡市下矢田みどりの郷広場条例第３条第１

項の規定による許可を受けた者が、第８条に

よる改正後の亀岡市下矢田みどりの郷広場条

例第３条第２項の暴力団員等に該当するとき

は、第８条による改正後の亀岡市下矢田みど

りの郷広場条例第６条第１項に規定する処分

をし、又は措置を命じることができる。 
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 （亀岡市庁舎使用料条例の一部改正） 

４ 亀岡市庁舎使用料条例（平成２年亀岡市条

例第１４号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２中「亀岡市道路占用料徴収条例」

を「亀岡市道路の占用に関する条例」に改め

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 職員の退職手当に関する条例等の一部を改正

する条例をここに公布する。 

 

   平成２５年３月２９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第６号 

 

職員の退職手当に関する条例等の

一部を改正する条例 

 

 （職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第１条 職員の退職手当に関する条例（昭和 

３０年亀岡市条例第２８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第７条第５項ただし書中「計算と」を「計

算の基礎と」に改める。 

 第９条の見出し中「予言」を「予告」に改

める。 

 第１０条第７項第２号中「特別受給資格

者」を「特例受給資格者」に改め、同条第 

１１項第４号中「もの」を「者」に改める。 

 第１９条第６項中「第１２条」を「第１６

条」に改める。 

 附則第３項中「２０年以上」及び「及び傷

病又は死亡によらず、その者の都合により退

職した者」を削り、「１００分の１０４」を

「１００分の８７」に改め、同項に後段とし

て次のように加える。 

 この場合において、第６条の５第１項中

「前条」とあるのは、「前条並びに附則第

３項」とする。 

 附則第４項中「３６年」の次に「以上４２

年以下」を加え、「（傷病又は死亡によらず、

その者の都合により退職した者（第１６条第

１項各号に掲げる者を含む。次項において同

じ。）を除く。）」を削り、「その者の勤続

期間を３５年として前項の規定の例により計

算して得られる」を「同項又は第５条の２の

規定により計算した額に前項に定める割合を

乗じて得た」に改める。 

 （職員の退職手当に関する条例の一部を改正

する条例の一部改正） 

第２条 職員の退職手当に関する条例の一部を

改正する条例（昭和４９年亀岡市条例第１

号）の一部を次のように改正する。 

 附則第４項中「第３条中傷病により退職し

た者に係る退職手当に関する部分、新条例第

４条若しくは第５条」を「第３条から第５条

まで」に改め、「２０年以上」及び「、新条

例第３条から第５条の３まで及び条例第３８

号附則第６項の規定にかかわらず」を削り、

「１００分の１０４」を「１００分の８７」

に改める。 

 附則第５項中「（傷病又は死亡によらず、

その者の都合により退職した者に係る退職手

当に関する部分を除く。）」を削り、「３６

年」の次に「以上４２年以下」を加え、「、

新条例第３条第１項及び第５条の２並びに条

例第３８号附則第６項の規定にかかわらず」

を削り、「その者の勤続期間を３５年として

前項の規定の例により計算して得られる」を

「同項又は新条例第５条の２の規定により計

算した額に前項に定める割合を乗じて得た」
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に改める。 

 附則第６項中「、新条例第５条から第５条

の３まで及び条例第３８号附則第６項の規定

にかかわらず」を削る。 

 （職員の退職手当に関する条例等の一部を改

正する条例の一部改正） 

第３条 職員の退職手当に関する条例等の一部

を改正する条例（平成１５年亀岡市条例第 

４６号）の一部を次のように改正する。 

 附則第４項中「４４年」を「４２年」に改

める。 

 （職員の退職手当に関する条例の一部を改正

する条例の一部改正） 

第４条 職員の退職手当に関する条例の一部を

改正する条例（平成１８年亀岡市条例第６

号）の一部を次のように改正する。 

 附則第２条第１項中「退職手当の額が」を

「額（当該勤続期間が４３年又は４４年の者

であって、傷病若しくは死亡によらずにその

者の都合により又は公務によらない傷病によ

り退職したものにあっては、その者が旧条例

第５条の規定に該当する退職をしたものとみ

なし、かつ、その者の当該勤続期間を３５年

として旧条例附則第３項の規定の例により計

算して得られる額）にそれぞれ１００分の 

８７（当該勤続期間が２０年以上の者（４２

年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者

の都合により退職したもの及び３７年以上 

４２年以下の者で公務によらない傷病により

退職したものを除く。）にあっては、１０４

分の８７）を乗じて得た額が」に改め、「附

則第８条の規定による改正後の」及び「附則

第９条の規定による改正後の」を削る。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成２５年４月１日から

施行する。 

 （経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の職員の退

職手当に関する条例（以下この条において

「新退職手当条例」という。）附則第３項

（新退職手当条例附則第５項及び第３条の規

定による改正後の職員の退職手当に関する条

例等の一部を改正する条例附則第４項におい

てその例による場合を含む。）及び第４項の

規定の適用については、新退職手当条例附則

第３項中「１００分の８７」とあるのは、平

成２５年４月１日から平成２６年３月３１日

までの間においては「１００分の９８」と、

同年４月１日から平成２７年３月３１日まで

の間においては「１００分の９２」とする。 

第３条 第２条の規定による改正後の職員の退

職手当に関する条例の一部を改正する条例附

則第４項（同条例附則第６項においてその例

による場合を含む。）及び第５項の規定の適

用については、同条例附則第４項中「１００

分の８７」とあるのは、平成２５年４月１日

から平成２６年３月３１日までの間において

は「１００分の９８」と、同年４月１日から

平成２７年３月３１日までの間においては

「１００分の９２」とする。 

第４条 第４条の規定による改正後の職員の退

職手当に関する条例の一部を改正する条例附

則第２条第１項の規定の適用については、同

項中「１００分の８７」とあるのは、平成 

２５年４月１日から平成２６年３月３１日ま

での間においては「１００分の９８」と、同

年４月１日から平成２７年３月３１日までの

間においては「１００分の９２」と、  

「１０４分の８７」とあるのは、平成２５年

４月１日から平成２６年３月３１日までの間

においては「１０４分の９８」と、同年４月

１日から平成２７年３月３１日までの間にお

いては「１０４分の９２」とする。 

「掲示済」 
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 亀岡市立文化センター条例の一部を改正する

条例をここに公布する。 

 

   平成２５年３月２９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第７号 

 

亀岡市立文化センター条例の一部

を改正する条例 

 

 亀岡市立文化センター条例（平成１４年亀岡

市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条の表１の項中「亀岡市立天川文化セン

ター」を「亀岡市立人権福祉センター」に、

「天川本山２２番地」を「佐伯琴敷７８番地の

１」に改める。 

 第４条及び第５条第１項中「一に」を「いず

れかに」に改める。 

 第９条第２項中「き損」を「毀損」に改める。 

 

   附 則 

 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 地域社会における共生の実現に向けて新たな

障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整

備に関する法律等の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例をここに公布する。 

 

   平成２５年３月２９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第８号 

 

地域社会における共生の実現に向

けて新たな障害保健福祉施策を講

ずるための関係法律の整備に関す

る法律等の施行に伴う関係条例の

整理に関する条例 

 

 （議会の議員及び非常勤の職員の公務災害補

償等に関する条例の一部改正） 

第１条 議会の議員及び非常勤の職員の公務災

害補償等に関する条例（昭和４２年亀岡市条

例第３５号）の一部を次のように改正する。 

 第１０条の２第２号中「障害者自立支援

法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律」に、「第５条第

１２項」を「第５条第１１項」に改める。 

 （亀岡市障害者介護給付費等支給認定審査会

の委員の定数等を定める条例の一部改正） 

第２条 亀岡市障害者介護給付費等支給認定審

査会の委員の定数等を定める条例（平成１８

年亀岡市条例第９号）の一部を次のように改

正する。 

 第１条中「障害者自立支援法」を「障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律」に改める。 

 （亀岡市国民健康保険条例の一部改正） 

第３条 亀岡市国民健康保険条例（昭和３４年

亀岡市条例第７号）の一部を次のように改正

する。 

 第６条の２第１項第１号中「障害者自立支

援法（平成１７年法律第１２３号）」を「障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（平成１７年法律第１２３号。

以下「障害者総合支援法」という。）」に、

「障害者自立支援法施行令」を「障害者の日



 
亀 岡 市 公 報 

 17

第８１９号平成２５年４月１５日発行 

常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律施行令」に改め、同条第２項及び第３

項中「障害者自立支援法」を「障害者総合支

援法」に改める。 

 （亀岡市消防団員等公務災害補償条例の一部

改正） 

第４条 亀岡市消防団員等公務災害補償条例

（昭和４１年亀岡市条例第１７号）の一部を

次のように改正する。 

 第９条の２第１項第２号中「障害者自立支

援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律」に、「第５条

第１２項」を「第５条第１１項」に改める。 

 

   附 則 

 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行す

る。ただし、第１条及び第４条の改正規定

（「第５条第１２項」を「第５条第１１項」に

改める部分に限る。）は、平成２６年４月１日

から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市こども医療費助成条例の一部を改正す

る条例をここに公布する。 

 

   平成２５年３月２９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第９号 

 

亀岡市こども医療費助成条例の一

部を改正する条例 

 

 亀岡市こども医療費助成条例（平成５年亀岡

市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第３項中「規定する保険医療機関等」

の次に「及び同法第８８条第１項に規定する指

定訪問看護事業者」を加える。 

 第３条第１項中「国民健康保険法」の次に

「（昭和３２年法律第１９２号）」を加え、同

条第２項中「一に」を「いずれかに」に改める。 

 第５条第２項中「１２歳」を「１５歳」に改

める。 

 第６条中「、氏名」を「若しくは氏名」に、

「及び」を「又は」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２５年７月１日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に受けた医療に係る

医療費については、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市都市公園条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

 

   平成２５年３月２９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第１０号 

 

亀岡市都市公園条例の一部を改正

する条例 
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 亀岡市都市公園条例（昭和４４年亀岡市条例

第１２号）の一部を次のように改正する。 

 

 目次中「第１条－第３条の２」を「第１条・

第２条」に、 

「第２章 公園の管理（第４条－第９条）」を

「第２章 公園の設置（第３条－第３条の６） 

 第３章 公園の管理（第４条－第９条） 」

に、「第２章の２」を「第４章」に、「第３

章」を「第５章」に、「第４章」を「第６章」

に、「第５章」を「第７章」に改める。 

 第１条中「及び法に基づく命令」を「、都市

公園法施行令（昭和３１年政令第２９０号。以

下「令」という。）及び都市公園法施行規則

（昭和３１年建設省令第３０号）」に改める。 

 第１７条第４項中「第３条の２」を「第３条

の６」に改める。 

 第４章を第６章に改める。 

 第１１条中「一に」を「いずれかに」に改め

る。 

 第３章を第５章に、第２章の２を第４章に改

める。 

 第４条第５項中「第３項」を「第４項」に改

め、同項を同条第６項とし、同条中第４項を第

５項とし、第３項を第４項とし、同条第２項中

「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３

項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 市長は、亀岡市暴力団排除条例（平成２４

年亀岡市条例第２４号）第２条第４号に掲げ

る暴力団員等（以下「暴力団員等」とい

う。）に対し、前項の許可をしてはならない。 

 第５条中「又は第３項」を「又は第４項」に

改める。 

 第６条ただし書中「第３項の」を「第４項

の」に改め、同条第４号中「立入る」を「立ち

入る」に改め、同条第６号中「もてあそぶ」を

「弄ぶ」に改め、同条第７号中「はり紙」を

「貼り紙」に、「はり札」を「貼り札」に改め、

同条第８号中「とめおく」を「留め置く」に改

める。 

 第７条中「一に」を「いずれかに」に改める。 

 第８条の見出しを「（公園施設の設置又は管

理の許可）」に改め、同条中第２項を削り、同

条第１項第１号中コをシとし、ケの次に次のよ

うに加える。 

コ 施設の管理者を別に定めるときは、そ

の氏名、住所及び職業 

サ 公園施設を設けようとする者及び施設

の管理者の暴力団員等の該当の有無 

 第８条第１項第２号中オをカとし、エの次に

次のように加える。 

オ 公園施設を管理しようとする者の暴力

団員等の該当の有無 

 第８条第１項第３号に次のように加える。 

ウ 第１号サ又は前号オに掲げる事項 

 第８条中第１項を第２項とし、同条に第１項

として次の１項を加える。 

 市長は、暴力団員等に対し、法第５条第１

項の許可をしてはならない。 

 第８条の次に次の１条を加える。 

 （公園の占用の許可） 

第８条の２ 市長は、暴力団員等に対して、法

第６条第１項の許可（有料公園施設の使用の

許可に付随して占用をしようとする場合の許

可を除く。）をしてはならない。ただし、公

益上必要な施設又は日常生活等を営むために

必要やむを得ないと市長が認める施設を設置

する場合は、この限りでない。 

２ 法第６条第２項の規定により条例で定める

事項は、次の各号に掲げるもの（有料公園施

設の使用の許可に付随して占用をしようとす

る場合は、第５号に掲げるものを除く。）と

する。 

⑴ 申請者の住所、氏名及び職業 

⑵ 占用物件の管理方法 

⑶ 工事の実施方法 
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⑷ 工事の着手及び完了の時期 

⑸ 公園の復旧方法 

⑹ 占用しようとする者の暴力団員等の該当

の有無 

⑺ その他市長が定める事項 

 第９条中「一に」を「いずれかに」に改める。 

 第３条の２第２項第１号中「その翌日」を 

「、その翌日」に改め、同条を第３条の６とす

る。 

 第３条の見出しを「（設置、区域の変更及び

廃止）」に改め、同条第１項中「亀岡市」を

「市」に改め、同条第２項を次のように改める。 

２ 市長は、公園を設置し、その区域を変更し、

又は廃止するときは、当該公園の名称、位置

及び区域その他必要な事項を公告しなければ

ならない。 

 第３条を第３条の５とし、第２条の次に次の

章名及び４条を加える。 

    第２章 公園の設置 

 （住民１人当たりの公園の敷地面積の標準） 

第３条 市の区域内の公園の住民１人当たりの

敷地面積の標準は、１０平方メートル以上と

し、市街地の公園の当該市街地の住民１人当

たりの敷地面積の標準は、５平方メートル以

上とする。 

 （公園の配置及び規模の基準） 

第３条の２ 次に掲げる公園を設置する場合に

おいては、それぞれその特質に応じて市にお

ける公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、

避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、

次に掲げるところによりその配置及び規模を

定めるものとする。 

⑴ 主として街区内に居住する者の利用に供

することを目的とする公園は、街区内に居

住する者が容易に利用することができるよ

うに配置し、その敷地面積は、０．２５ヘ

クタールを標準として定めること。 

⑵ 主として近隣に居住する者の利用に供す

ることを目的とする公園は、近隣に居住す

る者が容易に利用することができるように

配置し、その敷地面積は、２ヘクタールを

標準として定めること。 

⑶ 主として徒歩圏域内に居住する者の利用

に供することを目的とする公園は、徒歩圏

域内に居住する者が容易に利用することが

できるように配置し、その敷地面積は、４

ヘクタールを標準として定めること。 

⑷ 主として市の区域内に居住する者の休息、

観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に

供することを目的とする公園、主として運

動の用に供することを目的とする公園及び

市の区域を超える広域の利用に供すること

を目的とする公園で、休息、観賞、散歩、

遊戯、運動等総合的な利用に供されるもの

は、容易に利用することができるように配

置し、それぞれその利用目的に応じて公園

としての機能を十分発揮することができる

ようにその敷地面積を定めること。 

⑸ 主として公害又は災害を防止することを

目的とする緩衝地帯としての公園、主とし

て風致の享受の用に供することを目的とす

る公園、主として動植物の生息地又は生育

地である樹林地等の保護を目的とする公園、

主として市街地の中心部における休息又は

観賞の用に供することを目的とする公園等

前各号に掲げる公園以外の公園を設置する

場合においては、それぞれその設置目的に

応じて公園としての機能を十分発揮するこ

とができるように配置し、及びその敷地面

積を定めるものとする。 

 （公園施設の設置基準） 

第３条の３ 一の公園に公園施設として設けら

れる建築物（建築基準法（昭和２５年法律第

２０１号）第２条第１号に規定する建築物を

いう。以下同じ。）の建築面積の総計の当該

公園の敷地面積に対する割合は、１００分の
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２を超えてはならない。ただし、次条各号で

定める特別の場合においては、当該各号で定

める範囲内でこれを超えることができる。 

 （公園施設の設置基準の特別の場合） 

第３条の４ 前条ただし書の特別の場合は、次

に掲げる場合とする。 

⑴ 令第５条第２項に規定する休養施設、同

条第４項に規定する運動施設、同条第５項

に規定する教養施設又は同条第８項に規定

する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で

定める災害応急対策に必要な施設を設ける

場合、当該建築物に限り、当該公園の敷地

面積の１００分の１０を限度として前条の

規定により認められる建築面積を超えるこ

とができることとする。 

⑵ 前号の休養施設又は教養施設である建築

物のうち次のアからウまでのいずれかに該

当する建築物を設ける場合、当該建築物に

限り、当該公園の敷地面積の１００分の 

２０を限度として前条の規定により認めら

れる建築面積を超えることができることと

する。 

ア 文化財保護法（昭和２５年法律第  

２１４号）の規定により国宝、重要文化

財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝

天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物

として指定され、又は登録有形文化財、

登録有形民俗文化財若しくは登録記念物

として登録された建築物その他これらに

準じて歴史上又は学術上価値の高いもの

として国土交通省令で定める建築物 

イ 景観法（平成１６年法律第１１０号）

の規定により景観重要建造物として指定

された建築物 

ウ 地域における歴史的風致の維持及び向

上に関する法律（平成２０年法律第４０

号）の規定により歴史的風致形成建造物

として指定された建築物 

⑶ 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場

その他の高い開放性を有する建築物として

国土交通省令で定めるものを設ける場合、

当該建築物に限り、当該公園の敷地面積の

１００分の１０を限度として前条又は前２

号の規定により認められる建築面積を超え

ることができることとする。 

⑷ 仮設公園施設（３月を限度として公園施

設として臨時に設けられる建築物をいい、

前３号に規定する建築物を除く。）を設け

る場合、当該建築物に限り、当該公園の敷

地面積の１００分の２を限度として前条又

は前３号の規定により認められる建築面積

を超えることができることとする。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ 市長は、施行日前に改正前の亀岡市都市公

園条例第４条第１項の規定による許可を受け

た者が、改正後の亀岡市都市公園条例第４条

第２項の暴力団員等に該当するときは、改正

後の亀岡市都市公園条例第９条第１項に規定

する処分をし、又は措置を命じることができ

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

ために必要な特定公園施設の設置に関する基準

を定める条例をここに公布する。 

 

   平成２５年３月２９日 
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          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第１１号 

 

亀岡市高齢者、障害者等の移動等

の円滑化のために必要な特定公園

施設の設置に関する基準を定める

条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年

法律第９１号。以下「法」という。）第１３

条第１項の規定により、市が管理する都市公

園に係る移動等円滑化のために必要な特定公

園施設の設置に関する基準を定めるものとす

る。 

 （定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法第

２条に定めるところによる。 

 （一時使用目的の特定公園施設） 

第３条 災害等のため一時使用する特定公園施

設の設置については、この条例の規定によら

ないことができる。 

 （園路及び広場） 

第４条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主

として高齢者、障害者等が利用する高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律施行令（平成１８年政令第３７９号。以下

「令」という。）第３条第１号に規定する園

路及び広場を設ける場合は、そのうち１以上

は、次に掲げる基準に適合するものでなけれ

ばならない。 

⑴ 出入口は、次に掲げる基準に適合するも

のであること。 

ア 幅は、１２０センチメートル以上とす

ること。ただし、地形の状況その他の特

別の理由によりやむを得ない場合は、 

９０センチメートル以上とすることがで

きる。 

イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの

相互間の間隔のうち１以上は、９０セン

チメートル以上とすること。 

ウ 出入口からの水平距離が１５０センチ

メートル以上の水平面を確保すること。

ただし、地形の状況その他の特別の理由

によりやむを得ない場合は、この限りで

ない。 

エ オに掲げる場合を除き、車椅子を使用

している者（以下「車椅子使用者」とい

う。）が通過する際に支障となる段がな

いこと。 

オ 地形の状況その他の特別の理由により

やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路

（その踊場を含む。以下同じ。）を併設

すること。 

⑵ 通路は、次に掲げる基準に適合するもの

であること。 

ア 幅は、１８０センチメートル以上とす

ること。ただし、地形の状況その他の特

別の理由によりやむを得ない場合は、通

路の末端の付近の広さを車椅子の転回に

支障のないものとし、かつ、５０メート

ル以内ごとに車椅子が転回することがで

きる広さの場所を設けた上で、幅を  

１２０センチメートル以上とすることが

できる。 

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者

が通過する際に支障となる段がないこと。 

ウ 地形の状況その他の特別の理由により

やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を

併設すること。 

エ 縦断勾配は、５パーセント以下とする

こと。ただし、地形の状況その他の特別

の理由によりやむを得ない場合は、８ 

パーセント以下とすることができる。 
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オ 横断勾配は、１パーセント以下とする

こと。ただし、地形の状況その他の特別

の理由によりやむを得ない場合は、２ 

パーセント以下とすることができる。 

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされた

ものであること。 

キ 通路に排水施設で溝蓋が必要であるも

のを設ける場合には、当該溝蓋は、車椅

子のキャスター及びつえが落ち込むこと

がないよう配慮した構造とすること。 

⑶ 階段（その踊場を含む。以下同じ。）は、

次に掲げる基準に適合するものであること。 

ア 手すりが両側に設けられていること。

ただし、地形の状況その他の特別の理由

によりやむを得ない場合は、この限りで

ない。 

イ 手すりの端部の付近には、階段の通ず

る場所を示す点字を貼り付けること。 

ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状

況その他の特別の理由によりやむを得な

い場合は、この限りでない。 

エ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされた

ものであること。 

オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原

因となるものが設けられていない構造の

ものであること。 

カ 階段の両側には、立ち上がり部が設け

られていること。ただし、側面が壁面で

ある場合は、この限りでない。 

⑷ 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しな

ければならない。ただし、地形の状況その

他の特別の理由により傾斜路を設けること

が困難である場合は、エレベーター、エス

カレーターその他の昇降機であって高齢者、

障害者等の円滑な利用に適した構造のもの

をもってこれに代えることができる。 

⑸ 傾斜路（階段若しくは段に代わり、又は

これに併設するものに限る。）は、次に掲

げる基準に適合するものであること。 

ア 幅は、１２０センチメートル以上とす

ること。ただし、階段又は段に併設する

場合は、９０センチメートル以上とする

ことができる。 

イ 縦断勾配は、８パーセント以下とする

こと。 

ウ 横断勾配は、設けないこと。 

エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされた

ものであること。 

オ 高さが７５センチメートルを超える傾

斜路にあっては、高さ７５センチメート

ル以内ごとに踏幅１５０センチメートル

以上の踊場が設けられていること。 

カ 手すりが両側に設けられていること。

ただし、地形の状況その他の特別の理由

によりやむを得ない場合は、この限りで

ない。 

キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設

けられていること。ただし、側面が壁面

である場合は、この限りでない。 

ク 傾斜路の勾配部分は、その接続する通

路の部分との色の輝度比が大きいこと等

により当該勾配部分を容易に識別するこ

とができるものとすること。 

ケ 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が

安全に停止することができる平たんな部

分を設けること。 

⑹ 高齢者、障害者等が転落をするおそれの

ある場所には、柵、令第１２条第２号に規

定する点状ブロック等及び令第２１条第２

項第１号に規定する線状ブロック等を適切

に組み合わせて床面に敷設したもの（以下

「視覚障害者誘導用ブロック」という。）

その他の高齢者、障害者等の転落を防止す

るための設備が設けられていること。 

⑺ 次条から第１２条までの規定により設け

られた特定公園施設のうちそれぞれ１以上
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及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行規則（平成１８年国

土交通省令第１１０号）第２条第２項の主

要な公園施設に接続していること。 

 （屋根付広場） 

第５条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主

として高齢者、障害者等が利用する屋根付広

場を設ける場合は、そのうち１以上は、次に

掲げる基準に適合するものでなければならな

い。 

⑴ 出入口は、次に掲げる基準に適合するも

のであること。 

ア 幅は、１２０センチメートル以上とす

ること。ただし、地形の状況その他の特

別の理由によりやむを得ない場合は、 

８０センチメートル以上とすることがで

きる。 

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者

が通過する際に支障となる段がないこと。 

ウ 地形の状況その他の特別の理由により

やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を

併設すること。 

⑵ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さ

が確保されていること。 

 （休憩所及び管理事務所） 

第６条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主

として高齢者、障害者等が利用する休憩所を

設ける場合は、そのうち１以上は、次に掲げ

る基準に適合するものでなければならない。 

⑴ 出入口は、次に掲げる基準に適合するも

のであること。 

ア 幅は、１２０センチメートル以上とす

ること。ただし、地形の状況その他の特

別の理由によりやむを得ない場合は、 

８０センチメートル以上とすることがで

きる。 

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者

が通過する際に支障となる段がないこと。 

ウ 地形の状況その他の特別の理由により

やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を

併設すること。 

エ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲

げる基準に適合するものであること。 

(ｱ) 幅は、８０センチメートル以上とす

ること。 

(ｲ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して

通過できる構造のものであること。 

⑵ カウンターを設ける場合は、そのうち１

以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適し

た構造のものであること。ただし、常時勤

務する者が容易にカウンターの前に出て対

応できる構造である場合は、この限りでな

い。 

⑶ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さ

が確保されていること。 

⑷ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主と

して高齢者、障害者等が利用する便所を設

ける場合は、そのうち１以上は、第９条第

２項、第１０条及び第１１条の基準に適合

するものであること。 

２ 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用

し、又は主として高齢者、障害者等が利用す

る管理事務所について準用する。この場合に

おいて、同項中「休憩所を設ける場合は、そ

のうち１以上は」とあるのは、「管理事務所

は」と読み替えるものとする。 

 （野外劇場及び野外音楽堂） 

第７条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主

として高齢者、障害者等が利用する野外劇場

は、次に掲げる基準に適合するものでなけれ

ばならない。 

⑴ 出入口は、第５条第１号の基準に適合す

るものであること。 

⑵ 出入口と次号の車椅子使用者用観覧ス 

ペース及び第４号の便所との間の経路を構

成する通路は、次に掲げる基準に適合する
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ものであること。 

ア 幅は、１２０センチメートル以上とす

ること。ただし、地形の状況その他の特

別の理由によりやむを得ない場合は、通

路の末端の付近の広さを車椅子の転回に

支障のないものとした上で、幅を８０セ

ンチメートル以上とすることができる。 

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者

が通過する際に支障となる段がないこと。 

ウ 地形の状況その他の特別の理由により

やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を

併設すること。 

エ 縦断勾配は、５パーセント以下とする

こと。ただし、地形の状況その他の特別

の理由によりやむを得ない場合は、８ 

パーセント以下とすることができる。 

オ 横断勾配は、１パーセント以下とする

こと。ただし、地形の状況その他の特別

の理由によりやむを得ない場合は、２ 

パーセント以下とすることができる。 

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされた

ものであること。 

キ 高齢者、障害者等が転落をするおそれ

のある場所には、柵、視覚障害者誘導用

ブロックその他の高齢者、障害者等の転

落を防止するための設備が設けられてい

ること。 

⑶ 当該野外劇場の収容定員が２００以下の

場合は、当該収容定員に５０分の１を乗じ

て得た数以上、収容定員が２００を超える

場合は、当該収容定員に１００分の１を乗

じて得た数に２を加えた数以上の車椅子使

用者が円滑に利用することができる観覧ス

ペース（以下「車椅子使用者用観覧スペー

ス」という。）を設けること。 

⑷ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主と

して高齢者、障害者等が利用する便所を設

ける場合は、そのうち１以上は、第９条第

２項、第１０条及び第１１条の基準に適合

するものであること。 

２ 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げ

る基準に適合するものでなければならない。 

⑴ 幅は９０センチメートル以上であり、奥

行きは１２０センチメートル以上であるこ

と。 

⑵ 車椅子使用者が利用する際に支障となる

段がないこと。 

⑶ 車椅子使用者が転落をするおそれのある

場所には、柵その他の車椅子使用者の転落

を防止するための設備が設けられているこ

と。 

３ 前２項の規定は、不特定かつ多数の者が利

用し、又は主として高齢者、障害者等が利用

する野外音楽堂について準用する。 

 （駐車場） 

第８条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主

として高齢者、障害者等が利用する駐車場を

設ける場合は、そのうち１以上に、当該駐車

場の全駐車台数が２００以下の場合は、当該

駐車台数に５０分の１を乗じて得た数以上、

全駐車台数が２００を超える場合は、当該駐

車台数に１００分の１を乗じて得た数に２を

加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用す

ることができる駐車施設（以下「車椅子使用

者用駐車施設」という。）を設けなければな

らない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普

通自動二輪車（いずれも側車付きのものを除

く。）の駐車のための駐車場については、こ

の限りでない。 

２ 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基

準に適合するものでなければならない。 

⑴ 幅は、３５０センチメートル以上とする

こと。 

⑵ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に

車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。 

⑶ 車椅子使用者用駐車施設と駐車場の出入
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口との間の経路の長さができるだけ短くな

る位置に設けること。 

３ 前項第３号の経路を構成する通路のうち１

以上は、次に掲げるものでなければばらない。 

⑴ 幅は、１２０センチメートル以上とする

こと。 

⑵ 第４条第２号イからキまでに掲げるもの

とすること。 

⑶ 傾斜路を併設する場合には、当該傾斜路

は、第４条第５号アからケまでに掲げるも

のとすること。 

 （便所） 

第９条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主

として高齢者、障害者等が利用する便所は、

次に掲げる基準に適合するものでなければな

らない。 

⑴ 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされ

たものであること。 

⑵ 男子用小便器を設ける場合は、１以上の

床置式小便器、壁掛式小便器（受け口の高

さが３５センチメートル以下のものに限

る。）その他これらに類する小便器が設け

られていること。 

⑶ 前号の規定により設けられる小便器には、

手すりが設けられていること。 

２ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし

て高齢者、障害者等が利用する便所を設ける

場合は、そのうち１以上は、前項に掲げる基

準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合

するものでなければならない。 

⑴ 便所（男子用及び女子用の区別があると

きは、それぞれの便所）内に高齢者、障害

者等の円滑な利用に適した構造を有する便

房が設けられていること。 

⑵ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した

構造を有する便所であること。 

第１０条 前条第２項第１号の便房が設けられ

た便所は、次に掲げる基準に適合するもので

なければならない。 

⑴ 出入口は、次に掲げる基準に適合するも

のであること。 

ア 幅は、８０センチメートル以上とする

こと。 

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者

が通過する際に支障となる段がないこと。 

ウ 地形の状況その他の特別の理由により

やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を

併設すること。 

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適し

た構造を有する便房が設けられているこ

とを表示する標識を設けられていること。 

オ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲

げる基準に適合するものであること。 

(ｱ) 幅は、８０センチメートル以上とす

ること。 

(ｲ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して

通過できる構造のものであること。 

(ｳ) 戸は、引き戸（構造上やむを得ない

場合は、外開き戸）とすること。 

⑵ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さ

が確保されていること。 

⑶ 洗面器又は手洗器のうち１以上は、レ 

バー式、光感知式その他の操作が容易な方

式による水栓を設けること。 

２ 前条第２項第１号の便房は、次に掲げる基

準に適合するものでなければならない。 

⑴ 出入口には、車椅子使用者が通過する際

に支障となる段がないこと。 

⑵ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者

等の円滑な利用に適した構造のものである

ことを表示する標識が設けられていること。 

⑶ 腰掛便座及び手すりが設けられているこ

と。 

⑷ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した

構造を有する水洗器具が設けられているこ

と。 
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３ 第１項第１号ア及びオ並びに第２号の規定

は、前項の便房について準用する。 

第１１条 前条第１項第１号アからウまで及び

オ、第２号並びに第３号並びに第２項第２号

から第４号までの規定は、第９条第２項第２

号の便所について準用する。この場合におい

て、前条第２項第２号中「当該便房」とある

のは、「当該便所」と読み替えるものとする。 

 （水飲場及び手洗場） 

第１２条 不特定かつ多数の者が利用し、又は

主として高齢者、障害者等が利用する水飲場

を設ける場合は、そのうち１以上は、高齢者、

障害者等の円滑な利用に適した構造のもので

なければならない。 

２ 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用

し、又は主として高齢者、障害者等が利用す

る手洗場について準用する。 

 （掲示板及び標識） 

第１３条 不特定かつ多数の者が利用し、又は

主として高齢者、障害者等が利用する掲示板

は、次に掲げる基準に適合するものでなけれ

ばならない。 

⑴ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した

構造のものであること。 

⑵ 当該掲示板に表示された内容が容易に識

別できるものであること。 

２ 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用

し、又は主として高齢者、障害者等が利用す

る標識について準用する。 

第１４条 第４条から前条までの規定により設

けられた特定公園施設の配置を表示した標識

を設ける場合は、そのうち１以上は、第４条

の規定により設けられた園路及び広場の出入

口の付近に設けなければならない。 

 

   附 則 

 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市道路の構造の基準に関する条例をここ

に公布する。 

 

   平成２５年３月２９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第１２号 

 

亀岡市道路の構造の基準に関する

条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、道路法（昭和２７年法律

第１８０号）第３０条第３項の規定に基づき、

市が管理する市道を新設し、又は改築する場

合における道路の構造の一般的技術的基準を

定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例で使用する用語の意義は、道

路構造令（昭和４５年政令第３２０号。以下

「令」という。）で使用する用語の例による。 

 （車線等） 

第３条 車道（副道、停車帯その他令第５条第

１項の国土交通省令で定める部分を除く。）

は、車線により構成されるものとする。ただ

し、第３種第５級又は第４種第４級の道路に

あっては、この限りでない。 

２ 車線の数及び車線（登坂車線、屈折車線及

び変速車線を除く。）の幅員の基準は、規則

で定める。 

 （車線の分離等） 
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第４条 第１種又は第２種の道路（対向車線を

設けない道路を除く。以下この条において同

じ。）の車線は、往復の方向別に分離するも

のとする。車線の数が４以上であるその他の

道路について、安全かつ円滑な交通を確保す

るため必要がある場合においても、同様とす

る。 

２ 前項前段の規定にかかわらず、車線の数

（登坂車線、屈折車線及び変速車線の数を除

く。以下この条において同じ。）が３以下で

ある第１種の道路にあっては、地形の状況そ

の他の特別の理由によりやむを得ない場合に

おいては、その車線を往復の方向別に分離し

ないことができる。 

３ 車線を往復の方向別に分離するため必要が

あるときは、中央帯を設けるものとする。 

４ 前項の中央帯の幅員の基準は、規則で定め

る。 

５ 中央帯には、側帯を設けるものとする。 

６ 前項の側帯の幅員の基準は、規則で定める。 

７ 中央帯のうち側帯以外の部分（以下「分離

帯」という。）には、柵その他これに類する

工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を

設けるものとする。 

８ 分離帯に路上施設を設ける場合においては、

当該中央帯の幅員は、令第１２条の建築限界

を勘案して定めるものとする。 

９ 同方向の車線の数が１である第１種の道路

の当該車線の属する車道には、必要に応じ、

付加追越車線を設けるものとする。 

 （副道） 

第５条 車線（登坂車線、屈折車線及び変速車

線を除く。）の数が４以上である第３種又は

第４種の道路には、必要に応じ、副道を設け

るものとする。 

２ 副道の幅員の基準は、規則で定める。 

 （路肩） 

第６条 道路には、車道に接続して、路肩を設

けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯

を設ける場合においては、この限りでない。 

２ 車道の左側に設ける路肩の幅員の基準は、

規則で定める。 

３ 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設け

る道路にあっては、道路の主要構造部を保護

し、又は車道の効用を保つために支障がない

場合においては、第１項の規定にかかわらず、

車道に接続する路肩を設けないことができる。 

４ 第１種又は第２種の道路の車道に接続する

路肩には、側帯を設けるものとする。 

５ 前項の側帯の幅員の基準は、規則で定める。 

６ 道路の主要構造部を保護するため必要があ

る場合においては、歩道、自転車道又は自転

車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設

けるものとする。 

 （停車帯） 

第７条 第４種（第４級を除く。）の道路には、

自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通

行が妨げられないようにするため必要がある

場合においては、車道の左端寄りに停車帯を

設けるものとする。 

２ 停車帯の幅員の基準は、規則で定める。 

 （自転車道） 

第８条 自動車及び自転車の交通量が多い第３

種又は第４種の道路には、自転車道を道路の

各側に設けるものとする。ただし、地形の状

況その他の特別の理由によりやむを得ない場

合においては、この限りでない。 

２ 自転車の交通量が多い第３種若しくは第４

種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多

い第３種若しくは第４種の道路（前項に規定

する道路を除く。）には、安全かつ円滑な交

通を確保するため自転車の通行を分離する必

要がある場合においては、自転車道を道路の

各側に設けるものとする。ただし、地形の状

況その他の特別の理由によりやむを得ない場

合においては、この限りでない。 
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３ 自転車道に路上施設を設ける場合において

は、当該自転車道の幅員は、令第１２条の建

築限界を勘案して定めるものとする。 

４ 自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交

通の状況を考慮して定めるものとする。 

５ 前２項に定めるもののほか、自転車道の幅

員の基準は、規則で定める。 

 （自転車歩行者道） 

第９条 自動車の交通量が多い第３種又は第４

種の道路（自転車道を設ける道路を除く。）

には、自転車歩行者道を道路の各側に設ける

ものとする。ただし、地形の状況その他の特

別の理由によりやむを得ない場合においては、

この限りでない。 

２ 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量

が多い道路にあっては４メートル以上、その

他の道路にあっては３メートル以上となるよ

うに定めるものとする。 

３ 自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転

車及び歩行者の交通の状況を考慮して定める

ものとする。 

 （歩道） 

第１０条 第４種（第４級を除く。）の道路

（自転車歩行者道を設ける道路を除く。）、

歩行者の交通量が多い第３種（第５級を除

く。）の道路（自転車歩行者道を設ける道路

を除く。）又は自転車道を設ける第３種若し

くは第４種第４級の道路には、その各側に歩

道を設けるものとする。ただし、地形の状況

その他の特別の理由によりやむを得ない場合

においては、この限りでない。 

２ 第３種又は第４種第４級の道路（自転車歩

行者道を設ける道路及び前項に規定する道路

を除く。）には、安全かつ円滑な交通を確保

するため必要がある場合においては、歩道を

設けるものとする。ただし、地形の状況その

他の特別の理由によりやむを得ない場合にお

いては、この限りでない。 

３ 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路

にあっては３．５メートル以上、その他の道

路にあっては２メートル以上となるように定

めるものとする。ただし、歩行者の交通量が

特に少ない区間において、柵の設置等歩行者

の安全のために必要な措置を講じる場合にお

いては、この限りでない。 

４ 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の

状況を考慮して定めるものとする。 

 （歩行者の滞留の用に供する部分） 

第１１条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行

者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩

道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留

により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通

行が妨げられないようにするため必要がある

場合においては、主として歩行者の滞留の用

に供する部分を設けるものとする。 

 （積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員） 

第１２条 積雪地域に存する道路の中央帯、路

肩、自転車歩行者道及び歩道の幅員は、除雪

を勘案して定めるものとする。 

 （植樹帯） 

第１３条 第４種第１級及び第２級の道路には、

植樹帯を設けるものとし、その他の道路には、

必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。た

だし、地形の状況その他の特別の理由により

やむを得ない場合においては、この限りでな

い。 

２ 植樹帯の幅員の基準は、規則で定める。 

３ 植樹帯の植栽に当たっては、地域の特性等

を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適

切に行うものとする。 

 （設計速度） 

第１４条 道路の設計速度の基準は、規則で定

める。 

 （車道の屈曲部） 

第１５条 車道の屈曲部は、曲線形とするもの

とする。ただし、緩和区間（車両の走行を円
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滑にするために車道の屈曲部に設けられる一

定の区間をいう。以下同じ。）又は第３３条

の規定により設けられる屈曲部については、

この限りでない。 

 （曲線半径） 

第１６条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除い

た部分（以下「車道の曲線部」という。）の

中心線の曲線半径（以下「曲線半径」とい

う。）の基準は、規則で定める。 

 （曲線部の片勾配） 

第１７条 車道、中央帯（分離帯を除く。）及

び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半

径が極めて大きい場合を除き、当該道路の設

計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、

規則で定める値の片勾配を付するものとする。

ただし、第４種の道路にあっては、地形の状

況その他の特別の理由によりやむを得ない場

合においては、片勾配を付さないことができ

る。 

 （曲線部の車線等の拡幅） 

第１８条 車道の曲線部においては、設計車両

及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線（車

線を有しない道路にあっては、車道）を適切

に拡幅するものとする。ただし、第２種及び

第４種の道路にあっては、地形の状況その他

の特別の理由によりやむを得ない場合におい

ては、この限りでない。 

 （緩和区間） 

第１９条 車道の屈曲部には、緩和区間を設け

るものとする。ただし、第４種の道路の車道

の屈曲部にあっては、地形の状況その他の特

別の理由によりやむを得ない場合においては、

この限りでない。 

２ 車道の曲線部において片勾配を付し、又は

拡幅をする場合においては、緩和区間におい

てすり付けをするものとする。 

３ 緩和区間の長さの基準は、規則で定める。 

 （視距等） 

第２０条 視距の基準は、規則で定める。 

２ 車線の数が２である道路（対向車線を設け

ない道路を除く。）においては、必要に応じ、

自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確

保された区間を設けるものとする。 

 （縦断勾配） 

第２１条 車道の縦断勾配の基準は、規則で定

める。 

 （登坂車線） 

第２２条 普通道路の縦断勾配が５パーセント

（普通道路で設計速度が１時間につき１００

キロメートル以上であるものにあっては、３

パーセント）を超える車道には、必要に応じ、

登坂車線を設けるものとする。 

２ 登坂車線の幅員の基準は、規則で定める。 

 （縦断曲線） 

第２３条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、

縦断曲線を設けるものとする。 

２ 縦断曲線の半径及び長さの基準は、規則で

定める。 

 （舗装） 

第２４条 車道、中央帯（分離帯を除く。）、

車道に接続する路肩、自転車道等（自転車道

又は自転車歩行者道をいう。以下同じ。）及

び歩道は、舗装するものとする。ただし、交

通量が極めて少ない等特別の理由がある場合

においては、この限りでない。 

２ 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる

自動車の輪荷重の基準を４９キロニュートン

とし、計画交通量、自動車の重量、路床の状

態、気象状況等を勘案して、自動車の安全か

つ円滑な交通を確保することができるものと

して令第２３条第２項の国土交通省令で定め

る基準に適合する構造とするものとする。た

だし、自動車の交通量が少ない場合その他の

特別の理由がある場合においては、この限り

でない。 

３ 道路（トンネルを除く。）の舗装は、当該
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道路の存する地域、沿道の土地利用及び交通

の状況を勘案して必要がある場合においては、

雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、

道路交通騒音の発生を減少させることができ

る構造とするものとする。ただし、道路の構

造、気象状況その他の特別の理由によりやむ

を得ない場合においては、この限りでない。 

 （横断勾配） 

第２５条 車道、中央帯（分離帯を除く。）及

び車道に接続する路肩には、片勾配を付する

場合を除き、規則で定める値を標準として横

断勾配を付するものとする。 

２ 歩道又は自転車道等には、規則で定める値

を標準として横断勾配を付するものとする。 

３ 前条第３項本文に規定する構造の舗装道に

あっては、気象状況等を勘案して路面の排水

に支障がない場合においては、横断勾配を付

さず、又は縮小することができる。 

 （合成勾配） 

第２６条 合成勾配（縦断勾配と片勾配又は横

断勾配とを合成した勾配をいう。）の基準は、

規則で定める。 

 （排水施設） 

第２７条 道路には、排水のため必要がある場

合においては、側溝、街渠
きよ

、集水ますその他

の適当な排水施設を設けるものとする。 

 （平面交差又は接続） 

第２８条 道路は、駅前広場等特別の箇所を除

き、同一箇所において同一平面で５以上交会

させてはならない。 

２ 道路が同一平面で交差し、又は接続する場

合においては、必要に応じ、屈折車線、変速

車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切

り取り、かつ、適当な見通しができる構造と

するものとする。 

３ 屈折車線又は変速車線を設ける場合におけ

る当該部分の車線（屈折車線及び変速車線を

除く。）の幅員の基準は、規則で定める。 

４ 屈折車線及び変速車線の幅員の基準は、規

則で定める。 

５ 屈折車線又は変速車線を設ける場合におい

ては、当該道路の設計速度に応じ、適切にす

り付けをするものとする。 

 （立体交差） 

第２９条 車線（登坂車線、屈折車線及び変速

車線を除く。）の数が４以上である普通道路

が相互に交差する場合においては、当該交差

の方式は、立体交差とするものとする。ただ

し、交通の状況により不適当なとき又は地形

の状況その他の特別の理由によりやむを得な

いときは、この限りでない。 

２ 車線（屈折車線及び変速車線を除く。）の

数が４以上である小型道路が相互に交差する

場合及び普通道路と小型道路が交差する場合

においては、当該交差の方式は、立体交差と

するものとする。 

３ 道路を立体交差とする場合においては、必

要に応じ、交差する道路を相互に連結する道

路（以下「連結路」という。）を設けるもの

とする。 

４ 連結路については、第３条から第６条まで、

第１４条、第１６条、第１７条、第１９条か

ら第２１条まで、第２３条及び第２６条の規

定は、適用しない。 

 （鉄道との平面交差） 

第３０条 道路が鉄道と同一平面で交差する場

合におけるその交差する道路の構造の基準は、

規則で定める。 

 （待避所） 

第３１条 第３種第５級の道路には、規則で定

めるところにより、待避所を設けるものとす

る。 

 （交通安全施設） 

第３２条 交通事故の防止を図るため必要があ

る場合においては、横断歩道橋等、柵、照明

施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これ
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らに類する施設で令第３１条の国土交通省令

で定めるものを設けるものとする。 

 （凸部、狭窄
さく

部等） 

第３３条 第４種第４級の道路又は主として近

隣に居住する者の利用に供する第３種第５級

の道路には、自動車を減速させて歩行者又は

自転車の安全な通行を確保する必要がある場

合においては、車道及びこれに接続する路肩

の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄
さく

部若

しくは屈曲部を設けるものとする。 

 （乗合自動車の停留所に設ける交通島） 

第３４条 自転車道、自転車歩行者道又は歩道

に接続しない乗合自動車の停留所には、必要

に応じ、交通島を設けるものとする。 

 （自動車駐車場等） 

第３５条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は

公衆の利便に資するため必要がある場合にお

いては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合

自動車停車所、非常駐車帯その他これらに類

する施設で令第３２条の国土交通省令で定め

るものを設けるものとする。 

 （防雪施設その他の防護施設） 

第３６条 雪崩、飛雪又は積雪により交通に支

障を及ぼすおそれがある箇所には、雪覆工、

流雪溝、融雪施設その他これらに類する施設

で令第３３条の国土交通省令で定めるものを

設けるものとする。 

２ 前項に規定する場合を除くほか、落石、崩

壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は

道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所

には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設

けるものとする。 

 （トンネル） 

第３７条 トンネルには、安全かつ円滑な交通

を確保するため必要がある場合においては、

当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに

応じ、適当な換気施設を設けるものとする。 

２ トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保

するため必要がある場合においては、当該道

路の設計速度等を勘案して、適当な照明施設

を設けるものとする。 

３ トンネルにおける車両の火災その他の事故

により交通に危険を及ぼすおそれがある場合

においては、必要に応じ、通報施設、警報施

設、消火施設その他の非常用施設を設けるも

のとする。 

 （橋、高架の道路等） 

第３８条 橋、高架の道路その他これらに類す

る構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造

又はこれらに準じる構造とするものとする。 

 （附帯工事等の特例） 

第３９条 道路に関する工事により必要を生じ

た他の道路に関する工事を施行し、又は道路

に関する工事以外の工事により必要を生じた

道路に関する工事を施行する場合において、

第３条から前条まで（第６条、第１４条、第

１５条、第２５条、第２７条、第３２条及び

第３６条を除く。）の規定による基準をその

まま適用することが適当でないと認められる

ときは、これらの規定による基準によらない

ことができる。 

 （小区間改築の場合の特例） 

第４０条 道路の交通に著しい支障がある小区

間について応急措置として改築を行う場合

（次項に規定する改築を行う場合を除く。）

において、これに隣接する他の区間の道路の

構造が、第３条、第４条第４項から第６項ま

で、第５条、第７条、第８条第５項、第９条

第２項、第１０条第３項、第１３条第２項、

第１６条から第２３条まで、第２４条第３項

及び第２６条の規定による基準に適合してい

ないためこれらの規定による基準をそのまま

適用することが適当でないと認められるとき

は、これらの規定による基準によらないこと

ができる。 

２ 道路の交通の安全の保持に著しい支障があ
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る小区間について応急措置として改築を行う

場合において、当該道路の状況等からみて第

３条、第４条第４項から第６項まで、第５条、

第６条第３項、第７条、第８条第５項、第９

条第２項、第１０条第３項、第１３条第２項、

第２０条第１項、第２２条第２項、第２４条

第３項、次条第１項及び第３項並びに第４２

条第２項の規定による基準をそのまま適用す

ることが適当でないと認められるときは、こ

れらの規定による基準によらないことができ

る。 

 （自転車専用道路及び自転車歩行者専用道

路） 

第４１条 自転車専用道路又は自転車歩行者専

用道路には、その各側に、当該道路の部分と

して、規則で定める値以上の幅員の側方余裕

を確保するための部分を設けるものとする。 

２ 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路

に路上施設を設ける場合においては、当該自

転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅

員は、令第３９条第４項の建築限界を勘案し

て定めるものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか、自転車専用道

路及び自転車歩行者専用道路の幅員の基準は、

規則で定める。 

４ 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路

の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩

行者が安全かつ円滑に通行することができる

ものでなければならない。 

５ 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路

については、第３条から第３９条まで（自転

車歩行者専用道路にあっては、第１１条を除

く。）及び前条第１項の規定は、適用しない。 

 （歩行者専用道路） 

第４２条 歩行者専用道路に路上施設を設ける

場合においては、当該歩行者専用道路の幅員

は、令第４０条第３項の建築限界を勘案して

定めるものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、歩行者専用道路

の幅員の基準は、規則で定める。 

３ 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造

は、歩行者が安全かつ円滑に通行することが

できるものでなければならない。 

４ 歩行者専用道路については、第３条から第

１０条まで、第１２条から第３９条まで及び

第４０条第１項の規定は、適用しない。 

 （委任） 

第４３条 この条例に定めるもののほか、この

条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

 

   附 則 

 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行

する。 

２ この条例の施行の際現に新設又は改築の工

事中の道路については、この条例の規定に適

合しない部分がある場合においては、当該部

分に対しては、当該規定は適用しない。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

ために必要な道路の構造に関する基準を定める

条例をここに公布する。 

 

   平成２５年３月２９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第１３号 
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亀岡市高齢者、障害者等の移動等

の円滑化のために必要な道路の構

造に関する基準を定める条例 

 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 歩道等（第３条－第１０条） 

第３章 立体横断施設（第１１条） 

第４章 乗合自動車停留所（第１２条・第 

１３条） 

第５章 自動車駐車場（第１４条－第２０

条） 

第６章 移動等円滑化のために必要なその他

の施設等（第２１条－第２６条） 

附則 

 

    第１章 総則 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年

法律第９１号。以下「法」という。）第１０

条第１項の規定により、市が管理する市道に

係る移動等円滑化のために必要な道路の構造

に関する基準を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例で使用する用語の意義は、法

第２条、道路交通法（昭和３５年法律第  

１０５号）第２条（第４号に限る。）及び道

路構造令（昭和４５年政令第３２０号）第２

条に定めるもののほか、次に定めるところに

よる。 

⑴ 有効幅員 歩道、自転車歩行者道、立体

横断施設（横断歩道橋、地下横断歩道その

他の歩行者が道路等を横断するための立体

的な施設をいう。以下同じ。）に設ける傾

斜路、通路若しくは階段又は自動車駐車場

の通路の幅員から、縁石、手すり、路上施

設若しくは歩行者の安全かつ円滑な通行を

妨げるおそれがある工作物、物件若しくは

施設を設置するために必要な幅員又は除雪

のために必要な幅員を除いた幅員をいう。 

⑵ 車両乗入れ部 車両の沿道への出入りの

用に供される歩道又は自転車歩行者道の部

分をいう。 

⑶ 視覚障害者誘導用ブロック 視覚障害者

に対する誘導又は段差の存在等の警告若し

くは注意喚起を行うために路面に敷設され

るブロックをいう。 

 

    第２章 歩道等 

 

 （歩道） 

第３条 道路（自転車歩行者道を設ける道路を

除く。）には、歩道を設けるものとする。 

 （有効幅員） 

第４条 歩道又は自転車歩行者道（以下「歩道

等」という。）の有効幅員は、当該歩道等の

高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定

めるものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、歩道等の有効幅

員の基準は、規則で定める。 

 （舗装） 

第５条 歩道等の舗装は、雨水を地下に円滑に

浸透させることができる構造とするものとす

る。ただし、道路の構造、気象状況その他の

特別の状況によりやむを得ない場合において

は、この限りでない。 

２ 歩道等の舗装は、平たんで、滑りにくく、

かつ、水はけの良い仕上げとするものとする。 

 （勾配） 

第６条 歩道等の縦断勾配及び横断勾配の基準

は、規則で定める。 

 （歩道等と車道等の分離等） 

第７条 歩道等には、車道若しくは車道に接続

する路肩がある場合の当該路肩（以下「車道
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等」という。）又は自転車道に接続して縁石

線を設けるものとする。 

２ 歩道等（車両乗入れ部及び横断歩道に接続

する部分を除く。）に設ける縁石の車道等に

対する高さは、当該歩道等の構造及び交通の

状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮し

て定めるものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、同項の高さの基

準は、規則で定める。 

４ 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するた

め必要がある場合においては、歩道等と車道

等の間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等

側に並木若しくは柵を設けるものとする。 

 （高さ） 

第８条 歩道等（縁石を除く。）の車道等に対

する高さは、乗合自動車停留所及び車両乗入

れ部の設置の状況等を考慮して定めるものと

する。 

２ 前項に定めるもののほか、同項の高さの基

準は、規則で定める。 

 （横断歩道に接続する歩道等の部分） 

第９条 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁

端は、車道等の部分より高くするものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、同項の縁端と車

道等の部分との段差の基準は、規則で定める。 

３ 前項の段差に接続する歩道等の部分は、車

椅子を使用している者が円滑に転回すること

ができる構造とするものとする。 

 （排水施設の溝蓋） 

第１０条 歩道等に排水施設で溝蓋が必要であ

るものを設ける場合においては、当該溝蓋は、

車椅子のキャスター及びつえが落ち込むこと

がないよう配慮した構造とするものとする。 

 

    第３章 立体横断施設 

 

 （立体横断施設） 

第１１条 道路には、高齢者、障害者等の移動

等円滑化のために必要であると認められる箇

所に、高齢者、障害者等の円滑な移動に適し

た構造を有する立体横断施設（以下「移動等

円滑化された立体横断施設」という。）を設

けるものとする。 

２ 移動等円滑化された立体横断施設には、エ

レベーターを設けるものとする。ただし、昇

降の高さが低い場合その他の特別の理由によ

りやむを得ない場合においては、エレベー 

ターに代えて、傾斜路を設けることができる。 

３ 前項に規定するもののほか、移動等円滑化

された立体横断施設には、高齢者、障害者等

の交通の状況により必要がある場合において

は、エスカレーターを設けるものとする。 

４ 前２項の規定により設ける設備の基準その

他移動等円滑化された立体横断施設の設置に

関し必要な基準は、規則で定める。 

 

    第４章 乗合自動車停留所 

 

 （高さ） 

第１２条 乗合自動車停留所を設ける歩道等の

部分の車道等に対する高さの基準は、規則で

定める。 

 （ベンチ及び上屋） 

第１３条 乗合自動車停留所には、ベンチ及び

その上屋を設けるものとする。ただし、それ

らの機能を代替する施設が既に存する場合又

は地形の状況その他の特別の理由によりやむ

を得ない場合においては、この限りでない。 

 

    第５章 自動車駐車場 

 

 （障害者用駐車施設） 

第１４条 自動車駐車場には、障害者が円滑に

利用することができる駐車の用に供する部分

（以下「障害者用駐車施設」という。）を設

けるものとする。 
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２ 前項の規定により設ける障害者用駐車施設

の基準は、規則で定める。 

 （障害者用停車施設） 

第１５条 自動車駐車場の自動車の出入口又は

障害者用駐車施設を設ける階には、障害者が

円滑に利用することができる停車の用に供す

る部分（以下「障害者用停車施設」とい

う。）を設けるものとする。ただし、構造上

の理由によりやむを得ない場合においては、

この限りでない。 

２ 前項の規定により設ける障害者用停車施設

の基準は、規則で定める。 

 （出入口） 

第１６条 自動車駐車場の歩行者の出入口の基

準は、規則で定める。 

 （通路） 

第１７条 障害者用駐車施設に通じる歩行者の

出入口から当該障害者用駐車施設に至る通路

の基準は、規則で定める。 

 （エレベーター等） 

第１８条 自動車駐車場外に通じる歩行者の出

入口がない階（障害者用駐車施設が設けられ

ている階に限る。）を有する自動車駐車場に

は、当該階に停止するエレベーターを設ける

ものとする。ただし、構造上の理由によりや

むを得ない場合においては、エレベーターに

代えて、傾斜路を設けることができる。 

２ 前項の規定により設ける設備の基準その他

自動車駐車場外に通じる歩行者の出入口がな

い階を有する自動車駐車場の設置に関し必要

な基準は、規則で定める。 

 （屋根） 

第１９条 屋外に設けられる自動車駐車場の障

害者用駐車施設、障害者用停車施設及び第 

１７条に規定する通路（規則で定める通路に

限る。）には、屋根を設けるものとする。 

 （便所） 

第２０条 障害者用駐車施設を設ける階に便所

を設ける場合における当該便所の基準は、規

則で定める。 

 

第６章 移動等円滑化のために必要な

その他の施設等 

 

 （案内標識） 

第２１条 交差点、駅前広場その他の移動の方

向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害

者等が見やすい位置に、高齢者、障害者等が

日常生活又は社会生活において利用すると認

められる官公庁施設、福祉施設その他の施設

及びエレベーターその他の移動等円滑化のた

めに必要な施設の案内標識を設けるものとす

る。 

２ 前項の案内標識には、点字、音声その他の

方法により視覚障害者を案内する設備を設け

るものとする。 

 （視覚障害者誘導用ブロック） 

第２２条 歩道等、立体横断施設の通路、乗合

自動車停留所及び自動車駐車場の通路には、

視覚障害者の移動等円滑化のために必要であ

ると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブ

ロックを敷設するものとする。 

２ 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色そ

の他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等

により当該ブロック部分を容易に識別するこ

とができる色とするものとする。 

３ 視覚障害者誘導用ブロックには、視覚障害

者の移動等円滑化のために必要であると認め

られる箇所に、音声により視覚障害者を案内

する設備を設けるものとする。 

 （休憩施設） 

第２３条 歩道等には、適当な間隔でベンチ及

びその上屋を設けるものとする。ただし、こ

れらの機能を代替するための施設が既に存す

る場合その他の特別の理由によりやむを得な

い場合においては、この限りでない。 
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 （照明施設） 

第２４条 歩道等及び立体横断施設には、照明

施設を連続して設けるものとする。ただし、

夜間における当該歩道等及び立体横断施設の

路面の照度が十分に確保される場合において

は、この限りでない。 

２ 乗合自動車停留所及び自動車駐車場には、

高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必

要であると認められる箇所に、照明施設を設

けるものとする。ただし、夜間における当該

乗合自動車停留所及び自動車駐車場の路面の

照度が十分に確保される場合においては、こ

の限りでない。 

 （防雪施設） 

第２５条 歩道等及び立体横断施設において、

積雪又は凍結により、高齢者、障害者等の安

全かつ円滑な通行に著しく支障を及ぼすおそ

れのある箇所には、融雪施設、流雪溝又は雪

覆工を設けるものとする。 

 （委任） 

第２６条 この条例に定めるもののほか、この

条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

 

   附 則 

 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市道路標識の寸法に関する条例をここに

公布する。 

 

   平成２５年３月２９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第１４号 

 

亀岡市道路標識の寸法に関する条

例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、道路法（昭和２７年法律

第１８０号）第４５条第３項の規定により、

市が管理する市道に設ける道路標識のうち、

案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置さ

れる補助標識（これらの道路標識の柱の部分

を除く。）の寸法を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例で使用する用語の意義は、道

路標識、区画線及び道路標示に関する命令

（昭和３５年総理府・建設省令第３号。以下

「令」という。）で使用する用語の例による。 

 （本標識板の寸法） 

第３条 第１条の案内標識及び警戒標識（以下

「本標識」という。）の寸法は、令別表第２

で寸法を図示するものについては、同表の図

示（以下単に「図示」という。）の寸法（そ

の単位は、センチメートルとする。以下同

じ。）を基準とするほか、次の各号に定める

とおりとする。 

⑴ 道路法第４８条の４に規定する自動車専

用道路（当該自動車専用道路と同法第４８

条の３に規定する道路等との交差の方式が

立体交差であるものに限る。以下「自動車

専用道路」という。）に設置する案内標識

で、地名が表示されているものについて

は、地名を表示する文字の字数の多少によ

り図示の横寸法を拡大し、又は縮小するこ

とができる。 

⑵ 自動車専用道路に設置する案内標識につ

いては、図示の寸法の３倍まで拡大するこ
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とができる。 

⑶ 自動車専用道路に設置する警戒標識につ

いては、設計速度が６０キロメートル毎時

以上の自動車専用道路に設置する場合に 

あっては図示の寸法の２倍まで、設計速度

が１００キロメートル毎時以上の自動車専

用道路に設置する場合にあっては図示の寸

法の２．５倍までそれぞれ拡大することが

できる。 

⑷ 自動車専用道路以外の道路に設置する

「駐車場」を表示する案内標識について

は、便所を表す記号を表示する場合にあっ

ては、図示の横寸法を図示の寸法の２．５

倍まで拡大することができる。 

⑸ 自動車専用道路以外の道路に設置する

「駐車場」、「総重量限度緩和指定道

路」、「高さ限度緩和指定道路」及び「ま

わり道（１２０－Ａ）」を表示する案内標

識並びに警戒標識については、道路の形状

又は交通の状況により特別の必要がある場

合にあっては、図示の寸法（前号に規定す

るところにより図示の横寸法を拡大する場

合にあっては、当該拡大後の図示の寸法）

の１．３倍、１．６倍又は２倍にそれぞれ

拡大することができる。 

⑹ 自動車専用道路以外の道路に設置する

「登坂車線」及び「道路の通称名」を表示

する案内標識については、道路の形状又は

交通の状況により特別の必要がある場合に

あっては、図示の寸法（次号に規定すると

ころにより図示の横寸法又は縦寸法を拡大

する場合にあっては、当該拡大後の寸法）

の１．５倍又は２倍にそれぞれ拡大するこ

とができる。 

⑺ 自動車専用道路以外の道路に設置する

「道路の通称名」を表示する案内標識につ

いては、表示する文字の字数により図示の

横寸法（「道路の通称名（１１９－Ｃ）」

を表示するものについては、縦寸法）を拡

大することができる。 

 （本標識板の文字等の大きさ） 

第４条 本標識板の文字（数字を含む。第１号

を除き、以下同じ。）及び記号の大きさは、

令別表第２で文字及び記号の大きさを図示す

るものについては、同表の図示の寸法を基準

とするほか、次の各号に定めるとおりとす

る。 

⑴ 自動車専用道路以外の道路に設置する

「市町村」、「都府県」、「方面、方向及

び距離」、「方面及び距離」、「方面及び

方向の予告」、「方面及び方向」、「著名

地点（１１４－Ａ）」、「主要地点」及び

「乗合自動車停留所」を表示する案内標識

の文字の大きさは、次の表の左欄に掲げる

道路の設計速度の区分に応じ、同表の右欄

に掲げる値（ローマ字にあっては、その２

分の１の値）を基準とする。ただし、必要

がある場合にあっては、これを１．５倍、

２倍、２．５倍又は３倍にそれぞれ拡大す

ることができる。 

設計速度 

（単位 キロメートル毎時） 

文字の大きさ 

（単位 センチメートル）

７０以上 ３０ 

４０、５０又は６０ ２０ 

３０以下 １０ 

 

⑵ 「方面、方向及び道路の通称名の予告」

及び「方面、方向及び道路の通称名」を表

示する案内標識については、矢印外の文字

の大きさは、前号の規定によるものとし、

矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の

大きさの０．６倍の大きさとする。 

⑶ 「著名地点（１１４－Ｂ）」を表示する

案内標識の文字の大きさは、１０センチ 

メートルを標準とする。 

⑷ 「市町村」、「都府県」並びに「方面、
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方向及び距離」、「方面及び距離」、「方

面及び車線」、「方面及び方向の予告」、

「方面及び方向」、「方面、方向及び道路

の通称名の予告」、「方面、方向及び道路

の通称名」、「方面及び出口の予告」、

「方面、車線及び出口の予告」、「方面及

び出口」及び「著名地点」を表示する案内

標識に、それぞれ市町村章、府県章及び公

共施設等の形状等を表す記号を表示する場

合の当該記号の大きさは、日本字の大きさ

の１．７倍以下の大きさとする。 

⑸ 自動車専用道路以外の道路に設置する

「駐車場」を表示する案内標識に便所を表

す記号を表示する場合の当該記号の大きさ

は、駐車場を表示する記号の０．７倍以下

の大きさとする。 

 （本標識板の縁等の太さ） 

第５条 本標識板の縁、縁線及び区分線の太さ

は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次の各

号に定める寸法を基準とする。 

⑴ 案内標識（自動車専用道路以外の道路に

設置するものに限る。次号において同

じ。）の縁は、「待避所」、「駐車場」及

び「まわり道（１２０－Ｂ）」を表示する

ものについては９ミリメートル、「総重量

限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指

定道路」を表示するものについては１６ミ

リメートル、「登坂車線」を表示するもの

については１０ミリメートル、「道路の通

称名」を表示するものについては８ミリ 

メートル、その他のものについては日本字

の大きさの２０分の１以上の太さとする。 

⑵ 案内標識の縁線及び区分線は、日本字の

大きさの２０分の１以上の太さとする。 

⑶ 警戒標識の縁及び縁線は、１２ミリメー

トルとする。 

 （補助標識板の寸法） 

第６条 補助標識板の寸法は、図示の寸法を基

準とするほか、その附置される本標識板の拡

大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮

小することができる。 

 （その他） 

第７条 この条例に定めるもののほか、この条

例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

 

   附 則 

 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市準用河川に係る河川管理施設等の構造

の基準に関する条例をここに公布する。 

 

   平成２５年３月２９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第１５号 

 

亀岡市準用河川に係る河川管理施

設等の構造の基準に関する条例 

 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 堤防（第３条－第１５条） 

第３章 床止め（第１６条－第１９条） 

第４章 堰
せき

（第２０条－第２９条） 

第５章 水門及び樋
ひ

門（第３０条－第３７条） 

第６章 橋（第３８条－第４５条） 

第７章 伏せ越し（第４６条－第５０条） 

第８章 雑則（第５１条－第５４条） 
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附則 

 

    第１章 総則 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、河川法（昭和３９年法律

第１６７号。以下「法」という。）第１００

条第１項において準用する法第１３条第２項

の規定に基づき、市が管理する準用河川（法

第１００条第１項に規定する準用河川をいう。

以下単に「河川」という。）に係る河川管理

施設又は法第２６条第１項の許可を受けて設

置される工作物（以下「許可工作物」とい

う。）のうち、堤防その他の主要なものの構

造について河川管理上必要とされる一般的技

術的基準を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法及

び河川管理施設等構造令（昭和５１年政令第

１９９号。以下「令」という。）において使

用する用語の例による。 

 

    第２章 堤防 

 

 （適用の範囲） 

第３条 この章の規定は、流水が河川外に流出

することを防止するために設ける堤防につい

て適用する。 

 （構造の原則） 

第４条 堤防は、護岸、水制その他これらに類

する施設と一体として、計画高水位以下の水

位の流水の通常の作用に対して安全な構造と

するものとする。 

 （材質及び構造） 

第５条 堤防は、盛土により築造するものとす

る。ただし、土地利用の状況その他の特別の

事情によりやむを得ないと認められる場合に

おいては、その全部若しくは主要な部分がコ

ンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずる

ものによる構造のものとし、又はコンクリー

ト構造若しくはこれに準ずる構造の胸壁を有

するものとすることができる。 

 （高さ） 

第６条 堤防の高さは、計画高水位に０．６ 

メートルを加えた値以上とするものとする。

ただし、堤防に隣接する堤内の土地の地盤高

（以下「堤内地盤高」という。）が計画高水

位より高く、かつ、地形の状況等により治水

上の支障がないと認められる区間にあっては、

この限りでない。 

２ 胸壁を有する堤防の胸壁を除いた部分の高

さは、計画高水位以上とするものとする。 

 （天端幅） 

第７条 堤防の天端幅は、堤防の高さと堤内地

盤高との差が０．６メートル未満である区間

を除き、３メートル以上とするものとする。 

 （盛土による堤防の法勾配等） 

第８条 盛土による堤防（胸壁の部分及び護岸

で保護される部分を除く。次項において同

じ。）の法勾配は、堤防の高さと堤内地盤高

との差が０．６メートル未満である区間を除

き、５０パーセント以下とするものとする。 

２ 盛土による堤防の法面は、芝等によって覆

うものとする。 

 （小段） 

第９条 堤防の安定を図るため必要がある場合

においては、その中腹に小段を設けるものと

する。 

 （護岸） 

第１０条 流水の作用から堤防を保護するため

必要がある場合においては、堤防の表法面又

は表小段に護岸を設けるものとする。 

 （水制） 

第１１条 流水の作用から堤防を保護するため、

流水の方向を規制し、又は水勢を緩和する必

要がある場合においては、適当な箇所に水制
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を設けるものとする。 

 （管理用通路） 

第１２条 堤防には、河川の管理のための通路

（以下「管理用通路」という。）を設けるも

のとする。 

 （背水区間の堤防の高さ及び天端幅の特例） 

第１３条 甲河川と乙河川が合流することによ

り乙河川に背水が生ずることとなる場合にお

いては、合流箇所より上流の乙河川の堤防の

高さは、第６条第１項の規定により定められ

るその箇所における甲河川の堤防の高さを下

回らないものとするものとする。ただし、堤

内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形

の状況等により治水上の支障がないと認めら

れる区間及び逆流を防止する施設によって背

水が生じないようにすることができる区間に

あっては、この限りでない。 

２ 前項本文の規定により乙河川の堤防の高さ

が定められる場合においては、その高さと乙

河川に背水が生じないとした場合に定めるべ

き計画高水位に、０．６メートルを加えた高

さとが一致する地点から当該合流箇所までの

乙河川の区間（以下「背水区間」という。）

の堤防の天端幅は、第７条の規定により定め

られるその箇所における甲河川の堤防の天端

幅を下回らないものとするものとする。ただ

し、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、

地形の状況等により治水上の支障がないと認

められる区間にあっては、この限りでない。 

 （天端幅の規定の適用除外等） 

第１４条 その全部又は主要な部分がコンク 

リート、鋼矢板又はこれらに準ずるものによ

る構造の堤防については、第７条及び前条第

２項の規定は、適用しない。 

２ 胸壁を有する堤防に関する第７条及び前条

第２項の規定の適用については、胸壁を除い

た部分の上面における堤防の幅から胸壁の直

立部分の幅を減じたものを堤防の天端幅とみ

なす。 

 （連続しない工期を定めて段階的に築造され

る堤防の特例） 

第１５条 堤防の地盤の地質、対岸の状況、上

流及び下流における河岸及び堤防の高さその

他の特別の事情により、連続しない工期を定

めて段階的に堤防を築造する場合においては、

それぞれの段階における堤防について、計画

堤防の高さと当該段階における堤防の高さと

の差に相当する値を計画高水位から減じた値

の水位を計画高水位とみなして、この章（第

１３条及び前条を除く。）の規定を準用する。 

 

    第３章 床止め 

 

 （構造の原則） 

第１６条 床止めは、計画高水位以下の水位の

流水の作用に対して安全な構造とするものと

する。 

２ 床止めは、付近の河岸及び河川管理施設の

構造に著しい支障を及ぼさない構造とするも

のとする。 

 （護床工及び高水敷保護工） 

第１７条 床止めを設ける場合において、これ

に接続する河床又は高水敷の洗掘を防止する

ため必要があるときは、適当な護床工又は高

水敷保護工を設けるものとする。 

 （護岸） 

第１８条 床止めを設ける場合においては、流

水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止す

るため、護岸を設けるものとする。 

 （魚道） 

第１９条 床止めを設ける場合において、魚類

の遡上等を妨げないようにするため必要があ

るときは、魚道を設けるものとする。 

 

    第４章 堰
せき
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 （構造の原則） 

第２０条 堰
せき

は、計画高水位以下の水位の流水

の作用に対して安全な構造とするものとする。 

２ 堰
せき

は、計画高水位以下の水位の洪水の流下

を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構

造に著しい支障を及ぼさず、並びに堰
せき

に接続

する河床及び高水敷の洗掘の防止について適

切に配慮された構造とするものとする。 

 （流下断面との関係） 

第２１条 可動堰
せき

の可動部（流水を流下させる

ためのゲート及びこれを支持する堰
せき

柱に限る。

次条及び第２３条において同じ。）以外の部

分（堰
せき

柱を除く。）及び固定堰
せき

は、流下断面

（計画横断形が定められている場合には、当

該計画横断形に係る流下断面を含む。以下こ

の条及び第３９条第１項において同じ。）内

に設けてはならない。ただし、山間狭窄
さく

部で

あることその他河川の状況、地形の状況等に

より治水上の支障がないと認められるとき、

及び河床の状況により流下断面内に設けるこ

とがやむを得ないと認められる場合において、

治水上の機能の確保のため適切と認められる

措置を講ずるときは、この限りでない。 

 （可動堰
せき

の可動部の径間長） 

第２２条 可動堰
せき

の可動部の径間長（隣り合う

堰
せき

柱の中心線間の距離をいう。以下この章に

おいて同じ。）は、１５メートル以上（可動

部の全長（両端の堰
せき

柱の中心線間の距離をい

う。次項において同じ。）が、１５メートル

未満である場合には、その全長の値）とする

ものとする。ただし、山間狭窄
さく

部であること

その他河川の状況、地形の状況等により治水

上の支障がないと認められるときは、この限

りでない。 

２ 前項に該当する場合において、可動堰
せき

の可

動部の全長が３０メートル未満であるときは、

前項の規定にかかわらず、可動部の径間長を

１２．５メートル以上とすることができる。 

３ 可動堰
せき

の可動部が起伏式である場合におい

ては、可動部の径間長を前各項の規定によら

ないものとすることができる。 

 （可動堰
せき

の可動部の径間長の特例） 

第２３条 可動堰
せき

の可動部の一部を土砂吐き等

の効用を兼ねるものとする場合においては、

前条第１項の規定にかかわらず、当該部分の

径間長は、１２．５メートル以上とすること

ができる。この場合においては、可動部の径

間長の平均値は、同条第２項に該当する可動

堰
せき

の可動部を除き、１５メートル以上でなけ

ればならない。 

２ 前項の規定によれば可動堰
せき

の可動部のうち

土砂吐き等としての効用を兼ねる部分以外の

部分の径間長が著しく大となり、当該部分の

ゲートの構造上適当でなく、かつ、治水上の

支障がないと認められる場合においては、可

動部の径間長を同項後段の規定によらないも

のとすることができる。 

 （可動堰
せき

の可動部のゲートの構造） 

第２４条 可動堰
せき

の可動部のゲートの構造につ

いては、令第１０条第１項から第３項まで、

第１１条及び第１２条の規定を準用する。 

 （可動堰
せき

の可動部のゲートの高さ） 

第２５条 可動堰
せき

の可動部の引上げ式ゲートの

大引上げ時における下端の高さは、計画高

水位に０．６メートルを加えた値以上で、当

該地点における河川の両岸の堤防（計画横断

形が定められている場合において、計画堤防

の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、

治水上の支障がないと認められるとき、又は

計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高い

ときは、計画堤防）の表法肩を結ぶ線の高さ

を下回らないものとするものとする。 

２ 可動堰
せき

の可動部の起伏式ゲートの倒伏時に

おける上端の高さは、可動堰
せき

の基礎部（床版

を含む。）の高さ以下とするものとする。 
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 （可動堰
せき

の可動部の引上げ式ゲートの高さの

特例） 

第２６条 背水区間に設ける可動堰
せき

の可動部の

引上げ式ゲートの 大引上げ時における下端

の高さは、治水上の支障がないと認められる

ときは、前条第１項の規定にかかわらず、次

に掲げる高さのうちいずれか高い方の高さ以

上とすることができる。 

⑴ 当該河川に背水が生じないとした場合に

定めるべき計画高水位に、０．６メートル

を加えた高さ 

⑵ 計画高水位 

２ 地盤沈下のおそれがある地域に設ける可動

堰
せき

の可動部の引上げ式ゲートの 大引上げ時

における下端の高さは、前条第１項及び前項

の規定によるほか、予測される地盤沈下及び

河川の状況を勘案して必要と認められる高さ

を下回らないものとする。 

 （管理施設） 

第２７条 可動堰
せき

には、必要に応じ、管理橋そ

の他の適当な管理施設を設けるものとする。 

 （護床工等） 

第２８条 第１７条から第１９条までの規定は、

堰
せき

を設ける場合について準用する。 

 （洪水を分流させる堰
せき

に関する特例） 

第２９条 第２１条及び第２５条の規定は、洪

水を分流させる堰
せき

については、適用しない。 

 

    第５章 水門及び樋
ひ

門 

 

 （構造の原則） 

第３０条 水門及び樋
ひ

門は、計画高水位以下の

水位の流水の作用に対して安全な構造とする

ものとする。 

２ 水門及び樋
ひ

門は、計画高水位以下の水位の

洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管

理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並び

に水門又は樋
ひ

門に接続する河床及び高水敷の

洗掘の防止について適切に配慮された構造と

するものとする。 

 （構造） 

第３１条 水門及び樋
ひ

門（ゲート及び管理施設

を除く。）は、鉄筋コンクリート構造又はこ

れに準ずる構造とするものとする。 

２ 樋
ひ

門は、堆積土砂等の排除に支障のない構

造とするものとする。 

 （断面形） 

第３２条 河川を横断して設ける水門及び樋
ひ

門

の流水を流下させる部分の断面形は、計画高

水流量を勘案して定めるものとする。 

２ 前項の規定は、河川以外の水路が河川に合

流する箇所において当該水路を横断して設け

る水門及び樋
ひ

門について準用する。 

 （河川を横断して設ける水門の径間長等） 

第３３条 第２１条から第２３条まで（第２２

条第３項を除く。）の規定は、河川を横断し

て設ける水門について準用する。この場合に

おいて、第２１条中「可動堰
せき

の可動部（流水

を流下させるためのゲート及びこれを支持す

る堰
せき

柱に限る。次条及び第２３条において同

じ。）以外の部分（堰
せき

柱を除く。）及び固定

堰
せき

」とあるのは、「水門のうち流水を流下さ

せるためのゲート及び門柱以外の部分」と、

第２２条及び第２３条中「可動堰
せき

の可動部」

とあり、及び「可動部」とあるのは、「水門

のうち流水を流下させるためのゲート及びこ

れを支持する門柱の部分」と、第２２条第１

項中「堰
せき

柱」とあるのは、「門柱」と読み替

えるものとする。 

２ 河川を横断して設ける樋
ひ

門で２門以上の 

ゲートを有するものの内法幅は、５メートル

以上とするものとする。ただし、内法幅が内

法高の２倍以上となるときは、この限りでな

い。 

 （ゲート等の構造） 

第３４条 水門及び樋
ひ

門のゲートは、確実に開
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閉し、かつ、必要な水密性を有する構造とす

るものとする。 

２ 水門及び樋
ひ

門のゲートは、鋼構造又はこれ

に準ずる構造とするものとする。 

３ 水門及び樋
ひ

門のゲートの開閉装置は、ゲー

トの開閉を確実に行うことができる構造とす

るものとする。 

 （水門のゲートの高さ等） 

第３５条 水門のカーテンウォールの上端の高

さ又はカーテンウォールを有しない水門の 

ゲートの閉鎖時における上端の高さは、水門

に接続する堤防（計画横断形が定められてい

る場合において、計画堤防の高さが現状の堤

防の高さより低く、かつ、治水上の支障がな

いと認められるとき、又は計画堤防の高さが

現状の堤防の高さより高いときは、計画堤

防）の高さを下回らないものとするものとす

る。 

２ 第２５条第１項の規定は、河川を横断して

設ける水門（流水を分流させる水門を除

く。）のカーテンウォール及びゲートの高さ

について、第２６条の規定は、河川を横断し

て設ける水門のカーテンウォール及びゲート

の高さについて準用する。この場合において、

これらの規定中「可動堰
せき

の可動部の引上げ式

ゲートの 大引上げ時における下端の高さ」

とあるのは、「水門のカーテンウォールの下

端の高さ及び水門の引上げ式ゲートの 大引

上げ時における下端の高さ」と読み替えるも

のとする。 

 （管理施設等） 

第３６条 第２７条の規定は、水門及び樋
ひ

門に

ついて準用する。 

２ 水門は、管理用通路としての効用を兼ねる

構造とするものとする。 

 （護床工等） 

第３７条 第１７条及び第１８条の規定は、水

門又は樋
ひ

門を設ける場合について準用する。 

    第６章 橋 

 

 （河川区域内に設ける橋台及び橋脚の構造の

原則） 

第３８条 河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、

計画高水位以下の水位の流水の作用に対して

安全な構造とするものとする。 

２ 河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画

高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付

近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支

障を及ぼさず、並びに橋台又は橋脚に接続す

る河床及び高水敷の洗掘の防止について適切

に配慮された構造とするものとする。 

 （橋台） 

第３９条 河岸又は背水区間に係る堤防（計画

横断形が定められている場合には、計画堤防。

以下この条において同じ。）に設ける橋台は、

流下断面内に設けてはならない。ただし、山

間狭窄
さく

部であることその他河川の状況、地形

の状況等により治水上の支障がないと認めら

れるときは、この限りでない。 

２ 堤防に設ける橋台（前項の橋台に該当する

ものを除く。）は、堤防の表法肩より表側の

部分に設けてはならない。 

３ 堤防に設ける橋台の表側の面は、堤防の法

線に平行して設けるものとする。ただし、堤

防の構造に著しい支障を及ぼさないために必

要な措置を講ずるときは、この限りでない。 

４ 堤防に設ける橋台の底面は、堤防の地盤に

定着させるものとする。 

 （橋脚） 

第４０条 河道内に設ける橋脚（基礎部（底版

を含む。次項において同じ。）その他流水が

作用するおそれがない部分を除く。以下この

項において同じ。）の水平断面は、できるだ

け細長い楕
だ

円形その他これに類する形状のも

のとし、かつ、その長径（これに相当するも

のを含む。）の方向は、洪水が流下する方向
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と同一とするものとする。ただし、橋脚の水

平断面が極めて小さいとき、橋脚に作用する

洪水が流下する方向と直角の方向の荷重が極

めて大きい場合であって橋脚の構造上やむを

得ないと認められるとき、又は洪水が流下す

る方向が一定でない箇所に設けるときは、橋

脚の水平断面を円形その他これに類する形状

のものとすることができる。 

２ 河道内に設ける橋脚の基礎部は、低水路

（計画横断形が定められている場合には、当

該計画横断形に係る低水路を含む。以下この

項において同じ。）及び低水路の河岸の法肩

から２０メートル以内の高水敷においては、

低水路の河床の表面から深さ２メートル以上

の部分に、その他の高水敷においては、高水

敷（計画横断形が定められている場合には、

当該計画横断形に係る高水敷を含む。以下こ

の項において同じ。）の表面から深さ１メー

トル以上の部分に設けるものとする。ただし、

河床の変動が極めて小さいと認められるとき、

又は河川の状況その他の特別の事情によりや

むを得ないと認められるときは、それぞれ低

水路の河床の表面又は高水敷の表面より下の

部分に設けることができる。 

 （径間長） 

第４１条 橋脚を河道内に設ける場合において

は、当該箇所において洪水が流下する方向と

直角の方向に河川を横断する垂直な平面に投

影した場合における隣り合う河道内の橋脚の

中心線間の距離（河岸又は堤防（計画横断形

が定められている場合には、計画堤防。以下

この条において同じ。）に橋台を設ける場合

においては、橋台の胸壁の表側の面から河道

内の直近の橋脚の中心線までの距離を含み、

河岸又は堤防に橋台を設けない場合において

は、当該平面上の流下断面（計画横断形が定

められている場合には、当該計画横断形に係

る流下断面）の上部の角から河道内の直近の

橋脚の中心線までの距離を含む。以下この条

において「径間長」という。）は、山間狭窄
さく

部であることその他河川の状況、地形の状況

等により治水上の支障がないと認められる場

合を除き、次の式によって得られる値（その

値が５０メートルを超える場合においては、

５０メートル）以上とするものとする。ただ

し、径間長を次の式によって得られる値（以

下この項及び第３項において「基準径間長」

という。）以上とすればその平均値を基準径

間長に５メートルを加えた値を超えるものと

しなければならないときは、径間長は、基準

径間長から５メートルを減じた値（３０メー

トル未満となるときは、３０メートル）以上

とすることができる。 

Ｌ＝２０＋０．００５Ｑ（この式において、

Ｌ及びＱは、それぞれ次の数値を表すもの

とする。 

  Ｌ 径間長（単位 メートル） 

  Ｑ 計画高水流量（単位 １秒間につき

立方メートル）） 

２ 橋（主要な公共施設に係るものを除く。）

の径間長は、河川管理上著しい支障を及ぼす

おそれがないと認められるときは、前項の規

定にかかわらず、１２．５メートル以上とす

ることができる。 

３ 基準径間長が２５メートルを超えることと

なる場合においては、第１項の規定にかかわ

らず、流心部以外の部分に係る橋の径間長を

２５メートル以上とすることができる。この

場合においては、橋の径間長の平均値は、こ

れらの規定により定められる径間長以上とし

なければならない。 

４ 河道内に橋脚が設けられている橋、堰
せき

その

他の河川を横断して設けられている施設に近

接して設ける橋の径間長については、これら

の施設の相互の関係を考慮して治水上必要と

認められる範囲内において特則を定めること
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ができる。 

 （桁下高等） 

第４２条 第２５条第１項及び第２６条の規定

は、橋の桁下高について準用する。この場合

において、これらの規定中「可動堰
せき

の可動部

の引上げ式ゲートの 大引上げ時における下

端の高さ」とあるのは、「橋の桁下高」と読

み替えるものとする。 

２ 橋面（路面、地覆その他流水又は波浪が橋

を通じて河川外に流出することを防止するた

めの措置を講じた部分）の高さは、背水区間

においても、橋が横断する堤防（計画横断形

が定められている場合において、計画堤防の

高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治

水上の支障がないと認められるとき、又は計

画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いと

きは、計画堤防）の高さ以上とするものとす

る。 

 （護岸等） 

第４３条 第１７条及び第１８条の規定は、橋

を設ける場合について準用する。 

２ 前項の規定による場合のほか、橋の下の河

岸又は堤防を保護するため必要があるときは、

河岸又は堤防をコンクリートその他これに類

するもので覆うものとする。 

 （管理用通路の構造の保全） 

第４４条 橋（取付部を含む。）は、管理用通

路の構造に支障を及ぼさない構造とするもの

とする。 

 （適用除外） 

第４５条 第３９条第１項から第３項まで、第

４０条、第４１条及び第４２条の規定は、遊

水地その他これらに類するものの区域内に設

ける橋及び治水上の影響が著しく小さい橋に

ついては、適用しない。 

２ この章（第４２条及び前条を除く。）の規

定は、堰
せき

又は水門と効用を兼ねる橋及び樋
ひ

門

に附属して設けられる橋については、適用し

ない。 

 

    第７章 伏せ越し 

 

 （適用の範囲） 

第４６条 この章の規定は、用水施設又は排水

施設である伏せ越しについて適用する。 

 （構造の原則） 

第４７条 伏せ越しは、計画高水位以下の水位

の流水の作用に対して安全な構造とするもの

とする。 

２ 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の洪水

の流下を妨げず、並びに付近の河岸及び河川

管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構

造とするものとする。 

 （構造） 

第４８条 堤防（計画横断形が定められている

場合には、計画堤防を含む。以下この項にお

いて同じ。）を横断して設ける伏せ越しに 

あっては、堤防の下に設ける部分とその他の

部分とは、構造上分離するものとする。ただ

し、堤防の地盤の地質、伏せ越しの深さ等を

考慮して、堤防の構造に支障を及ぼすおそれ

がないときは、この限りでない。 

２ 第３１条の規定は、伏せ越しの構造につい

て準用する。 

 （ゲート等） 

第４９条 伏せ越しには、流水が河川外に流出

することを防止するため、河川区域内の部分

の両端又はこれに代わる適当な箇所に、ゲー

ト（バルブを含む。次項において同じ。）を

設けるものとする。ただし、地形の状況によ

り必要がないと認められるときは、この限り

でない。 

２ 第２４条第２項の規定は、前項のゲートの

開閉装置について、第２７条の規定は、伏せ

越しについて準用する。 

 （深さ） 
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第５０条 伏せ越しは、低水路（計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る低

水路を含む。以下この条において同じ。）及び低水路の河岸の法肩から２０メートル以内の高水

敷においては、低水路の河床の表面から、その他の高水敷においては、高水敷（計画横断形が定

められている場合には、当該計画横断形に係る高水敷を含む。以下この条において同じ。）の表

面から、堤防（計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。以下この条において同

じ。）の下の部分においては、堤防の地盤面から、それぞれ深さ２メートル以上の部分に設ける

ものとする。ただし、河床の変動が極めて小さいと認められるとき、又は河川の状況その他の特

別の事情によりやむを得ないと認められるときは、それぞれ低水路の河床の表面、高水敷の表面

又は堤防の地盤面より下の部分に設けることができる。 

 

    第８章 雑則 

 

 （適用除外） 

第５１条 この条例の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物（以下「河川管理施設等」

という。）については、適用しない。 

⑴ 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によって設けら

れる河川管理施設等 

⑵ 臨時に設けられる河川管理施設等 

⑶ 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等 

⑷ 特殊な構造の河川管理施設等で、市長がその構造が第２章から第７章までの規定によるもの

と同等以上の効力があると認めるもの 

 （計画高水流量等の決定又は変更があった場合の適用の特例） 

第５２条 河川管理施設等が、これに係る工事の着手（許可工作物にあっては、法第２６条の許可。

以下この条において同じ。）があった後における計画高水流量、計画横断形又は計画高水位（以

下この条において「計画高水流量等」という。）の決定又は変更によってこの条例の規定に適合

しないこととなった場合においては、当該河川管理施設等については、当該計画高水流量等の決

定又は変更がなかったものとみなして当該規定を適用する。ただし、工事の着手が当該計画高水

流量等の決定又は変更の後である改築（災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。）に

係る河川管理施設等については、この限りでない。 

 （小河川の特例） 

第５３条 計画高水流量が１秒間につき１００立方メートル未満の小河川に設ける河川管理施設等

については、河川管理上の支障があると認められる場合を除き、次の各号に定めるところによる

ことができる。 

⑴ 堤防の天端幅は、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が０．６メートル未満で

ある区間においては、計画高水流量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とすること。 
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項 
計画高水流量 

（単位 １秒間につき立方メートル） 
天端幅（単位 メートル） 

１ ５０未満 ２ 

２ ５０以上１００未満 ２．５ 

 

⑵ 堤防の高さは、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が０．６メートル未満であ

る区間においては、計画高水流量が１秒間につき５０立方メートル未満であり、かつ、堤防の

天端幅が２．５メートル以上である場合は、計画高水位に０．３メートルを加えた値以上とす

ること。 

⑶ 堤防に設ける管理用通路は、川幅が１０メートル未満である区間においては、幅員は、  

２．５メートル以上とし、建築限界は、次の図に示すところによること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 橋については、第４０条第２項中「２０メートル」とあるのは、「１０メートル」と、「２

メートル」とあるのは、「１メートル」と、「１メートル」とあるのは、「０．５メートル」

と読み替えて同項の規定を適用すること。 

⑸ 伏せ越しについては、第５０条中「２０メートル」とあるのは、「１０メートル」と、「２

メートル」とあるのは、「１メートル」と読み替えて同条の規定を適用すること。 

 （その他） 

第５４条 この条例の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定めるところによるほか、市長が

別に定める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 
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２ この条例の施行の際現に存する河川管理施

設等又は現に工事中の河川管理施設等（既に

法第２６条の許可を受け、工事に着手するに

至らない許可工作物を含む。）がこの条例の

規定に適合しない場合においては、当該河川

管理施設等については、当該規定は、適用し

ない。ただし、工事の着手（許可工作物に 

あっては、法第２６条の許可）がこの条例の

施行の後である改築（災害復旧又は応急措置

として行われるものを除く。）に係る河川管

理施設等については、この限りでない。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市営住宅等の整備基準に関する条例をこ

こに公布する。 

 

   平成２５年３月２９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第１６号 

 

亀岡市営住宅等の整備基準に関す

る条例 

 

目次 

第１章 総則（第１条－第５条） 

第２章 敷地の基準（第６条・第７条） 

第３章 市営住宅等の基準 

第１節 市営住宅の基準（第８条－第１４

条） 

第２節 共同施設の基準（第１５条－第 

２０条） 

第４章 雑則（第２１条） 

附則 

 

    第１章 総則 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、公営住宅法（昭和２６年

法律第１９３号。以下「法」という。）第５

条第１項及び第２項の規定により、市営住宅

及び共同施設（以下「市営住宅等」とい

う。）の整備基準を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において「市営住宅」とは、

亀岡市営住宅管理条例（平成９年亀岡市条例

第４８号）第２条第１号に規定する市営住宅

をいう。 

２ この条例において「共同施設」とは、亀岡

市営住宅管理条例第２条第２号に規定する共

同施設をいう。 

 （健全な地域社会の形成） 

第３条 市営住宅等は、その周辺の地域を含め

た健全な地域社会の形成に資するように考慮

して整備するものとする。 

 （良好な居住環境の確保） 

第４条 市営住宅等は、安全、衛生、景観等を

考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適

なものとなるように整備するものとする。 

 （費用の縮減への配慮） 

第５条 市営住宅等の建設に当たっては、設計

の標準化、合理的な工法の採用、規格化され

た資材の使用及び適切な耐久性の確保に努め

ることにより、建設及び維持管理に要する費

用の縮減に配慮するものとする。 

 

    第２章 敷地の基準 

 

 （位置の選定） 

第６条 市営住宅等の敷地（以下「敷地」とい

う。）の位置は、災害の発生のおそれが多い

土地及び公害等により居住環境が著しく阻害

されるおそれがある土地をできる限り避け、
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かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居

者の日常生活の利便を考慮して選定するもの

とする。 

 （敷地の安全等） 

第７条 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又

は出水のおそれがある土地その他これらに類

する土地であるときは、当該敷地に地盤の改

良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講じる

ものとする。 

２ 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、

又は処理するために必要な施設を設けるもの

とする。 

 

    第３章 市営住宅等の基準 

     第１節 市営住宅の基準 

 

 （住棟等の基準） 

第８条 住棟その他の建築物（以下「住棟等」

という。）は、敷地内及びその周辺の地域の

良好な居住環境を確保するために必要な日照、

通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、

災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の

防止等を考慮して配置するものとする。 

２ 住棟等は、気候、景観等地域の特性に配慮

して整備するものとする。 

 （住棟の基準） 

第９条 住棟は、間取り及び規模が異なる住戸

を組み合わせ、多様な世帯が入居することが

できるよう配慮して整備するものとする。 

 （住宅の基準） 

第１０条 市営住宅には、防火、避難及び防犯

のための適切な措置を講じるものとする。 

２ 市営住宅には、外壁、窓等を通しての熱の

損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの

使用の合理化を適切に図るためのものとして

規則で定める措置を講じるものとする。 

３ 市営住宅の床及び外壁の開口部には、当該

部分の遮音性能の確保を適切に図るためのも

のとして規則で定める措置を講じるものとす

る。 

４ 市営住宅の構造耐力上主要な部分（建築基

準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第

１条第３号に規定する構造耐力上主要な部分

をいう。以下同じ。）及びこれと一体的に整

備される部分には、当該部分の劣化の軽減を

適切に図るためのものとして規則で定める措

置を講じるものとする。 

５ 市営住宅の給水、排水及びガスの設備に係

る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を

及ぼすことなく点検及び補修を行うことがで

きるためのものとして規則で定める措置を講

じるものとする。 

 （住戸の基準） 

第１１条 市営住宅の１戸の床面積の合計（共

同住宅においては、共用部分の床面積を除

く。）は、２５平方メートル以上とする。た

だし、共用部分に共同して利用するため適切

な台所及び浴室を設ける場合は、この限りで

ない。 

２ 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、

洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の

設備及び電話配線を設けるものとする。ただ

し、共用部分に共同して利用するため適切な

台所又は浴室を設けることにより、各住戸部

分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保

される場合にあっては、各住戸部分に台所又

は浴室を設けることを要しない。 

３ 市営住宅の各住戸には、居室内における化

学物質の発散による衛生上の支障の防止を図

るためのものとして規則で定める措置を講じ

るものとする。 

 （住戸内の各部） 

第１２条 住戸内の各部には、移動の利便性及

び安全性の確保を適切に図るための措置その

他の高齢者等が日常生活を支障なく営むこと

ができるためのものとして規則で定める措置
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を講じるものとする。 

 （共用部分） 

第１３条 市営住宅の通行の用に供する共用部

分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性

の確保を適切に図るためのものとして規則で

定める措置を講じるものとする。 

 （附帯施設） 

第１４条 敷地内には、必要な自転車置場、物

置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとす

る。 

２ 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等

及び良好な居住環境の確保に支障が生じない

ように考慮するものとする。 

 

     第２節 共同施設の基準 

 

 （児童遊園） 

第１５条 児童遊園の位置及び規模は、敷地内

の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置

等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全

を確保した適切なものとする。 

 （集会所） 

第１６条 集会所の位置及び規模は、敷地内の

住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童

遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保

した適切なものとする。 

 （広場及び緑地） 

第１７条 広場及び緑地の位置及び規模は、良

好な居住環境の維持増進に資するように考慮

するものとする。 

 （通路） 

第１８条 敷地内の通路は、敷地の規模及び形

状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、

日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、

環境の保全等に支障がないような規模及び構

造で合理的に配置されたものとする。 

２ 通路における階段は、高齢者等の通行の安

全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を

設けるものとする。 

 （駐車場） 

第１９条 駐車場の整備に当たっては、敷地内

の住戸数、敷地の位置、規模及び形状、住棟

の配置等を踏まえ、入居者の利便及び安全が

確保されるよう配慮するものとする。 

 （交流の促進への配慮） 

第２０条 児童遊園、集会所並びに広場及び緑

地の整備に当たっては、入居者相互間及び入

居者とその周辺の地域の住民との間の交流が

促進されるよう配慮するものとする。 

 

    第４章 雑則 

 

 （委任） 

第２１条 この条例に定めるもののほか、この

条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に存する市営住宅

等又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若

しくは模様替えの工事中の市営住宅等につい

ては、この条例の規定にかかわらず、なお従

前の例による。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市営住宅管理条例の一部を改正する条例

をここに公布する。 

 

   平成２５年３月２９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第１７号 

 

亀岡市営住宅管理条例の一部を改

正する条例 

 

 亀岡市営住宅管理条例（平成９年亀岡市条例

第４８号）の一部を次のように改正する。 

 

 第５条第１項中「第２１条」の次に「又は福

島復興再生特別措置法（平成２４年法律第２５

号）第２１条」を加え、同項第２号アを次のよ

うに改める。 

ア 特に居住の安定を図る必要がある場合

として規則で定める場合 

          ２１４，０００円 

 第５条第１項第２号イ中「一に」を「いずれ

かに」に、「令第６条第５項第２号に規定する

金額」を「２１４，０００円（当該災害発生の

日から３年を経過した後は、１５８，０００

円）」に改め、同号ウ中「令第６条第５項第３

号に規定する金額」を「１５８，０００円」に

改め、同項第７号中「暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号」を「亀岡市暴力団排除条例

（平成２４年亀岡市条例第２４号）第２条第３

号」に改める。 

 第８条第１項及び第２項並びに第１１条第２

項中「一に」を「いずれかに」に改める。 

 第１２条第１項中「、公営住宅法施行規則第

１０条で定めるところにより」を削り、同条第

２項を次のように改める。 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当する場

合は、前項の承認をしてはならない。 

⑴ 当該承認による同居の後における当該入

居者に係る収入が第５条第１項第２号ア、

イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞれア、

イ又はウに掲げる金額を超える場合 

⑵ 当該入居者が第４２条第１項各号のいず

れかに該当する場合又は市営住宅及び共同

施設の管理についてこの条例の規定に違反

した場合 

⑶ 入居者が同居させようとする者が暴力団

員である場合 

 第１２条に次の１項を加える。 

３ 市長は、入居者が病気にかかっていること

その他特別の事情により当該入居者が入居の

際に同居した親族以外の者を同居させること

が必要であると認めるとき（前項第３号に該

当する場合及び当該入居者が第４２条第１項

第６号に該当するときを除く。）は、前項の

規定にかかわらず、第１項の規定による承認

をすることができる。 

 第１３条第２項中「決定をしないものとす

る」を「承認をしてはならない」に改める。 

 第１９条第２項、第３２条第４項、第４９条、

第６２条及び第６５条第１項中「一に」を「い

ずれかに」に改める。 

 

   附 則 

 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市上下水道事業の組織等に関する条例の

一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   平成２５年３月２９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第１８号 

 

亀岡市上下水道事業の組織等に関

する条例の一部を改正する条例 

 

 亀岡市上下水道事業の組織等に関する条例

（平成１２年亀岡市条例第２号）の一部を次の

ように改正する。 

 

 第２条中「ただし書き」を「ただし書」に、

「市長」を「、市長」に改める。 

 第３条第２項第３号中「簡易専用水道」を

「専用水道及び簡易専用水道」に改め、同項中

第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第

３号の次に次の１号を加える。 

⑷ 飲用井戸等に関すること。 

 

   附 則 

 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市国民健康保険条例の一部を改正する条

例をここに公布する。 

 

   平成２５年３月２９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第１９号 

 

亀岡市国民健康保険条例の一部を

改正する条例 

 

 亀岡市国民健康保険条例（昭和３４年亀岡市

条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１６条第１項第３号中「又はイ」を「から

ウまで」に改め、同号ア中「イに」を「イ又は

ウに」に改め、「の属する月以後５年を経過す

る月までの間に限り、同日」を削り、「属する

一般被保険者が属する世帯」の次に「であって

同日の属する月（以下「特定月」という。）以

後５年を経過する月までの間にあるもの」を、

「得た数」の次に「と特定同一世帯所属者と同

一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯で

あって特定月以後５年を経過する月の翌月から

特定月以後８年を経過する月までの間にあるも

の（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限

る。以下「特定継続世帯」という。）の数に４

分の１を乗じて得た数の合計数」を加え、同号

に次のように加える。 

ウ 特定継続世帯 アに定めるところによ

り算定した額に４分の３を乗じて得た額 

 第１６条の５の２中「又は第２号」を「から

第３号まで」に改め、同条第１号中「第２号」

を「第２号又は第３号」に改め、同条第２号中

「属する世帯」の次に「であって特定月以後５

年を経過する月までの間にあるもの」を加え、

同条に次の１号を加える。 

⑶ 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属す

る退職被保険者の属する世帯であって特定

月以後５年を経過する月の翌月から特定月

以後８年を経過する月までの間にあるもの

（当該世帯に他の被保険者がいない場合に
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限る。） 第１６条第１項第３号ウに定め

るところにより算定した額 

 第１６条の６の５第１項第３号中「又はイ」

を「からウまで」に改め、同号ア中「イに」を

「イ又はウに」に改め、「得た数」の次に「と

特定継続世帯の数に４分の１を乗じて得た数の

合計数」を加え、同号に次のように加える。 

ウ 特定継続世帯 アに定めるところによ

り算定した額に４分の３を乗じて得た額 

 第１６条の６の９中「又は第２号」を「から

第３号まで」に改め、同条第１号中「第２号」

を「第２号又は第３号」に改め、同条第２号中

「属する世帯」の次に「であって特定月以後５

年を経過する月までの間にあるもの」を加え、

同条に次の１号を加える。 

⑶ 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属す

る退職被保険者の属する世帯であって特定

月以後５年を経過する月の翌月から特定月

以後８年を経過する月までの間にあるもの

（当該世帯に他の被保険者がいない場合に

限る。） 第１６条の６の５第１項第３号

ウに定めるところにより算定した額 

 附則第２項（見出しを含む。）中「平成２５

年度」を「平成２６年度」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただ

し、第１６条第１項第３号、第１６条の５の

２、第１６条の６の５第１項第３号及び第 

１６条の６の９の改正規定は、平成２５年４

月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市国民健康保

険条例第１６条第１項第３号、第１６条の５

の２、第１６条の６の５第１項第３号及び第

１６条の６の９の規定は、平成２５年度以後

の年度分の保険料について適用し、平成２４

年度分までの保険料については、なお従前の

例による。 

 

「掲示済」 
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規 則 
 

 亀岡市非常勤職員取扱規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

   平成２５年３月１日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第４号 

 

亀岡市非常勤職員取扱規則の一部を改正する規則 

 

 亀岡市非常勤職員取扱規則（平成８年亀岡市規則第９号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２０条第１項中「同条例」を「、同条例」に改める。 

 第２１条第１号中「所属長」を「、所属長」に改める。 

 第２２条中「退職」を「、退職」に改める。 

 別表第１中 

「 

一般的な資格又は知識

経験等を要する嘱託業

務を行う職 

7,300円（1,007円）～ 

7,450円（1,022円） 

126,600円（4,363円）～

128,500円（4,430円） 

                                      」 

を 

「 

一般的な資格又は知識

経験等を要する嘱託業

務を行う職 

7,450円（1,022円） 128,500円（4,430円） 

                                      」 

に改める。 

 別記第１号様式中「１月前迄」を「、１月前まで」に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市老人医療費支給条例施行規則の一部を

改正する規則をここに公布する。 

 

   平成２５年３月５日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第５号 

 

亀岡市老人医療費支給条例施行規

則の一部を改正する規則 

 

 亀岡市老人医療費支給条例施行規則（平成 

１４年亀岡市規則第１号）の一部を次のように

改正する。 

 

 第９条及び第１５条第４項中「翌年３月３１

日までとする」を「翌年７月３１日までとし、

毎年更新するものとする」に改める。 

 別記第９号様式の３中「知った翌日」を 

「知った日の翌日」に、「申し立て」を「申立

て」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２５年４月１日から施行

する。 

 （読替規定） 

２ この規則の施行の日から平成２５年７月 

３１日までの間は、この規則による改正後の

亀岡市老人医療費支給条例施行規則第９条及

び第１５条第４項中「８月１日」とあるのは

「４月１日」と、「翌年」とあるのは「同

年」と読み替えるものとする。 

 

「掲示済」 

 亀岡市事務分掌規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 

 

   平成２５年３月２９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第６号 

 

亀岡市事務分掌規則の一部を改正

する規則 

 

 亀岡市事務分掌規則（平成１２年亀岡市規則

第２号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条第２項中「理事」を「担当室長、担当

部長」に、「課に参事」を「課に担当課長」に、

「副参事」を「担当副課長」に改め、同条に次

の１項を加える。 

３ 担当室長、担当部長、担当課長及び担当副

課長の職名の前に市長が別に定める担当事務

の名称を付することができる。 

 第４条第２項中「担当室長又は担当部長」を

「主管室長又は主管部長」に改める。 

 第５条第２項中「理事」を「担当室長及び担

当部長」に改め、同条第５項中「参事」を「担

当課長」に改め、同条第７項中「副参事」を

「担当副課長」に改める。 
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 別表第１中 

「 

こども福祉課 福祉総務係 子育て支援係 保育係 

社会福祉課 地域福祉係 保護第１係 保護第２係 

                                          」 

を 

「 

地域福祉課 福祉総務係 地域福祉係 保護第１係 保護第２係 

子育て支援課 子育て支援係 保育係 

                                          」 

に、 

「 

農林振興課 営農推進係 担い手支援係 食農交流係 林務係 

国営事業推進課 土地改良係 国営事業係 

ものづくり産業課 ものづくり支援係 商工係 

観光戦略課  

                                          」 

を 

「 

ものづくり産業課 ものづくり支援係 商工係 

観光戦略課  

農林振興課 営農推進係 担い手支援係 食農交流係 林務係 

国営事業推進課 土地改良係 国営事業係 

                                          」 

に改める。 

 別表第２中 

「 

こども福祉課 

農林振興課 

                」を 

「 

地域福祉課 

ものづくり産業課 

                」に改める。 

 別表第３を次のように改める。 



 
亀 岡 市 公 報 

 57

第８１９号平成２５年４月１５日発行 

 

 

 

 

 

別
表

第
３

（
第

７
条

関
係

）
 

室
及

び
部

 
課
 

分
掌

事
務

 

政
策

推
進

室
 

政
策
推

進
課

 
Ｊ
Ｒ

駅
舎

に
関

す
る

こ
と

。
 

Ｊ
Ｒ

千
代

川
駅

関
連

の
整

備
に

関
す

る
こ

と
。

 

山
陰

本
線

に
関

す
る

こ
と

。
 

北
陸

新
幹

線
に

関
す

る
こ

と
。

 

地
域

交
通

輸
送

計
画

に
関

す
る

こ
と

。
 

そ
の

他
公

共
交

通
政

策
（

別
に

定
め

る
も

の
を

除
く

。
）
に

関

す
る

こ
と

。
 

特
命

事
項

の
調

査
、

研
究

、
政

策
立

案
及

び
総

合
調

整
に

関

す
る

こ
と

。
 

市
有

財
産

の
総

合
的

土
地

活
用

政
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

室
の

総
務

担
当

課
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

 

安
全
安

心
ま

ち

づ
く
り

課
 

セ
ー

フ
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
の

推
進

に
関

す
る

こ
と

。
 

防
犯

及
び

暴
力

追
放

に
関

す
る

こ
と

。
 

交
通

安
全

対
策
（
施

設
の

維
持

管
理

を
除

く
。
）
に

関
す
る

こ

と
。

 

交
通

安
全

対
策

会
議

に
関

す
る

こ
と

。
 

企
画

管
理

部
 

夢
ビ
ジ

ョ
ン

推

進
課
 

総
合

計
画

の
策

定
に

関
す

る
こ

と
。

 

そ
の

他
総

合
計

画
推

進
に

係
る

総
合

調
整

及
び

進
行

管
理

に

関
す

る
こ

と
。

 

夢
ビ

ジ
ョ

ン
シ

ン
ボ

ル
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

推
進

に
関

す
る

こ

と
。

 

市
政

の
重

要
施

策
の

調
査

、
研

究
、

政
策

立
案

及
び

総
合

調

整
に

関
す

る
こ

と
。

 

市
政

運
営

に
必

要
な

情
報

の
収

集
に

関
す

る
こ

と
。

 

重
要

な
国

・
府

に
関

す
る

陳
情

及
び

要
望

に
関

す
る

こ
と

。

市
政

の
基

本
政

策
に

係
る

事
業

推
進

の
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

 

行
政

機
構

に
関

す
る

こ
と

。
 

高
幹

部
会
、

部
長

会
議

、
政

策
企

画
会

議
及

び
総

務
担

当

課
長

会
議

に
関

す
る

こ
と

。
 

行
政

改
革

に
関

す
る

こ
と

。
 

地
方

分
権

に
関

す
る

こ
と

。
 

事
務

能
率

に
関

す
る

こ
と

。
 

主
要

事
務

事
業

の
進

行
管

理
に

関
す

る
こ

と
。

 

国
土

利
用

計
画

市
計

画
の

策
定

に
関

す
る

こ
と

。
 

部
の

総
務

担
当

課
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

 

秘
書
広

報
課

 
市
長

及
び

副
市

長
の

秘
書

に
関

す
る

こ
と

。
 

儀
式

及
び

交
際

に
関

す
る

こ
と

。
 

 

 
 

市
長

会
及

び
副

市
長

会
に

関
す

る
こ

と
。

 

褒
章

及
び

表
彰

に
関

す
る

こ
と

。
 

市
長

車
の

運
行

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
 

他
の

主
管

に
属

さ
な

い
外

部
団

体
と

の
連

絡
及

び
調

整
に

関

す
る

こ
と

。
 

広
報

及
び

広
聴

施
策

の
総

合
企

画
及

び
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

 

市
政

の
普

及
宣

伝
に

関
す

る
こ

と
。

 

報
道

機
関

と
の

連
絡

に
関

す
る

こ
と

。
 

市
民

の
世

論
及

び
広

聴
に

関
す

る
こ

と
。

 

市
政

に
係

る
陳

情
及

び
要

望
の

総
括

に
関

す
る

こ
と

。
 

市
出

版
物

の
総

合
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

 

市
広

報
紙

、
市

勢
要

覧
及

び
お

し
ら

せ
の

編
集

発
行

に
関

す

る
こ

と
。

 

人
事
課

 
職
員

の
任

免
及

び
選

考
に

関
す

る
こ

と
。

 

職
員

の
定

数
及

び
配

置
に

関
す

る
こ

と
。

 

職
員

の
進

退
、

賞
罰

及
び

服
務

に
関

す
る

こ
と

。
 

職
員

の
給

与
そ

の
他

勤
務

条
件

に
関

す
る

こ
と

。
 

職
員

の
考

課
に

関
す

る
こ

と
。

 

職
員

の
能

力
開

発
に

関
す

る
こ

と
。

 

職
員

の
保

健
及

び
衛

生
管

理
に

関
す

る
こ

と
。

 

職
員

の
福

利
厚

生
に

関
す

る
こ

と
。

 

職
員

互
助

会
及

び
共

済
組

合
に

関
す

る
こ

と
。

 

被
服

貸
与

に
関

す
る

こ
と

。
 

職
員

団
体

に
関

す
る

こ
と

。
 

他
の

部
局

の
任

命
権

者
と

の
連

絡
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

 

そ
の

他
人

事
に

関
す

る
こ

と
。

 

契
約
検

査
課

 
入
札

参
加

業
者

の
資

格
審

査
及

び
選

定
の

調
整

に
関

す
る

こ

と
。

 

指
名

委
員

会
に

関
す

る
こ

と
。

 

物
品

購
入

調
整

委
員

会
に

関
す

る
こ

と
。

 

入
札

及
び

契
約

事
務

の
総

括
に

関
す

る
こ

と
。

 

主
要

事
業

の
進

行
管

理
に

関
す

る
こ

と
。

 

主
要

事
業

の
検

査
及

び
指

導
に

関
す

る
こ

と
。

 

土
木

及
び

建
築

工
事

の
検

査
（

別
に

定
め

る
も

の
を

除
く

。
）

に
関

す
る

こ
と

。
 

複
数

の
建

設
工

事
担

当
課

に
係

る
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

 

事
業

の
再

評
価

に
関

す
る

こ
と

。
 

建
設

工
事

事
故

調
査

委
員

会
に

関
す

る
こ

と
。

 

生
涯

学
習

部
 

市
民
協

働
課

 
生
涯

学
習

に
係

る
総

合
企

画
及

び
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

 

生
涯

学
習

に
係

る
調

査
及

び
研

究
に

関
す

る
こ

と
。
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生
涯

学
習

推
進

審
議

会
に

関
す

る
こ

と
。

 

市
民

協
働

及
び

市
民

活
動

に
係

る
総

合
調

整
及

び
推

進
に

関

す
る

こ
と

。
 

芸
術

文
化

の
企

画
及

び
総

括
に

関
す

る
こ

と
。

 

市
民

憲
章

及
び

市
歌

の
普

及
に

関
す

る
こ

と
。

 

国
際

親
善

に
関

す
る

こ
と

。
 

国
内

交
流

に
関

す
る

こ
と

。
 

ガ
レ

リ
ア

か
め

お
か

に
関

す
る

こ
と

。
 

亀
岡

会
館

に
関

す
る

こ
と

。
 

交
流

会
館

に
関

す
る

こ
と

。
 

生
涯

学
習

か
め

お
か

財
団

と
の

連
絡

調
整

に
関

す
る

こ
と

。

文
化

団
体

等
と

の
連

絡
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

 

大
学

等
連

携
の

総
合

調
整

に
関

す
る

こ
と

。
 

地
球

環
境

子
ど

も
村

に
係

る
総

合
企

画
及

び
調

整
に

関
す

る

こ
と

。
 

地
球

環
境

子
ど

も
村

に
係

る
市

民
活

動
の

推
進

に
関

す
る

こ

と
。

 

地
球

環
境

子
ど

も
村

に
係

る
事

業
推

進
に

関
す

る
こ

と
。

 

環
境

学
習

施
設

に
関

す
る

こ
と

。
 

部
の

総
務

担
当

課
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

 

 
人

権
啓

発
課

 
人
権

施
策

に
係

る
総

合
企

画
及

び
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

 

人
権

問
題

の
調

査
研

究
に

関
す

る
こ

と
。

 

人
権

擁
護

委
員

に
関

す
る

こ
と

。
 

人
権

啓
発

活
動

の
推

進
に

関
す

る
こ

と
。

 

人
権

相
談

に
関

す
る

こ
と

。
 

人
権

啓
発

資
料

の
収

集
、

作
成

及
び

活
用

に
関

す
る

こ
と

。

他
の

部
及

び
課

に
属

さ
な

い
人

権
問

題
に

関
す

る
こ

と
。

 

地
域

振
興

（
他

の
部

課
等

の
所

管
に

属
す

る
も

の
を

除
く

。
）

に
関

す
る

こ
と

。
 

文
化

セ
ン

タ
ー

及
び

児
童

館
に

関
す

る
こ

と
。

 

隣
保

事
業

の
届

出
に

関
す

る
こ

と
。

 

市
営

篠
共

同
浴

場
に

関
す

る
こ

と
。

 

住
宅

新
築

資
金

等
貸

付
事

業
管

理
組

合
と

の
連

絡
調

整
に

関

す
る

こ
と

。
 

男
女

共
同

参
画

社
会

実
現

に
係

る
総

合
企

画
及

び
調

整
に

関

す
る

こ
と

。
 

男
女

共
同

参
画

に
係

る
調

査
研

究
及

び
情

報
の

収
集

に
関

す

る
こ

と
。

 

男
女

共
同

参
画

に
係

る
啓

発
及

び
施

策
の

推
進

に
関

す
る

こ

と
。

 

そ
の

他
男

女
共

同
参

画
に

関
す

る
こ

と
。

 

 

総
務

部
 

総
務
課

 
条
例

、
規

則
及

び
そ

の
他

例
規

の
制

定
改

廃
及

び
公

布
に

関

す
る

こ
と

。
 

市
議

会
、

監
査

委
員

及
び

教
育

委
員

会
と

の
連

絡
に

関
す

る

こ
と

。
 

市
例

規
の

編
さ

ん
、

整
理

及
び

保
存

に
関

す
る

こ
と

。
 

事
務

引
継

に
関

す
る

こ
と

。
 

訴
訟

及
び

不
服

申
立

て
（

法
令

等
に

定
め

る
も

の
を

除
く

。
）

に
関

す
る

こ
と

。
 

行
政

境
界

に
関

す
る

こ
と

。
 

市
長

の
資

産
等

の
公

開
に

関
す

る
こ

と
。

 

政
治

倫
理

に
関

す
る

こ
と

（
議

員
の

政
治

倫
理

に
係

る
調

査

請
求

に
関

す
る

こ
と

を
除

く
。
）
。
 

情
報

公
開

に
関

す
る

こ
と

。
 

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
こ

と
。

 

選
挙

管
理

委
員

会
に

関
す

る
こ

と
。

 

庁
舎

及
び

そ
の

附
帯

設
備

の
維

持
管

理
に

関
す

る
こ

と
。

 

庁
舎

の
取

締
り

及
び

警
備

に
関

す
る

こ
と

。
 

当
直

に
関

す
る

こ
と

。
 

電
話

及
び

庁
内

放
送

の
運

用
管

理
に

関
す

る
こ

と
。

 

庁
内

の
受

付
案

内
及

び
市

民
サ

ー
ビ

ス
に

関
す

る
こ

と
。

 

町
又

は
字

の
区

域
の

新
設

等
の

届
出

受
理

及
び

告
示

に
関

す

る
こ

と
。

 

文
書

の
収

受
及

び
発

送
に

関
す

る
こ

と
。

 

文
書

の
整

理
及

び
保

存
に

関
す

る
こ

と
。

 

公
用

文
の

取
扱

い
改

善
に

関
す

る
こ

と
。

 

情
報

化
推

進
に

関
す

る
こ

と
。

 

行
政

情
報

シ
ス

テ
ム

の
導

入
及

び
総

合
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

 

電
算

室
及

び
電

算
機

器
等

の
管

理
運

用
に

関
す

る
こ

と
。

 

情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

公
告

式
に

関
す

る
こ

と
。

 

公
印

の
保

管
に

関
す

る
こ

と
。

 

基
幹

統
計

そ
の

他
各

種
統

計
に

関
す

る
こ

と
。

 

市
公

報
の

発
行

に
関

す
る

こ
と

。
 

浄
書

及
び

印
刷

に
関

す
る

こ
と

。
 

他
の

部
及

び
課

の
主

管
に

属
さ

な
い

事
務

に
関

す
る

こ
と

。

部
の

総
務

担
当

課
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

 

自
治
防

災
課

 
コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

推
進

に
関

す
る

こ
と

。
 

自
治

会
及

び
自

治
委

員
に

関
す

る
こ

と
。

 

財
産

区
に

関
す

る
こ

と
。

 

地
縁

団
体

の
法

人
格

取
得

に
関

す
る

こ
と

。
 

自
衛

隊
に

関
す

る
こ

と
。
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危
機
管

理
に

関
す

る
こ

と
。

 

災
害
対

策
（
事

業
を

除
く

。）
及

び
防

災
会

議
に

関
す

る
こ

と
。

地
域
防

災
計

画
の

立
案

に
関

す
る

こ
と

。
 

地
域
防

災
無

線
の

運
用

及
び

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
 

国
民
保

護
に

関
す

る
こ

と
。

 

消
防
団

の
組

織
及

び
定

員
に

関
す

る
こ

と
。

 

消
防
団

員
の

人
事

、
給

与
及

び
教

養
訓

練
に

関
す

る
こ
と

。

消
防
団

機
械

器
具

の
整

備
保

全
に

関
す

る
こ

と
。

 

消
防
地

水
利

に
関

す
る

こ
と

。
 

そ
の
他

非
常

備
消

防
及

び
水

防
に

関
す

る
こ

と
。

 

京
都
中

部
広

域
消

防
組

合
と

の
連

絡
調

整
に

関
す

る
こ
と

。

財
政
課

 
財

政
計

画
に

関
す

る
こ

と
。

 

予
算
の

編
成

に
関

す
る

こ
と

。
 

予
算
の

執
行

計
画

の
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

 

予
算
の

執
行

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
 

地
方
交

付
税

に
関

す
る

こ
と

。
 

財
政
に

つ
い

て
の

調
整

及
び

報
告

に
関

す
る

こ
と

。
 

財
政
状

況
の

公
表

に
関

す
る

こ
と

。
 

税
外
収

入
の

調
定

に
関

す
る

こ
と

。
 

市
債
及

び
借

入
金

に
関

す
る

こ
と

。
 

公
債
費

の
償

還
に

関
す

る
こ

と
。

 

基
金
管

理
に

関
す

る
こ

と
。

 

土
地
開

発
公

社
と

の
連

絡
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

 

ふ
る
さ

と
力

向
上

寄
附

金
に

関
す

る
こ

と
。

 

そ
の
他

予
算

に
関

す
る

こ
と

。
 

税
務
課

 
市

民
税

、
固

定
資

産
税

、
都

市
計

画
税

、
軽

自
動

車
税
、

市

た
ば
こ

税
、
入
湯

税
及

び
特

別
土

地
保

有
税
（
以

下
「

市
税

」

と
い
う

。
）
の

賦
課

及
び

調
定

に
関

す
る

こ
と

。
 

府
民
税

に
関

す
る

こ
と

。
 

市
税
に

係
る

課
税

台
帳

及
び

関
係

資
料

の
整

理
保

管
に
関

す

る
こ
と

。
 

市
税
に

係
る

調
査

及
び

減
免

に
関

す
る

こ
と

。
 

市
税
に

係
る

統
計

に
関

す
る

こ
と

。
 

市
税
に

係
る

証
明

及
び

閲
覧

に
関

す
る

こ
と

。
 

原
動
機

付
自

転
車

及
び

小
型

特
殊

自
動

車
の

標
識

交
付
に

関

す
る
こ

と
。

 

国
有
資

産
等

所
在

市
町

村
交

付
金

に
関

す
る

こ
と

。
 

市
税
、
市
税

の
督

促
手

数
料

及
び

延
滞

金
（

以
下
「

市
税

等
」

と
い
う

。
）
の

収
納

に
関

す
る

こ
と

。
 

市
税
等

の
督

促
に

関
す

る
こ

と
。

 

 

 
 

市
税

等
の

過
誤

納
金

の
還

付
に

関
す

る
こ

と
。

 

市
税

等
の

徴
収

金
の

徴
収

委
託

又
は

受
託

に
関

す
る

こ
と

。

市
税

等
の

不
納

欠
損

処
分

に
関

す
る

こ
と

。
 

市
税

の
口

座
振

替
に

関
す

る
こ

と
。

 

市
税

等
に

係
る

訴
訟

及
び

不
服

申
立

て
に

関
す

る
こ

と
。

 

京
都

地
方

税
機

構
と

の
連

絡
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

 

環
境

市
民

部
 

環
境
政

策
課

 
環

境
政

策
に

係
る

総
合

企
画

、
調

整
及

び
指

導
に

関
す

る
こ

と
。

 

地
球

温
暖

化
対

策
に

関
す

る
こ

と
。

 

新
エ

ネ
ル

ギ
ー

に
関

す
る

こ
と

。
 

亀
岡

市
環

境
審

議
会

に
関

す
る

こ
と

。
 

大
気

の
汚

染
、

水
質

の
汚
濁

、
騒

音
、

振
動

及
び

悪
臭

そ
の

他
の

公
害

の
防

止
対

策
の
企

画
、

調
整

及
び

指
導

に
関

す
る

こ
と

。
 

公
害

防
止

思
想

の
啓

蒙
及

び
普

及
に

関
す

る
こ

と
。

 

公
害

に
関

す
る

要
望

等
の
受

付
及

び
連

絡
調

整
（

各
部

課
等

と
の

連
絡

調
整

を
含

む
。
）

に
関
す

る
こ

と
。

 

環
境

美
化

（
他

の
部

課
等

の
所

属
に

関
す

る
も

の
を

除
く

。
）

の
推

進
に

関
す

る
こ

と
。

 

不
法

投
棄

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

自
然

環
境

保
全

（
他

の
部
課

等
の

所
属

に
関

す
る

も
の

を
除

く
。
）

に
関
す

る
こ

と
。

 

土
砂

埋
立

て
等

の
規

制
に

関
す

る
こ

と
。

 

浄
化

槽
に

関
す

る
こ

と
。

 

墓
地

及
び

火
葬

場
に

関
す

る
こ

と
。

 

一
般

廃
棄

物
に

係
る

市
民

窓
口

に
関

す
る

こ
と

。
 

下
矢

田
み

ど
り

の
郷

広
場

に
関

す
る

こ
と

。
 

狂
犬

病
予

防
及

び
動

物
の

飼
養

管
理

等
に

関
す

る
こ

と
。

 

ね
ず

み
族

及
び

昆
虫

等
の

駆
除

に
関

す
る

こ
と

。
 

部
の

総
務

担
当

課
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

 

環
境
ク

リ
ー

ン

推
進
課

 

一
般

廃
棄

物
の

処
理

及
び

計
画

に
関

す
る

こ
と

。
 

一
般

廃
棄

物
の

収
集

運
搬

に
関

す
る

こ
と

。
 

一
般

廃
棄

物
の

処
理

等
に

係
る

統
計

資
料

に
関

す
る

こ
と

。

一
般

廃
棄

物
（

ご
み

）
の

受
付

に
関

す
る

こ
と

。
 

ご
み

の
減

量
及

び
資

源
化

に
関

す
る

こ
と

。
 

一
般

廃
棄

物
処

理
業

及
び
浄

化
槽

清
掃

業
の

許
可

に
関

す
る

こ
と

。
 

亀
岡

市
循

環
型

社
会

推
進

審
議

会
に

関
す

る
こ

と
。

 

資
源

循
環

型
社

会
の

推
進

に
関

す
る

こ
と

。
 

環
境

事
業

公
社

と
の

連
絡

調
整

に
関

す
る

こ
と

。
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一
般

廃
棄

物
処

理
施

設
の
維

持
管

理
及

び
技

術
的

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
 

一
般

廃
棄

物
処

理
施

設
の

施
設

整
備

に
関

す
る

こ
と

。
 

一
般

廃
棄

物
（

ご
み

）
の

埋
立

処
分

に
関

す
る

こ
と

。
 

一
般

廃
棄

物
処

理
に

係
る
特

殊
車

両
の

運
転

及
び

保
守

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
 

終
処

分
場
の

維
持

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
 

粗
大

ご
み

及
び

資
源

ご
み

等
の

保
管

に
関

す
る

こ
と

。
 

持
込

み
一

般
廃

棄
物

等
の
受

付
、

指
導

及
び

監
視

に
関

す
る

こ
と

。
 

労
働

安
全

衛
生

に
関

す
る

こ
と

。
 

し
尿

く
み

と
り

料
金

の
調
定

、
徴

収
及

び
滞

納
整

理
に

関
す

る
こ

と
。

 

し
尿

く
み

と
り

申
込

み
の

手
続

に
関

す
る

こ
と

。
 

し
尿

及
び

浄
化

槽
汚

泥
の

処
理

に
関

す
る

こ
と

。
 

そ
の

他
一

般
廃

棄
物

に
関

す
る

こ
と

。（
他

の
部

課
等

の
所

属

に
関

す
る

も
の

を
除

く
。
）

 

市
民
課

 
市
民

相
談

に
関

す
る

こ
と

。
 

行
政

相
談

委
員

に
関

す
る

こ
と

。
 

消
費

者
行

政
に

関
す

る
こ

と
。

 

住
民

基
本

台
帳

法
（

昭
和
４

２
年

法
律

第
８

１
号

）
に

関
す

る
こ

と
。

 

印
鑑

の
登

録
に

関
す

る
こ

と
。

 

住
民

異
動

に
関

す
る

届
出
の

受
付

及
び

転
出

証
明

書
の

交
付

に
関

す
る

こ
と

。
 

住
居

表
示

の
実

施
に

関
す

る
こ

と
。

 

住
民

票
の

写
し

等
の

自
動

交
付

機
の

管
理

に
関

す
る

こ
と

。

自
動

車
の

臨
時

運
行

許
可

申
請

に
関

す
る

こ
と

。
 

人
口

統
計

に
関

す
る

こ
と

。
 

さ
く

ら
カ

ー
ド

及
び

つ
つ

じ
カ

ー
ド

の
交

付
に

関
す

る
こ

と
。

 

電
子

証
明

書
発

行
に

関
す

る
こ

と
。

 

そ
の

他
諸

証
明

に
関

す
る

こ
と

。
 

戸
籍

法
（

昭
和

２
２

年
法

律
第
２

２
４

号
）
に

関
す
る

こ
と

。

特
別

永
住

者
及

び
在

留
管

理
に

関
す

る
こ

と
。

 

民
事

及
び

刑
事

処
分

の
通

知
及

び
管

理
に

関
す

る
こ

と
。

 

人
口

動
態

に
関

す
る

こ
と

。
 

埋
火

葬
許

可
及

び
火

葬
場

使
用

許
可

に
関

す
る

こ
と

。
 

相
続

開
始

報
告

に
関

す
る

こ
と

。
 

 

 
保

険
医

療
課

 
後
期

高
齢

者
医

療
被

保
険

者
の

資
格

得
喪

に
関

す
る

こ
と

。

後
期

高
齢

者
医

療
保

険
料
の

徴
収

及
び

滞
納

処
分

に
関

す
る

こ
と

。
 

保
険

給
付

及
び

葬
祭

費
等
の

支
給

申
請

の
受

付
に

関
す

る
こ

と
。

 

高
齢

者
医

療
に

関
す

る
こ

と
。

 

京
都

府
後

期
高

齢
者

医
療
広

域
連

合
と

の
連

絡
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

 

そ
の

他
後

期
高

齢
者

医
療

に
関

す
る

こ
と

。
 

国
民

健
康

保
険

の
給

付
及

び
保

健
事

業
に

関
す

る
こ

と
。

 

出
産

育
児

一
時

金
及

び
葬

祭
費

の
交

付
に

関
す

る
こ

と
。

 

医
療

費
支

払
資

金
の

貸
付

け
に

関
す

る
こ

と
。

 

療
養

給
付

費
交

付
金

、
財
政

調
整

交
付

金
及

び
前

期
高

齢
者

交
付

金
に

関
す

る
こ

と
。

 

高
額

介
護

合
算

療
養

費
等

に
関

す
る

こ
と

。
 

高
額

医
療

費
共

同
事

業
及
び

保
険

財
政

共
同

安
定

化
事

業
等

に
関

す
る

こ
と

。
 

特
定

健
診

・
特

定
保

健
事

業
に

関
す

る
こ

と
。

 

後
期

高
齢

者
支

援
金

、
前
期

高
齢

者
納

付
金

及
び

介
護

納
付

金
に

関
す

る
こ

と
。

 

国
民

健
康

保
険

事
業

の
運

営
計

画
に

関
す

る
こ

と
。

 

国
民

健
康

保
険

運
営

協
議

会
に

関
す

る
こ

と
。

 

国
民

健
康

保
険

被
保

険
者

の
資

格
得

喪
に

関
す

る
こ

と
。

 

国
民

健
康

保
険

料
の

調
定

賦
課

及
び

減
免

に
関

す
る

こ
と

。

国
民

健
康

保
険

料
の

徴
収

及
び

滞
納

処
分

に
関

す
る

こ
と

。

そ
の

他
国

民
健

康
保

険
に

関
す

る
こ

と
。

 

国
民

年
金

被
保

険
者

の
資

格
等

に
関

す
る

こ
と

。
 

国
民

年
金

保
険

料
の

免
除
及

び
学

生
納

付
特

例
の

申
請

に
関

す
る

こ
と

。
 

福
祉

年
金

に
関

す
る

こ
と

。
 

基
礎

年
金

に
関

す
る

こ
と

。
 

国
民

年
金

の
相

談
に

関
す

る
こ

と
。

 

在
日

外
国

人
特

別
給

付
金

に
関

す
る

こ
と

。
 

特
別

障
害

給
付

金
に

関
す

る
こ

と
。

 

そ
の

他
国

民
年

金
に

関
す

る
こ

と
。

 

健
康

福
祉

部
 

地
域
福

祉
課

 
保

健
及

び
福

祉
に

係
る

総
合

企
画

及
び

調
整

に
関

す
る

こ

と
。

 

福
祉

事
務

所
の

必
要

な
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

 

社
会

福
祉

統
計

に
関

す
る

こ
と

。
 

社
会

福
祉

法
人

の
設

立
の

認
可

に
関

す
る

こ
と

。
 

社
会

福
祉

法
人

の
指

導
監
督

（
他

の
部

課
に

属
す

る
も

の
を

除
く

。
）

に
関

す
る

こ
と

。
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総
合
福

祉
セ

ン
タ

ー
に

関
す

る
こ

と
。

 

厚
生
会

館
に

関
す

る
こ

と
。

 

ふ
れ
あ

い
プ

ラ
ザ

に
関

す
る

こ
と

。
 

福
祉
関

係
諸

団
体
（
別

に
定

め
る

も
の

を
除

く
。
）
と
の

連
絡

調
整
に

関
す

る
こ

と
。

 

福
祉
有

償
運

送
運

営
協

議
会

に
関

す
る

こ
と

。
 

民
生
委

員
・
児
童

委
員

及
び
主

任
児

童
委

員
に

関
す

る
こ

と
。

地
域
福

祉
計

画
に

関
す

る
こ

と
。

 

社
会
福

祉
協

議
会

に
関

す
る

こ
と

。
 

災
害
時

要
配

慮
者

支
援

事
業

の
推

進
に

関
す

る
こ

と
。
 

生
活
保

護
の

決
定

及
び

実
施

に
関

す
る

こ
と

。
 

自
殺
予

防
対

策
に

関
す

る
こ

と
。

 

社
会
を

明
る

く
す

る
運

動
に

関
す

る
こ

と
。

 

社
会
福

祉
関

係
の

各
種

募
金

に
関

す
る

こ
と

。
 

勤
労
者

福
祉

に
関

す
る

こ
と

。
 

海
外
引

揚
者

及
び

留
守

家
族

の
援

護
に

関
す

る
こ

と
。
 

戦
没
者

の
慰

霊
に

関
す

る
こ

と
。

 

戦
傷
病

者
及

び
戦

没
者

遺
族

等
の

援
護

に
関

す
る

こ
と
。

 

災
害
弔

慰
金

の
支

給
に

関
す

る
こ

と
。

 

交
通
遺

児
の

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
 

く
ら
し

の
資

金
に

関
す

る
こ

と
。

 

行
旅
病

人
及

び
行

旅
死

亡
人

に
関

す
る

こ
と

。
 

ホ
ー
ム

レ
ス

に
関

す
る

こ
と

。
 

社
会
福

祉
事

業
基

金
に

関
す

る
こ

と
。

 

保
護
司

会
に

関
す

る
こ

と
。

 

部
の
総

務
担

当
課

事
務

に
関

す
る

こ
と

。
 

 
子

育
て

支
援

課
 
い

き
い

き
か

め
お

か
っ

こ
未

来
プ

ラ
ン

に
関

す
る

こ
と
。

 

青
少
年

の
健

全
育

成
に

関
す

る
こ

と
。

 

青
少
年

問
題

協
議

会
に

関
す

る
こ

と
。

 

要
保
護

児
童

対
策

地
域

協
議

会
に

関
す

る
こ

と
。

 

児
童
福

祉
法
（
昭

和
２

２
年

法
律

第
１

６
４

号
）（

別
に

定
め

る
も
の

を
除

く
。
）

に
関

す
る

こ
と

。
 

児
童
手

当
及

び
児

童
扶

養
手

当
に

関
す

る
こ

と
。
 

助
産
施

設
の

入
所

に
関

す
る

こ
と

。
 

母
子

及
び

寡
婦

福
祉

法
（

昭
和

３
９

年
法
律

第
１

２
９

号
）

に
関
す

る
こ

と
。

 

家
庭
児

童
相

談
室

に
関

す
る

こ
と

。
 

こ
ど
も

医
療

に
関

す
る

こ
と

。
 

母
子
医

療
に

関
す

る
こ

と
。

 

保
育
の

方
針

及
び

計
画

に
関

す
る

こ
と

。
 

 

 
 

保
育

所
施

設
の

整
備

及
び

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
 

保
育

所
の

運
営

指
導

及
び

連
絡

調
整

に
関

す
る

こ
と

。
 

保
育

所
の

入
退

所
に

関
す

る
こ

と
。

 

保
育

料
の

調
定

及
び

徴
収

に
関

す
る

こ
と

。
 

そ
の

他
保

育
に

関
す

る
こ

と
。

 

 
障

害
福

祉
課

 
身

体
障

害
者

福
祉

法
（

昭
和

２
４

年
法

律
第

２
８

３
号

）
に

関
す

る
こ

と
。

 

知
的

障
害

者
福

祉
法

（
昭
和

３
５

年
法

律
第

３
７

号
）

に
関

す
る

こ
と

。
 

精
神

保
健

及
び

精
神

障
害

者
福

祉
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

２
５

年
法

律
第

１
２

３
号
）

に
お

け
る

障
害

者
福

祉
に

関
す

る
こ

と
。

 

障
害

者
福

祉
に

関
す

る
こ

と
。

 

障
害

者
の

日
常

生
活

及
び
社

会
生

活
を

総
合

的
に

支
援

す
る

た
め

の
法

律
（

平
成

１
７
年

法
律

第
１

２
３

号
）

に
関

す
る

こ
と

。
 

特
別

障
害

者
手

当
及

び
特
別

児
童

扶
養

手
当

等
に

関
す

る
こ

と
。

 

障
害

児
福

祉
に

関
す

る
こ

と
。

 

こ
ど

も
発

達
支

援
事

業
に

関
す

る
こ

と
。

 

障
害

者
（

児
）

の
計

画
に

関
す

る
こ

と
。

 

自
立

支
援

医
療

に
関

す
る

こ
と

。
 

福
祉

医
療

（
母

子
医

療
を

除
く

。）
に

関
す
る

こ
と

。
 

障
害

者
相

談
支

援
事

業
に

関
す

る
こ

と
。

 

障
害

者
介

護
給

付
費

等
の

審
査

会
に

関
す

る
こ

と
。

 

障
害

者
団

体
と

の
連

絡
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

 

障
害

者
に

係
る

成
年

後
見

制
度

に
関

す
る

こ
と

。
 

高
齢
福

祉
課

 
介
護

保
険

事
業

計
画

に
関

す
る

こ
と

。
 

介
護

保
険

の
給

付
に

関
す

る
こ

と
。

 

介
護

保
険

被
保

険
者

の
資

格
得

喪
に

関
す

る
こ

と
。

 

介
護

保
険

料
の

調
定

賦
課

及
び

減
免

に
関

す
る

こ
と

。
 

介
護

保
険

料
の

徴
収

及
び

滞
納

処
分

に
関

す
る

こ
と

。
 

介
護

保
険

施
設

に
係

る
関

係
機

関
と

の
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

 

地
域

密
着

型
サ

ー
ビ

ス
に

関
す

る
こ

と
。

 

申
請

書
の

受
付

に
関

す
る

こ
と

。
 

対
象

者
の

調
査

、
調

査
委

託
及

び
相

談
業

務
に

関
す

る
こ

と
。

か
か

り
つ

け
医

師
の

意
見

書
に

関
す

る
こ

と
。

 

介
護

認
定

審
査

会
の

運
営

に
関

す
る

こ
と

。
 

介
護

予
防

事
業

に
関

す
る

こ
と

。
 

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

に
関

す
る

こ
と

。
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そ
の

他
介

護
保

険
に

関
す

る
こ

と
。

 

高
齢

者
福

祉
計

画
に

関
す

る
こ

と
。

 

老
人

福
祉

施
設

等
の

管
理

運
営

に
関

す
る

こ
と

。
 

敬
老

事
業

に
関

す
る

こ
と

。
 

シ
ル

バ
ー

人
材

事
業

に
関

す
る

こ
と

。
 

高
齢

者
の

総
合

相
談

に
関

す
る

こ
と

。
 

老
人

ク
ラ

ブ
の

指
導

育
成

に
関

す
る

こ
と

。
 

高
齢

者
の

生
き

が
い

づ
く

り
に

関
す

る
こ

と
。

 

高
齢

者
の

自
立

生
活

支
援

事
業

に
関

す
る

こ
と

。
 

家
族

介
護

者
支

援
事

業
に

関
す

る
こ

と
。

 

養
護

老
人

ホ
ー

ム
入

所
措
置

費
及

び
費

用
徴

収
に

関
す

る
こ

と
。

 

高
齢

者
団

体
と

の
連

絡
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

 

高
齢

者
に

係
る

成
年

後
見

制
度

に
関

す
る

こ
と

。
 

健
康
増

進
課

 
保

健
衛

生
に

つ
い

て
の

計
画

、
調

査
及

び
統

計
に

関
す

る
こ

と
。

 

保
健

セ
ン

タ
ー

の
管

理
運

営
に

関
す

る
こ

と
。

 

休
日

急
病

診
療

所
に

関
す

る
こ

と
。

 

献
血

の
推

進
に

関
す

る
こ

と
。

 

生
涯

健
康

管
理

シ
ス

テ
ム

に
関

す
る

こ
と

。
 

健
康

づ
く

り
事

業
に

関
す

る
こ

と
。

 

国
民

健
康

保
険

南
丹

病
院
組

合
と

の
連

絡
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

 

地
域

医
療

連
携

の
推

進
に

関
す

る
こ

と
。

 

地
域

医
療

情
報

セ
ン

タ
ー

に
関

す
る

こ
と

。
 

医
療

機
関

及
び

衛
生

諸
団

体
と

の
連

絡
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

 

各
種

防
疫
（
ね

ず
み

族
及

び
昆
虫

等
の

駆
除

を
除

く
。
）
に

関

す
る

こ
と

。
 

か
め

お
か

健
康

プ
ラ

ン
２

１
に

関
す

る
こ

と
。

 

感
染

症
に

関
す

る
こ

と
。

 

母
子

及
び

成
人

保
健

事
業

に
関

す
る

こ
と

。
 

特
定

保
健

指
導

に
関

す
る

こ
と

。
 

応
急

救
護

及
び

保
健

指
導

に
関

す
る

こ
と

。
 

衛
生

思
想

の
普

及
向

上
及
び

公
衆

衛
生

の
改

善
指

導
に

関
す

る
こ

と
。

 

結
核

予
防

に
関

す
る

こ
と

。
 

発
達

相
談

に
関

す
る

こ
と

。
 

妊
産

婦
及

び
新

生
児

訪
問

に
関

す
る

こ
と

。
 

母
子

健
康

手
帳

の
交

付
に

関
す

る
こ

と
。

 

予
防

接
種

に
関

す
る

こ
と

。
 

未
熟

児
の

訪
問

指
導

等
に

関
す

る
こ

と
。

 

 

産
業

観
光

部
 

も
の
づ

く
り

産

業
課
 

産
業

振
興

計
画

に
関

す
る

こ
と

。
 

商
工

団
体

の
指

導
育

成
及

び
連

絡
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

 

中
小

企
業

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

企
業

誘
致

に
関

す
る

こ
と

。
 

工
業

団
地

の
調

査
及

び
計

画
に

関
す

る
こ

と
。

 

商
工

金
融

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
 

商
店

街
の

振
興

に
関

す
る

こ
と

。
 

特
産

品
開

発
及

び
地

域
ブ

ラ
ン

ド
の

確
立

に
関

す
る

こ
と

。

産
官

学
・

農
商

工
連

携
に

関
す

る
こ

と
。

 

鉱
業

権
に

関
す

る
こ

と
。

 

エ
ネ

ル
ギ

ー
対

策
に

関
す

る
こ

と
。

 

労
働

政
策
（
勤

労
者

福
祉

に
関
す

る
こ

と
を

除
く

。
）
に

関
す

る
こ

と
。

 

そ
の

他
も

の
づ

く
り

産
業

の
振

興
に

関
す

る
こ

と
。

 

部
の

総
務

担
当

課
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

 

 
観

光
戦

略
課

 
観
光

振
興

の
企

画
及

び
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

 

観
光

関
連

団
体

と
の

連
携

及
び

指
導

育
成

に
関

す
る

こ
と

。

観
光

交
流

の
促

進
に

関
す

る
こ

と
。

 

観
光

「
亀

岡
」

の
Ｐ

Ｒ
に

関
す

る
こ

と
。

 

観
光

施
設

の
整

備
及

び
管

理
に

関
す

る
こ

と
。

 

観
光

資
源

の
発

掘
及

び
整

備
支

援
に

関
す

る
こ

と
。

 

広
域

観
光

の
推

進
に

関
す

る
こ

と
。

 

観
光

輸
送

サ
ー

ビ
ス

の
向

上
に

関
す

る
こ

と
。

 

風
致

維
持

に
関

す
る

こ
と

。
 

そ
の

他
観

光
振

興
に

関
す

る
こ

と
。

 

 
農

林
振

興
課

 
農
業

経
営

改
善

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

農
用

地
利

用
増

進
事

業
等

に
関

す
る

こ
と

。
 

農
村

の
活

性
化

に
関

す
る

こ
と

。
 

「
食

農
」

学
習

の
促

進
に

関
す

る
こ

と
。

 

都
市

と
農

村
と

の
交

流
に

関
す

る
こ

と
。

 

農
産

物
等

の
地

産
地

消
の

促
進

に
関

す
る

こ
と

。
 

農
業

振
興

地
域

整
備

計
画

に
関

す
る

こ
と

。
 

総
合

農
政

計
画

審
議

会
に

関
す

る
こ

と
。

 

農
業

委
員

会
に

関
す

る
こ

と
（

農
地

に
関

す
る

も
の

を
除

く
。
）
。

 

担
い

手
育

成
支

援
に

関
す

る
こ

と
。

 

米
の

生
産

調
整

推
進

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

農
業

関
係

制
度

資
金

に
関

す
る

こ
と

。
 

水
産

、
畜

産
、

野
菜

及
び

特
産

物
の

育
成

に
関

す
る

こ
と

。

病
虫

害
防

除
に

関
す

る
こ

と
。

 

食
肉

セ
ン

タ
ー

・
土

づ
く
り

セ
ン

タ
ー

・
農

業
公

園
に

関
す

る
こ

と
。
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農
業

公
社

と
の

連
絡

調
整

に
関

す
る

こ
と

。
 

農
業

関
係

諸
団

体
等

と
の

連
絡

調
整

に
関

す
る

こ
と

。
 

森
林

（
公

有
林

を
含

む
。
）

経
営
の

改
善

に
関

す
る

こ
と

。
 

森
林

団
体

と
の

連
絡

協
調

に
関

す
る

こ
と

。
 

荒
廃

林
地

復
旧

及
び

林
業

施
設

整
備

に
関

す
る

こ
と

。
 

森
林

開
発

行
為

の
協

議
に

関
す

る
こ

と
。

 

林
産

物
の

生
産

指
導

及
び

加
工

に
関

す
る

こ
と

。
 

有
害

鳥
獣

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

害
虫

駆
除

等
の

た
め

の
他
人

の
土

地
へ

の
立

入
許

可
に

関
す

る
こ

と
。

 

 
国

営
事

業
推

進

課
 

国
営

農
地

再
編

整
備

事
業

等
の

計
画

調
査

に
関

す
る

こ
と

。

国
営

農
地

再
編

整
備

事
業
等

の
調

査
、

設
計

及
び

施
工

並
び

に
事

業
の

調
整

に
関

す
る

こ
と

。
 

土
地

改
良

区
の

指
導

に
関

す
る

こ
と

。
 

土
地

改
良

資
金

に
関

す
る

こ
と

。
 

農
業

用
施

設
の

維
持

管
理

指
導

に
関

す
る

こ
と

。
 

農
道

に
係

る
交

通
安

全
対

策
事

業
に

関
す

る
こ

と
。

 

農
地

及
び

農
業

用
施

設
災

害
復

旧
事

業
に

関
す

る
こ

と
。

 

土
地

改
良

工
事

に
よ

る
整

備
に

関
す

る
こ

と
。

 

ま
ち

づ
く

り
推

進
部

 

都
市
計

画
課

 
国
土

利
用

計
画

法
（

市
計

画
を

除
く

。）
施
行

に
関

す
る

こ
と

。

公
有

地
の

拡
大

の
推

進
に
関

す
る

法
律

（
昭

和
４

７
年

法
律

第
６

６
号

）
に

関
す

る
こ

と
。

 

都
市

計
画

の
企

画
、
決
定

、
変
更

及
び

調
整

に
関

す
る

こ
と

。

市
及

び
特

許
事

業
者

が
行
う

都
市

計
画

事
業

等
の

認
可

に
関

す
る

こ
と

。
 

都
市

計
画

審
議

会
に

関
す

る
こ

と
。

 

景
観

政
策

に
係

る
企

画
調

整
及

び
指

導
に

関
す

る
こ

と
。

 

住
居

表
示

（
別

に
定

め
る

も
の

を
除

く
。
）
に

関
す

る
こ

と
。

都
市

計
画

施
設

等
の

区
域
内

に
お

け
る

建
築

の
許

可
等

に
関

す
る

こ
と

。
 

そ
の

他
都

市
計

画
に

関
す

る
こ

と
。

 

開
発

行
為

の
指

導
に

関
す

る
こ

と
。

 

開
発

行
為

に
伴

う
関

係
部
課

等
と

の
連

絡
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

 

優
良

宅
地

及
び

優
良

住
宅
認

定
事

務
の

取
扱

い
に

関
す

る
こ

と
。

 

建
築

行
為

の
指

導
に

関
す

る
こ

と
。

 

土
地

区
画

整
理

事
業

の
施
行

地
区

内
に

お
け

る
建

築
の

許
可

等
に

関
す

る
こ

と
。

 

 

 
 

京
都

府
屋

外
広

告
物

条
例

（
昭

和
２

８
年

京
都

府
条

例
第

３
０

号
）

に
関

す
る

こ
と

。
 

生
産

緑
地

に
関

す
る

こ
と

。
 

部
の

総
務

担
当

課
事

務
に

関
す

る
こ

と
。

 

都
市
整

備
課

 
都
市

公
園

及
び

開
発

公
園

等
に

関
す

る
こ

と
。

 

公
園

事
業

に
関

す
る

こ
と

。
 

市
花

及
び

市
の

木
の

普
及

に
関

す
る

こ
と

。
 

都
市

緑
花

協
会

と
の

連
絡

調
整

に
関

す
る

こ
と

。
 

土
地

区
画

整
理

事
業

に
関

す
る

こ
と

。
 

市
街

地
再

開
発

事
業

に
関

す
る

こ
と

。
 

桂
川
・

道
路

整

備
課
 

京
都

縦
貫

自
動

車
道

並
び
に

国
道

及
び

府
道

の
整

備
促

進
に

関
す

る
こ

と
。

 

桂
川

治
水

対
策

事
業

の
促

進
に

関
す

る
こ

と
。

 

府
管

理
河

川
の

整
備

促
進

に
関

す
る

こ
と

。
 

砂
防

事
業

及
び

急
傾

斜
地

崩
壊

対
策

事
業

に
関

す
る

こ
と

。

桂
川

及
び

幹
線

道
路

に
係
る

国
及

び
府

事
業

の
連

絡
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

 

街
路

事
業

に
関

す
る

こ
と

。
 

都
市

計
画

駐
車

場
整

備
に

関
す

る
こ

と
。

 

道
路

新
設

改
良

事
業

の
調
査

、
設

計
及

び
施

工
に

関
す

る
こ

と
。

 

河
川

改
修

事
業

の
調

査
、

設
計

及
び

施
工

に
関

す
る

こ
と

。

土
木
管

理
課

 
道
路

及
び

河
川

の
維

持
管

理
に

関
す

る
こ

と
。

 

道
路

、
河

川
及

び
排

水
路

の
修

繕
工

事
に

関
す

る
こ

と
。

 

法
定

外
公

共
物
（

農
林

施
設

を
除

く
。
）
の

機
能
・
維

持
管

理

に
関

す
る

こ
と

。
 

公
共

土
木

施
設

災
害

復
旧

事
業

に
関

す
る

こ
と

。
 

市
道

の
認

定
、

廃
止

及
び

変
更

に
関

す
る

こ
と

。
 

市
道

及
び

河
川

の
占

用
に

関
す

る
こ

と
。

 

市
道

及
び

河
川

の
境

界
確

定
に

関
す

る
こ

と
。

 

道
路

及
び

河
川

台
帳

の
整

備
に

関
す

る
こ

と
。

 

道
路

及
び

河
川

愛
護

の
啓

発
に

関
す

る
こ

と
。

 

認
定

外
道

路
整

備
・

認
定
外

道
路

交
通

安
全

施
設

整
備

事
業

の
補

助
金

に
関

す
る

こ
と

。
 

交
通

安
全

対
策

施
設

に
関

す
る

こ
と

。
 

公
衆

街
路

灯
に

関
す

る
こ

と
。

 

駐
輪

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

路
外

駐
車

場
の

設
置

・
管
理

に
係

る
届

出
受

理
等

に
関

す
る

こ
と

。
 

そ
の

他
市

の
行

う
土

木
事

業
に

関
す

る
こ

と
。
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建

築
住

宅
課

 
市
営

住
宅

の
管

理
及

び
処

分
に

関
す

る
こ

と
。

 

市
営

住
宅

の
計

画
及

び
建

設
に

関
す

る
こ

と
。

 

木
造

住
宅

耐
震

化
促

進
事

業
に

関
す

る
こ

と
。

 

住
宅

改
良

資
金

及
び

住
宅
建

設
資

金
の

取
扱

業
務

に
関

す
る

こ
と

。
 

優
良

賃
貸

住
宅

の
供

給
計

画
に

関
す

る
こ

と
。

 

そ
の

他
市

有
建

造
物

及
び
そ

の
附

属
施

設
の

調
査

、
設

計
、

施
工

並
び

に
維

持
工

事
に

関
す

る
こ

と
。
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   附 則 

 

 この規則は、平成２５年４月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市会計管理者の補助組織設置規則等の一

部を改正する規則をここに公布する。 

 

   平成２５年３月２９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第７号 

 

亀岡市会計管理者の補助組織設置

規則等の一部を改正する規則 

 

 （亀岡市会計管理者の補助組織設置規則の一

部改正） 

第１条 亀岡市会計管理者の補助組織設置規則

（昭和４２年亀岡市規則第１０号）の一部を

次のように改正する。 

 第４条第２項中「課に参事」を「課に担当

課長」に、「副参事」を「担当副課長」に改

める。 

 第５条第３項中「参事」を「担当課長」に

改め、同条第５項中「副参事」を「担当副課

長」に改め、同条第９項中「主管参事」を

「主管担当課長」に、「副参事」を「担当副

課長」に改める。 

 （亀岡市庁議等に関する規則の一部改正） 

第２条 亀岡市庁議等に関する規則（平成１５

年亀岡市規則第１５号）の一部を次のように

改正する。 

 第４条第３項中「、理事」を削る。 

 第７条第２項中「部長」を「部長及び室

長」に、「理事」を「担当部長及び担当室

長」に、「及び参事」を「並びに担当課長」

に改める。 

 （亀岡市公印規則の一部改正） 

第３条 亀岡市公印規則（昭和３０年亀岡市規

則第６号）の一部を次のように改正する。 

 別表１１の項中「こども福祉課長」を「子

育て支援課長」に改める。 

 （亀岡市職員の職の設置に関する規則の一部

改正） 

第４条 亀岡市職員の職の設置に関する規則

（平成１８年亀岡市規則第２９号）の一部を

次のように改正する。 

 第２条中「、理事」を削り、「室長」の次

に「、担当部長、担当室長」を加え、「、参

事」を「、担当課長」に、「副参事」を「担

当副課長」に、「、作業員」を「及び作業

員」に改める。 

 （管理職手当支給規則の一部改正） 

第５条 管理職手当支給規則（昭和３４年亀岡

市規則第７号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項ただし書を削る。 

 別表第１を次のように改める。 
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部局 職 区分 

市長事務部局 部長、室長 ２種 

担当部長、担当室長、次長 ３種 

課長 ４種 

副課長 ５種 

担当課長、担当副課長、保育所長、文化セン
ター館長、児童館長、休日急病診療所長 

６種（市長が別に
定める場合にあっ
ては４種又は５
種） 

秘書事務を所管する係長又は主幹（市長の定
めるものに限る。） 

６種 

教育委員会事務部局
及び教育機関 

教育部長 ２種 

担当部長、次長、総括指導主事 ３種 

課長 ４種 

副課長、教育研究所長、図書館長、学校給食
センター所長、文化資料館長 

５種 

担当課長、担当副課長、幼稚園長、中央公民
館長、図書館副館長（市長の定めるものに限
る。）、教育研究所副所長 

６種（市長が別に
定める場合にあっ
ては５種） 

議会事務部局 事務局長 ２種 

次長 ４種 

副課長 ５種 

監査委員事務部局 事務局長 ４種 

次長（市長が定めるものに限る。） ５種 

農業委員会事務部局 事務局長 ４種 

次長（市長が定めるものに限る。） ５種 

 

 （出納員及びその他の会計職員設置規則の一部改正） 

第６条 出納員及びその他の会計職員設置規則（昭和３９年亀岡市規則第６号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別表を次のように改める。 

分任事務 出納員 
その他の会計職員 

分任出納員 物品取扱員 

１ 交流会館使用料の収納 市民協働課長 市民協働課担当
職員 

 

２ 同和更生資金の償還金の
収納 

人権啓発課長 人権啓発課担当
職員 

 

３ 市立文化センター使用料
の収納 

人権啓発課長 文化センター館
長 
文化センター庶
務事務担当職員

 

４ 市民ホールに係る使用料
の収納 

総務課長 総務課担当職員  
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５ コピーサービス及びファ
クシミリサービスによる現
金の収納 

総務課長 総務課担当職員  

図書館長 図書館職員 

６ レジスターによる現金の
収納 

税務課長 税務課職員  

市民課長 市民課職員 

７ 市税の収納 税務課長 税務課職員  

８ 犬の登録、犬の鑑札再交
付並びに狂犬病予防注射済
票交付及び再交付に係る手
数料の収納 

環境政策課長 環境政策課担当
職員 

 

９ 犬、ねこ等の死体処理手
数料の収納 

環境クリーン推
進課長 

環境クリーン推
進課担当職員 

 

10 前記以外の廃棄物の収集
処分手数料の収納 

環境クリーン推
進課長 

環境クリーン推
進課担当職員 

 

11 し尿くみとり手数料の収
納 

環境クリーン推
進課長 

環境クリーン推
進課担当職員 

 

12 ごみ減量・リサイクル推
進に関する事業の参加料の
収納 

環境クリーン推
進課長 

環境クリーン推
進課担当職員 

 

13 住民票等自動交付機によ
る現金の収納 

市民課長 市民課担当職員  

14 後期高齢者医療保険料の
収納 

保険医療課長 保険医療課担当
職員 

 

15 国民健康保険料の収納及
び第三者行為の求償金の収
納 

保険医療課長 保険医療課担当
職員 

 

16 くらしの資金償還金の収
納 

地域福祉課長 地域福祉課担当
職員 

 

17 生活保護費返還金の収納 地域福祉課長 地域福祉課担当
職員 

 

18 保育料の収納 子育て支援課長 子育て支援課担
当職員 
保育所長及び保
育所長補佐 

 

19 介護保険料の収納及び第
三者行為の求償金の収納 

高齢福祉課長 高齢福祉課担当
職員 

 

20 福祉電話自己負担金の収
納 

高齢福祉課長 高齢福祉課担当
職員 

 

21 老人施設入所者一部負担
金の収納 

高齢福祉課長 高齢福祉課担当
職員 

 

22 家族介護者交流事業一部
負担金の収納 

高齢福祉課長 高齢福祉課担当
職員 

 

23 機能訓練事業参加費用の
収納 

高齢福祉課長 高齢福祉課担当
職員 
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24 休日急病診療所に係る診
療費及び手数料の収納 

健康増進課長 健康増進課担当
職員 

 

25 各種がん検診・結核検診
事業の検診費用の収納 

健康増進課長 健康増進課担当
職員 

 

26 都市農村交流事業の参加
料の収納 

農林振興課長 農林振興課担当
職員 

 

27 国営土地改良事業負担金
等の収納 

国営事業推進課
長 

国営事業推進課
担当職員 

 

28 自転車等駐車場に係る使
用料並びに放置自転車の撤
去及び保管に係る費用の収
納 

土木管理課長 土木管理課担当
職員 

 

29 市営住宅使用料の収納 建築住宅課長 建築住宅課担当
職員 

 

30 公有財産貸付料の収納並
びに物品の収納及び保管 

会計課長 会計課担当職員 各課等庶務を担当
する係長及び庶務
事務担当職員 

31 簡易水道料金及び飲料水
供給施設料金等並びに地域
下水道使用料の収納 

営業課長 営業課担当職員  

32 市立幼稚園保育料の収納 教育総務課長 教育総務課担当
職員 
園長及び主幹教
諭 

 

33 市立学校施設使用料の収
納 

教育総務課長 教育総務課担当
職員 

 

34 中央公民館の使用料の収
納 

中央公民館長 中央公民館職員  

35 新修亀岡市史に係る費用
の収納 

社会教育課長 社会教育課担当
職員 
文化資料館長 
文化資料館担当
職員 

 

36 放課後児童会負担金及び
児童会スポーツ安全保険掛
金の収納 

社会教育課長 社会教育課担当
職員 

 

37 文化資料館の使用料並び
に図録及び資料に係る費用
の収納 

社会教育課長 文化資料館長 
文化資料館担当
職員 

 

38 各種スポーツ行事参加料
の収納 

社会教育課長 社会教育課担当
職員 

 

39 図書館中央館駐車場の使
用料の収納 

図書館長 図書館職員  

40 財産区に係る会計事務 別に市長が命ず
る者 
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 （亀岡市福祉事務所設置条例施行規則の一部

改正） 

第７条 亀岡市福祉事務所設置条例施行規則

（平成１３年亀岡市規則第２３号）の一部を

次のように改正する。 

 第２条及び第３条第３項中「こども福祉課、

社会福祉課」を「地域福祉課、子育て支援

課」に改める。 

 （亀岡市上下水道事業の主要職員を定める規

則の一部改正） 

第８条 亀岡市上下水道事業の主要職員を定め

る規則（昭和４２年亀岡市規則第４号）の一

部を次のように改正する。 

 第２条第３号から第６号までを次のように

改める。 

⑶ 課長及び担当課長 

⑷ 所長 

⑸ 副課長及び担当副課長 

⑹ 係長及び主幹 

 第２条第７号を削る。 

 （亀岡市上下水道事業における地方公営企業

法第３９条第２項の規定に基づき市長が定める

職に関する規則の一部改正） 

第９条 亀岡市上下水道事業における地方公営

企業法第３９条第２項の規定に基づき市長が

定める職に関する規則（昭和４２年亀岡市規

則第５号）の一部を次のように改正する。 

 本則第３号から第６号までを次のように改

める。 

⑶ 課長及び担当課長 

⑷ 所長 

⑸ 副課長及び担当副課長 

⑹ 総務係長、経理係長及び経営係長 

 本則第７号を削る。 

 （亀岡市病院事業の主要職員を定める規則の

一部改正） 

第１０条 亀岡市病院事業の主要職員を定める

規則（平成１６年亀岡市規則第３４号）の一

部を次のように改正する。 

 第２条第３号中「理事」を「担当部長」に、

「、参事」を「、担当課長」に、「副参事」

を「担当副課長」に改める。 

 （亀岡市病院事業における地方公営企業法第

３９条第２項の規定に基づき市長が定める職に

関する規則の一部改正） 

第１１条 亀岡市病院事業における地方公営企

業法第３９条第２項の規定に基づき市長が定

める職に関する規則（平成１６年亀岡市規則

第３５号）の一部を次のように改正する。 

 本則第３号中「理事」を「担当部長」に、

「、参事」を「、担当課長」に、「副参事」

を「担当副課長」に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成２５年４月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の

一部を改正する規則をここに公布する。 

 

   平成２５年３月２９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第８号 

 

初任給、昇給、昇格等の基準に関

する規則の一部を改正する規則 

 

 初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則

（昭和３５年亀岡市規則第１号）の一部を次の
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ように改正する。 

 

 第５条第２項中「第６条」を「次条」に改め

る。 

 別表第５中 

「 

43 45 53 47 33 

43 45 54 47 33 

44 45 55 48 34 

44 46 56 48 34 

45 46 57 49 35 

45 46 58 49 35 

46 47 59 50 36 

46 47 60 50 36 

47 47 61 51 37 

47 48 62 51 37 

48 48 63 52 38 

48 48 64 52 38 

49 49 65 53 39 

49 49 66 54 39 

49 49 67 55 40 

49 50 68 56 40 

50 50 69 57 41 

50 50 70 58 41 

50 51 71 59 42 

50 51 72 60 42 

51 51 73 61 43 

51 52 74 62 43 

51 52 75 63 44 

51 52 76 64 44 

52 53 77 65 45 

52 53 78 66 45 

52 53 79 67 46 

52 53 80 68 46 

53 54 81 69 47 

53 54 82 70 47 

53 54 83 71 48 

53 54 84 72 48 

53 55 85 73 49 

54 55 86 74  

54 55 87 75  

54 55 88 76  

54 56 89 77  

54 56 90 78  

55 56 91 79  

55 56 92 80  

55 57 93 81  

55 57 94   

55 58 95   

56 58 96   

56 59 97   

56 59 98   

56 60 99   

56 60 100   

57 61 101   

57 61 101   

57 62 101   

57 62 101   

57 63 101   

58     

58     

58     

58     

58     

59     

59     

59     

59     

59     

60     

60     

                    」

を 

「 

43 45 53 47 32 

43 45 54 47 33 

44 45 55 48 33 

44 46 56 48 33 

45 46 57 49 33 

45 46 58 49 34 

46 47 59 50 34 

46 47 60 50 34 

47 47 61 50 34 

47 48 62 50 35 

48 48 63 51 35 

48 48 64 51 35 

49 49 65 51 35 

49 49 66 51 36 

49 49 67 52 36 

49 50 68 52 36 

50 50 68 52 37 

50 50 69 52 37 

50 51 69 53 38 
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50 51 70 53 38 

51 51 70 53 39 

51 52 71 53 39 

51 52 71 54 40 

51 52 72 54 40 

52 53 72 55 41 

52 53 73 56 41 

52 53 73 57 42 

52 53 74 58 42 

53 54 74 59 43 

53 54 75 60 43 

53 54 75 61 44 

53 54 76 62 44 

53 55 77 63 45 

54 55 78 64  

54 55 79 65  

54 55 80 66  

54 55 81 67  

54 56 82 68  

55 56 83 69  

55 56 84 70  

55 56 85 71  

55 56 86   

55 57 87   

56 57 88   

56 57 89   

56 57 90   

56 57 91   

56 58 92   

56 58 93   

57 58 94   

57 58 95   

57 58 96   

57 59 97   

57     

57     

58     

58     

58     

58     

58     

58     

59     

59     

59     

59     

                    」

に改める。 

 別表第６中 

「 

48 48 40 40 60 

49 49 41 41 62 

50 50 42 42 64 

51 51 43 43 66 

52 52 44 44 68 

53 53 45 45 70 

54 54 46 46 72 

55 55 47 47 74 

56 56 48 48 76 

58 57 49 50 78 

60 58 50 52 80 

62 59 51 54 82 

64 60 52 56 84 

66 63 53 58 86 

68 66 54 60 88 

70 69 55 62 90 

72 72 56 64 92 

76 75 57 66 93 

80 78 58 68 93 

84 81 59 70 93 

88 84 60 72 93 

93 88 61 73 93 

98 92 62 74 93 

103 96 63 75 93 

108 100 64 76 93 

113 102 65 77 93 

118 104 66 78 93 

123 106 67 79 93 

125 108 68 80 93 

125 110 69 81 93 

125 112 70 82 93 

125 113 71 83 93 

125 113 72 84 93 

125 113 73 85 93 

125 113 74 86  

125 113 75 87  

125 113 76 88  

125 113 77 89  

125 113 78 90  

125 113 79 91  

125 113 80 92  

125 113 81 93  

125 113 82 94  
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125 113 83 95  

125 113 84 96  

125 113 85 97  

125 113 86 98  

125 113 87 99  

125 113 88 100  

125 113 89 101  

125 113 90 101  

125 113 91 101  

125 113 92 101  

125 113 93 101  

125 113 94 101  

125 113 95 101  

125 113 96 101  

125 113 97 101  

125 113 98 101  

125 113 99 101  

125 113 100 101  

125 113 101 101  

125 113 102   

125 113 103   

125 113 104   

125 113 105   

125 113 106   

125 113 107   

125 113 108   

125 113 109   

                    」

を 

「 

48 48 40 40 61 

49 49 41 41 65 

50 50 42 42 69 

51 51 43 43 73 

52 52 44 44 76 

53 53 45 45 78 

54 54 46 46 80 

55 55 47 47 82 

56 56 48 48 84 

58 57 49 50 86 

60 58 50 52 88 

62 59 51 54 90 

64 60 52 56 92 

66 63 53 58 93 

68 66 54 60 93 

70 69 55 62 93 

72 72 56 64 93 

76 75 57 66 93 

80 78 58 70 93 

84 81 59 74 93 

88 84 60 78 93 

93 88 61 82 93 

98 92 62 84 93 

103 97 63 85 93 

109 102 64 86 93 

115 107 65 87 93 

121 112 66 88 93 

125 113 67 89 93 

125 113 68 90 93 

125 113 69 91 93 

125 113 70 92 93 

125 113 71 93 93 

125 113 72 94 93 

125 113 73 95 93 

125 113 74 96  

125 113 75 97  

125 113 77 98  

125 113 79 99  

125 113 81 100  

125 113 83 101  

125 113 85 101  

125 113 87 101  

125 113 89 101  

125 113 91 101  

125 113 92 101  

125 113 93 101  

125 113 94 101  

125 113 95 101  

125 113 96 101  

125 113 97 101  

125 113 98 101  

125 113 99 101  

125 113 100 101  

125 113 101 101  

125 113 102 101  

125 113 103 101  

125 113 104 101  

125 113 105 101  
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125 113 106 101  

125 113 107 101  

125 113 108 101  

125 113 109 101  

125 113 110   

125 113 111   

125 113 112   

125 113 113   

125 113 113   

125 113 113   

125 113 113   

125 113 113   

                    」

に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成２５年４月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市暴力団排除条例施行規則をここに公布

する。 

 

   平成２５年３月２９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第９号 

 

亀岡市暴力団排除条例施行規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、亀岡市暴力団排除条例

（平成２４年亀岡市条例第２４号。以下「条

例」という。）の施行に関し、必要な事項を

定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則において使用する用語の意義

は、条例の例による。 

 （使用人） 

第３条 条例第２条第４号イ及びウに規定する

規則で定める使用人は、次に掲げる者とする。 

⑴ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事

務所長その他いかなる名称を有する者であ

るかを問わず、営業所、事務所その他の組

織（以下「営業所等」という。）の業務を

統括する者 

⑵ 営業所等において、部長、次長、課長、

支店次長、副支店長、副所長その他いかな

る名称を有する者であるかを問わず、それ

らと同等以上の職にある者であって、事業

の利益に重大な影響を及ぼす業務について、

一切の裁判外の行為をなす権限を有し、又

は当該営業所等の業務を統括する者の権限

を代行し得る地位にある者 

 （市の事務事業における措置） 

第４条 条例第６条の規定により暴力団員及び

暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有

する者について講じる措置は、次のとおりと

する。ただし、法令等に別に定めがあるとき

又は公益上必要があるときは、この限りでな

い。 

⑴ 暴力団員等に対し、法令等に定める基準

（行政手続法（平成５年法律第８８号）第

５条第１項に規定する審査基準及び同法第

１２条第１項に規定する処分基準並びに亀

岡市行政手続条例（平成８年亀岡市条例第

２５号）第５条第１項に規定する審査基準

及び同条例第１２条第１項に規定する処分

基準を含む。）に従い許認可等（許可、認

可、免許その他の何らかの利益を付与する

処分をいう。）をしないこと。 

⑵ 暴力団員等に対し、亀岡市補助金等交付
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規則（昭和４１年亀岡市規則第５号）第３

条の２の規定により、補助金等（同規則第

２条第１号に規定する補助金等をいう。）

を交付しないこと。 

⑶ 暴力団員等に対し、事業の用に供する資

金の貸付けをしないこと。 

⑷ 暴力団員等に対し、財産の交換、譲与、

無償貸付等に関する条例（昭和３９年亀岡

市条例第２号）第２条の規定に基づき、普

通財産及び物品の交換、譲与、無償貸付等

をしないこと。 

⑸ 暴力団員等に対し、地方自治法（昭和 

２２年法律第６７号）第２３８条の４第７

項の規定に基づく行政財産の使用の許可を

しないこと。 

⑹ 前３号に定めるもののほか、暴力団員等

と契約を締結しないこと（入札参加者資格

等に登録しないことを含む。）。 

⑺ 暴力団員等が行う行事等に対し後援をし、

又は暴力団員等と行事等の共催をしないこ

と。 

⑻ 前各号に掲げるもののほか、暴力団員等

をその不当な利益となるおそれがある事務

事業として市長が別に定めるものの相手方

等としないこと。 

２ 市長は、前項の措置のため必要な範囲にお

いて、亀岡警察署長に対し、前項の措置の相

手方が暴力団員等に該当するかどうかについ

て、意見を聴くことができる。 

 （誓約書の様式） 

第５条 条例第９条第５項に規定する誓約書は、

別記様式のとおりとする。 

 （誓約書を徴する必要のない場合） 

第６条 条例第９条第５項ただし書に規定する

規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

⑴ 契約の当事者間で、市が発注する１件の

公共工事について、基本契約（取引を継続

して行うために締結される取引に関する基

本的事項を定める契約をいう。以下同

じ。）を締結し、又は契約の一方の当事者

が定める基本約款（取引の基本的事項に係

る約款をいう。以下同じ。）に他の当事者

が同意した上で、当該基本契約又は基本約

款（以下「基本契約等」という。）に基づ

き具体的な契約を締結する場合で、次に掲

げるとき。 

ア 当該基本契約等の締結又は同意の際に

誓約書を徴しているとき。 

イ 当該基本契約等に基づく他の具体的な

契約の締結の際に誓約書を徴していると

き。 

⑵ 契約の当事者間において、市が発注する

１件の公共工事についての契約の締結の際

に誓約書を徴している場合で、当該契約の

変更の契約を締結するとき。 

 （委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、この規

則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成２５年４月１日から施行す

る。 
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「掲示済」 

 

別記様式（第５条関係） 

 

                               年  月  日 

 

（宛先） 

 

 

 

                 住  所 

                （所 在 地） 

                 氏  名 

                 法 人 名              ㊞ 

                 代表者名 

 

 

 

誓  約  書 

 

 私並びに亀岡市暴力団排除条例第２条第４号イに規定する役員及び使用人並びに同

号ウに規定する使用人が同条第３号に規定する暴力団員に該当しないことを誓約しま

す。 
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 亀岡市暴力団排除条例の施行に伴う関係規則

の整備に関する規則をここに公布する。 

 

   平成２５年３月２９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第１０号 

 

亀岡市暴力団排除条例の施行に伴

う関係規則の整備に関する規則 

 

 （市民ホール使用規則の一部改正） 

第１条 市民ホール使用規則（平成２年亀岡市

規則第２６号）の一部を次のように改正する。 

 第３条中第３項を第４項とし、第２項を第

３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 市長は、亀岡市暴力団排除条例（平成 

２４年亀岡市条例第２４号）第２条第４号

に掲げる暴力団員等（以下「暴力団員等」

という。）に対し、前項の許可をしてはな

らない。 

 第４条中「一に」を「いずれかに」に改め、

第４号を第５号とし、第１号から第３号まで

を１号ずつ繰り下げ、第１号として次の１号

を加える。 

⑴ 使用者が暴力団員等に該当し、又は該

当していたことが判明したとき。 

 別記第１号様式中「次のとおり使用許可の

申請をします。」を 

「 次のとおり使用許可の申請をします。 

 なお、亀岡市暴力団排除条例第２条第 

４号に掲げる暴力団員等に該当しないこ 

とを誓約します。          」 

に改める。 

 （亀岡市財務規則の一部改正） 

第２条 亀岡市財務規則（昭和４０年亀岡市規

則第１号）の一部を次のように改正する。 

 「一に」を「いずれかに」に改める。 

 第１８３条第１項に次のただし書を加える。 

 ただし、その使用により亀岡市暴力団排

除条例（平成２４年亀岡市条例第２４号）

第２条第４号に掲げる暴力団員等を利する

こととなると認められる場合は、許可して

はならない。 

 （亀岡市補助金等交付規則の一部改正） 

第３条 亀岡市補助金等交付規則（昭和４１年

亀岡市規則第５号）の一部を次のように改正

する。 

 第３条の次に次の１条を加える。 

 （暴力団員等の排除） 

第３条の２ 市長は、法令等に特別の定めが

ある場合又は市長が別に定めた場合を除く

ほか、亀岡市暴力団排除条例（平成２４年

亀岡市条例第２４号）第２条第４号に掲げ

る暴力団員等（以下「暴力団員等」とい

う。）に対して、補助金等を交付しない。 

 第５条中第２項を第５項とし、第１項の次

に次の３項を加える。 

２ 市長は、第１項の申請書に次に掲げる書

類を添付させることができる。 

⑴ 役員等名簿 

⑵ 誓約書 

３ 前項第１号の役員等名簿とは、次の各号

に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる者の

氏名及びその振り仮名、役職名、生年月日

並びに性別の一覧表をいう。 

⑴ 申請者が法人である場合 申請者の亀

岡市暴力団排除条例第２条第４号イに規

定する役員及び使用人（以下「役員等」

という。） 

⑵ 申請者が法人でない団体である場合  

団体の構成員（当該構成員が法人の場合

にあっては、当該法人の役員等） 

⑶ 申請者が個人である場合 申請者及び

その亀岡市暴力団排除条例第２条第４号
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ウに規定する使用人 

４ 第２項第２号の誓約書とは、補助金等の

交付の申請者（申請者が法人でない団体で

ある場合にあっては、当該団体の構成員全

員）が暴力団員等に該当しない旨の誓約書

をいう。 

 第１３条第１項中「補助金等を」を「第３

条の２の規定に反して補助金の交付を受け、

若しくは暴力団員等となり、又は補助金等

を」に改める。 

 （亀岡市法定外公共物管理条例施行規則の一

部改正） 

第４条 亀岡市法定外公共物管理条例施行規則

（平成１６年亀岡市規則第５５号）の一部を

次のように改正する。 

 別記第１号様式中「あて先」を「宛先」に、 

「 亀岡市法定外公共物管理条例第５条第 

１項の規定により法定外公共物の占用等 

の許可を受けたいので下記のとおり関係 

書類を添えて申請します。      」 

を 

「 亀岡市法定外公共物管理条例第５条第 

１項の規定により法定外公共物の占用等 

の許可を受けたいので下記のとおり関係 

書類を添えて申請します。 

 なお、亀岡市暴力団排除条例第２条第 

４号に掲げる暴力団員等に該当しないこ 

とを誓約します。          」 

に改める。 

 別記第２号様式中「亀岡市長」を「亀岡市 

長 □印」に改める。 

 別記第３号様式、別記第４号様式及び別記

第５号様式中「あて先」を「宛先」に改める。 

 別記第６号様式中「あて先」を「宛先」に、 

「 下記のとおり変更がありましたので、 

法定外公共物管理条例施行規則第７条の 

規定に基づき、届け出ます。     」 

を 

「 下記のとおり変更がありましたので、 

法定外公共物管理条例施行規則第７条の 

規定に基づき、届け出ます。 

 なお、亀岡市暴力団排除条例第２条第 

４号に掲げる暴力団員等に該当しないこ 

とを誓約します。          」 

に改める。 

 別記第７号様式中「あて先」を「宛先」に、

「 法定外公共物の占用者の地位を承継し 

たので、法定外公共物管理条例施行規則 

第８条の規定により下記のとおり届け出 

ます。               」 

を 

「 法定外公共物の占用者の地位を承継し 

たので、法定外公共物管理条例施行規則 

第８条の規定により下記のとおり届け出 

ます。 

 なお、亀岡市暴力団排除条例第２条第 

４号に掲げる暴力団員等に該当しないこ 

とを誓約します。          」 

に改める。 

 別記第８号様式中「あて先」を「宛先」に

改める。 

 （亀岡市湯の花温泉供給条例施行規則の一部

改正） 

第５条 亀岡市湯の花温泉供給条例施行規則

（平成１９年亀岡市規則第２５号）の一部を

次のように改正する。 

 第２条及び第３条中「により市長に申請」

を「及び誓約書（別記第１号様式の２）を市

長に提出」に改める。 

 別記第１号様式中「あて先」を「宛先」に

改める。 

 別記第１号様式の次に次の１様式を加える。 
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 別記第２号様式中「あて先」を「宛先」に改める。 

 別記第３号様式中「き損」を「毀損」に、「一に」を「いずれかに」に改める。 

 別記第４号様式中「あて先」を「宛先」に改める。 

 別記第６号様式中「あて先」を「宛先」に、「届け出いたします」を「提出します」に改める。 

 別記第７号様式から別記第１２号様式までの様式中「あて先」を「宛先」に改める。 

 （亀岡市土砂等による土地の埋立て、盛土、たい積行為及び切土の規制に関する条例施行規則の

一部改正） 

第６条 亀岡市土砂等による土地の埋立て、盛土、たい積行為及び切土の規制に関する条例施行規

則（平成１１年亀岡市規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 題名中「たい積」を「堆積」に改める。 

 「たい積」を「堆積」に改める。 

 第３条第１項中第１３号を第１４号とし、第１２号の次に次の１号を加える。 

⒀ 亀岡市暴力団排除条例（平成２４年亀岡市条例第２４号）第２条第４号に掲げる暴力団員

等に該当しない旨の誓約書（別記第５号様式の２。以下「誓約書」という。） 

 第５条中「第２項」を「第３項」に改める。 

第１号様式の２（第２条、第３条関係） 

 

 

誓  約  書 

 

 

 温泉供給の申請及び温泉受給者の名義変更を申請するに当たり、亀岡市暴力団排除条例第

２条第４号に掲げる暴力団員等に該当しないことを誓約するとともに、暴力団員等であるか

否かの情報を警察に照会することに同意します。 

 

 

      年  月  日 

 

 

（宛先）亀岡市長 

 

 

             申請者 住     所 

                 商号又は名称 

                 氏名（代表者名）             ㊞ 

                 電 話 番 号 
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 第８条第１項中「より、市長に申請」を「、誓約書（別記第５号様式の２）を添付して市長に

提出」に改め、同条第２項中「前項の」の次に「規定による」を加える。 

 別記第１号様式、別記第４号様式及び別記第５号様式中「亀岡市長 様」を「（宛先）亀岡市

長」に、「事業施行者」を「事業施工者」に改める。 

 別記第５号様式の次に次の１様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 別記第７号様式及び別記第８号様式中「亀岡市長 様」を「（宛先）亀岡市長」に、「事業施

行者」を「事業施工者」に改める。 

 別記第９号様式中「亀岡市長 様」を「（宛先）亀岡市長」に、「事業施行者」を「事業施工

者」に、「書類」を「書類及び暴力団員等に該当しない旨の誓約書」に改める。 

 別記第１５号様式及び別記第１７号様式中「亀岡市長 様」を「（宛先）亀岡市長」に、「事

業施行者」を「事業施工者」に改める。 

第５号様式の２（第３条、第８条関係） 

 

誓  約  書 

 

                                  年  月  日

 

（宛先）亀岡市長 

 

                 事 業 主 住所 

                       氏名 

                       電話 

                 事業施工者 住所 

                       氏名 

                       電話 

                       法人にあっては主たる事務所の 

                       所在地、名称及び代表の氏名 

 

 

 事業主（申請者）及び事業施工者が亀岡市暴力団排除条例第２条第４号に掲げる暴力団員

等に該当しないことを誓約します。 

 

事業主（申請者）及び事業施工者並びにその役員及び使用人名簿 

氏名（漢字） 氏名（ふりがな） 役職名・呼称 生年月日 性別 

     

     

     

     

     

注 １ 事業主（申請者）及び事業施工者が個人の場合は、事業主（申請者）及び事業施工

者本人及び亀岡市暴力団排除条例第２条第４号ウに規定する使用人について記載して

ください。 

２ 事業主（申請者）及び事業施工者が法人の場合は、亀岡市暴力団排除条例第２条第

４号イに規定する役員及び使用人について記載してください。 
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 別記第２０号様式中「事業施行者」を「事業施工者」に改める。 

 （亀岡市下矢田みどりの郷広場条例施行規則の一部改正） 

第７条 亀岡市下矢田みどりの郷広場条例施行規則（平成１６年亀岡市規則第３号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条第１項中「第３条第２項」を「第３条第３項」に改め、「よる申請書」の次に「及び誓

約書」を、「（別記第１号様式）」の次に「及び誓約書（別記第２号様式）」を加える。 

 第４条中「別記第２号様式」を「別記第３号様式」に改める。 

 第７条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第１号中「第３条第４項」を「第３条第５

項」に改める。 

 別記第１号様式中「亀岡市長 様」を「（宛先）亀岡市長」に改め、「局 番」を削る。 

 別記第２号様式を別記第３号様式とし、別記第１号様式の次に次の１様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２号様式（第２条関係） 

 

誓  約  書 

 

                                  年  月  日

 

（宛先）亀岡市長 

 

 

                   申請者 住所 

                       氏名 

                       電話 

 

 

 

 申請者が亀岡市暴力団排除条例第２条第４号に掲げる暴力団員等に該当しないことを誓約

します。 

 

申請者（届出者）並びにその役員及び使用人名簿 

氏名（漢字） 氏名（ふりがな） 役職名・呼称 生年月日 性別 

     

     

     

     

     

注 １ 申請者が個人の場合は、亀岡市暴力団排除条例第２条第４号ウに規定する使用人に

ついて記載してください。 

２ 申請者が法人の場合は、亀岡市暴力団排除条例第２条第４号イに規定する役員及び

使用人について記載してください。 
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 （亀岡市農業公園条例施行規則の一部改正） 

第８条 亀岡市農業公園条例施行規則（平成１８年亀岡市規則第１６号）の一部を次のように改正

する。 

 第２条中「（別記第１号様式）」の次に「及び誓約書（別記第１号様式の２）」を加える。 

 第３条第１項中「第３項」を「第４項」に改める。 

 第５条第１項中「（別記第６号様式）を」の次に「作成し、誓約書（別記第１号様式の２）を

添付して」を加える。 

 第６条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の

１項を加える。 

２ 市長は、亀岡市暴力団排除条例（平成２４年亀岡市条例第２４号）第２条第４号に掲げる暴

力団員等に対し、前項の許可をしてはならない。 

 第９条中「一に」を「いずれかに」に改める。 

 第１３条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第３号中「第３項」を「第４項」に改める。 

 別記第１号様式中「あて先」を「宛先」に改める。 

 別記第１号様式の次に次の１様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号様式の２（第２条、第５条関係） 

 

                                  年  月  日

 

（宛先）亀岡市長 

 

 

                   申請者 住所 

                       氏名             ㊞ 

                       電話 

 

 

 

誓  約  書 

 

 申請者（届出者）が亀岡市暴力団排除条例第２条第４号に掲げる暴力団員等に該当しない

ことを誓約します。 

 

申請者（届出者）並びにその役員及び使用人名簿 

氏名（漢字） 氏名（ふりがな） 役職名・呼称 生年月日 性別 

     

     

     

     

     

注 １ 申請者（届出者）が個人の場合は、申請者（届出者）本人及び亀岡市暴力団排除条

例第２条第４号ウに規定する使用人について記載してください。 

２ 申請者（届出者）が法人の場合は、亀岡市暴力団排除条例第２条第４号イに規定す

る役員及び使用人について記載してください。 
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 別記第３号様式、別記第５号様式、別記第６号様式、別記第９号様式及び別記第１１号様式中

「あて先」を「宛先」に改める。 

 （亀岡市道路占用規則の一部改正） 

第９条 亀岡市道路占用規則（昭和３１年亀岡市規則第１６号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「関しては」の次に「、亀岡市道路の占用に関する条例（昭和３１年亀岡市条例第 

３６号）に定めるもののほか」を加え、「定」を「定め」に、「除くほか」を「除き」に改める。 

 第４条第１項中「附近の見易い」を「付近の見やすい」に改める。 

 別記様式中「亀岡市長 様」を「（宛先）亀岡市長」に、 

「    第３２条        許可を申請 
道路法

 第３５条 
の規定により

 協   議 
します。

」 

を 

「    第３２条        許可を申請 
道路法

 第３５条 
の規定により

 協   議 
します。

 

 なお、亀岡市暴力団排除条例第２条第４号に掲げる暴力団員等に該当しないことを誓約し 

ます。                                      」 

に改める。 

 （亀岡市河川管理規則の一部改正） 

第１０条 亀岡市河川管理規則（平成１２年亀岡市規則第３４号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「及び河川法施行規則」を「、河川法施行規則」に改め、「「省令」という。）」の

次に「及び亀岡市河川の占用等に関する条例（平成１２年亀岡市条例第７号）」を加える。 

 第２条第１項中「法第３１条」を「、法第３１条」に、「、それぞれ」を「それぞれ」に改め

る。 

 別記第１号様式中「   様」を「（宛先）   」に、「次のとおり、河川法第２０条の承

認を申請します。」を 

「 次のとおり、河川法第２０条の承認を申請します。 

 なお、亀岡市暴力団排除条例第２条第４号に掲げる暴力団員等に該当しないことを誓約し 

ます。                                      」 

に改める。 

 別記第２号様式中「   様」を「（宛先）   」に改める。 

 （亀岡市亀岡駅自由通路等の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正） 

第１１条 亀岡市亀岡駅自由通路等の設置及び管理に関する条例施行規則（平成２０年亀岡市規則

第７号）の一部を次のように改正する。 

 別記第１号様式中「あて先」を「宛先」に、「次のとおり占用許可の申請をします。」を 

「 次のとおり占用許可の申請をします。 

 なお、亀岡市暴力団排除条例第２条第４号に掲げる暴力団員等に該当しないことを誓約し 

ます。                                      」 

に改める。 

 別記第３号様式、別記第５号様式及び別記第７号様式中「あて先」を「宛先」に改める。 
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 （亀岡市都市公園条例施行規則の一部改正） 

第１２条 亀岡市都市公園条例施行規則（平成

１８年亀岡市規則第１９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２条中「これ」を「、これ」に改める。 

 第３条第１項中「第４条第４項」を「第４

条第５項」に改める。 

 第９条中「一に」を「いずれかに」に改め

る。 

 第１４条第１号中「第１１条第１項」を

「第１１条第１号」に改め、同条第２号中

「第１１条第２項」を「第１１条第２号」に

改め、同条第３号中「第１１条第３項」を

「第１１条第３号」に改める。 

 第１７条中「一に」を「いずれかに」に改

める。 

 別記第１号様式中「あて先」を「宛先」に、

「次のとおり行為許可の申請をします。」を 

「 次のとおり行為許可の申請をします。 

 なお、亀岡市暴力団排除条例第２条第

４号に掲げる暴力団員等に該当しないこ 

とを誓約します。          」 

に改める。 

 別記第３号様式中「あて先」を「宛先」に

改める。 

 別記第５号様式中「あて先」を「宛先」に

改め、「職業」を削り、「次のとおり公園施

設設置許可の申請をします。」を 

「 次のとおり公園施設設置許可の申請を

します。 

 なお、亀岡市暴力団排除条例第２条第

４号に掲げる暴力団員等に該当しないこ 

とを誓約します。          」 

に改める。 

 別記第６号様式中「あて先」を「宛先」に

改め、「職業」を削り、「次のとおり公園施

設管理許可の申請をします。」を 

「 次のとおり公園施設管理許可の申請を

します。 

 なお、亀岡市暴力団排除条例第２条第

４号に掲げる暴力団員等に該当しないこ 

とを誓約します。          」 

に改める。 

 別記第７号様式中「あて先」を「宛先」に

改め、「職業」を削り、「次のとおり公園施

設設置許可の申請をします。」を 

「 次のとおり公園の占用の申請をします。 

 なお、亀岡市暴力団排除条例第２条第

４号に掲げる暴力団員等に該当しないこ 

とを誓約します。          」 

に改める。 

 別記第８号様式及び別記第９号様式中

「（あて先）」を「様」に、 

「申請者 住所 

     氏名        ㊞ を 

     職業 

     （連絡先      ）」 

「亀岡市長 □印」に改める。 

 別記第１０号様式中「（あて先）」を

「様」に、 

「申請者 住所 

     氏名        ㊞ を 

     職業 

     （連絡先      ）」 

「亀岡市長 □印 」に、「公園施設の設置」

を「公園の占用」に改める。 

 別記第１１号様式中「あて先」を「宛先」

に改め、「職業」を削る。 

 別記第１２号様式中「（あて先）」を

「様」に、 

「申請者 住所 

     氏名        ㊞ を 

     職業 

     （連絡先      ）」 

「亀岡市長 □印」に改める。 
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 別記第１４号様式中「あて先」を「宛先」

に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２５年４月１日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ 第３条の規定による改正後の亀岡市補助金

等交付規則の規定は、この規則の施行の日以

後に交付する補助金等から適用する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市税条例施行規則等の一部を改正する規

則をここに公布する。 

 

   平成２５年３月２９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第１１号 

 

亀岡市税条例施行規則等の一部を

改正する規則 

 

 （亀岡市税条例施行規則の一部改正） 

第１条 亀岡市税条例施行規則（昭和６０年亀

岡市規則第１７号）の一部を次のように改正

する。 

 第４１条第１項の表視覚障害の項中「障害

者自立支援法（平成１７年法律第１２３

号）」を「障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律（平成１７年法

律第１２３号）」に、「障害者自立支援法施

行令」を「障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律施行令」に、

「第１条」を「第１条の２」に改める。 

 （亀岡市福祉事務所長委任規則の一部改正） 

第２条 亀岡市福祉事務所長委任規則（昭和 

５１年亀岡市規則第６号）の一部を次のよう

に改正する。 

 本則第９号中「障害者自立支援法」を「障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律」に改める。 

 （亀岡市障害者介護給付費等支給認定審査会

規則の一部改正） 

第３条 亀岡市障害者介護給付費等支給認定審

査会規則（平成１８年亀岡市規則第５７号）

の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「障害者自立支援法施行

令」を「障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律施行令」に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成２５年４月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市こども医療費助成条例施行規則の一部

を改正する規則をここに公布する。 

 

   平成２５年３月２９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第１２号 
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亀岡市こども医療費助成条例施行

規則の一部を改正する規則 

 

 亀岡市こども医療費助成条例施行規則（平成

５年亀岡市規則第２６号）の一部を次のように

改正する。 

 

 第３条第３号中「１２歳」を「１５歳」に改

める。 

 第４条第１項中「者」の次に「（以下次条に

おいて「申請者」という。）」を加え、同条第

２項第１号中「医療保険法」を「医療保険各

法」に改め、「加入者証」の次に「（以下「被

保険者証等」という。）」を加える。 

 第５条中「別記第２号様式」の次に「。以下

「受給者証」という。」を加える。 

 第６条第１項中「定めた」を「定める」に改

め、同項第１号中「加入保険者証」を「被保険

者証等」に改め、同条第２項中「及び前項に定

める」を「に規定する」に改める。 

 第７条中「、又は」を「又は」に改める。 

 第８条第１項中「対象者」の次に「（以下こ

の条において「申請者」という。）」を加え、

同条第２項中「、その他」を「その他」に改め

る。 

 別記第１号様式中「あて先」を「宛先」に改

める。 

 別記第３号様式中「こども医療費受給異動届

出書」を「こども医療費受給者異動届出書」に、

「あて先」を「宛先」に、「届出ます」を「届

け出ます」に改める。 

 別記第４号様式中「あて先」を「宛先」に、

「すべて」を「全て」に改める。 

 別記第５号様式中「あて先」を「宛先」に、

「お届けします」を「届け出ます」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２５年７月１日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の日前に受けた医療に係る

医療費については、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市道路の構造の基準に関する条例施行規則をここに公布する。 

 

   平成２５年３月２９日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第１３号 

 

亀岡市道路の構造の基準に関する条例施行規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、亀岡市道路の構造の基準に関する条例（平成２５年亀岡市条例第１２号。以

下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。 

 （車線の数等の基準） 

第３条 計画交通量が、次の表の左欄に掲げる道路の区分及び地方部に存する道路にあっては、同

表の中欄に掲げる地形の状況に応じ、同表の右欄に掲げる設計基準交通量（自動車の 大許容交

通量をいう。以下同じ。）の値以下である道路の車線（付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び

変速車線を除く。次項において同じ。）の数は、２とする。 

道路の区分 地形の状況 
設計基準交通量 

（単位 １日につき台） 

第１種 

第２級 平地部 １４，０００ 

第３級 
平地部 １４，０００ 

山地部 １０，０００ 

第４級 
平地部 １３，０００ 

山地部 ９，０００ 

第３種 

第２級 平地部 ９，０００ 

第３級 
平地部 ８，０００ 

山地部 ６，０００ 

第４級 
平地部 ８，０００ 

山地部 ６，０００ 

第４種 

第１級 － １２，０００ 

第２級 － １０，０００ 

第３級 － ９，０００ 

備考 交差点の多い第４種の道路については、この表の右欄に掲げる設計基準交通

量の値に０．８を乗じて得た値を設計基準交通量とする。 
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２ 前項に規定する道路以外の道路（第２種の道路で対向車線を設けないもの並びに第３種第５級

及び第４種第４級の道路を除く。）の車線の数は、４以上（交通の状況により必要がある場合を

除き、２の倍数）、第２種の道路で対向車線を設けないものの車線の数は、２以上とし、次の表

の左欄に掲げる道路の区分及び地方部に存する道路にあっては、同表の中欄に掲げる地形の状況

に応じ、同表の右欄に掲げる１車線当たりの設計基準交通量に対する当該道路の計画交通量の割

合によって定めるものとする。 

道路の区分 地形の状況 
１車線当たりの設計基準交通量 

（単位 １日につき台） 

第１種 

第２級 
平地部 １２，０００ 

山地部  ９，０００ 

第３級 
平地部 １１，０００ 

山地部  ８，０００ 

第４級 
平地部 １１，０００ 

山地部  ８，０００ 

第２種 
第１級 － １８，０００ 

第２級 － １７，０００ 

第３種 

第２級 
平地部  ９，０００ 

山地部  ７，０００ 

第３級 
平地部  ８，０００ 

山地部  ６，０００ 

第４級 山地部  ５，０００ 

第４種 

第１級 － １２，０００ 

第２級 － １０，０００ 

第３級 － １０，０００ 

備考 交差点の多い第４種の道路については、この表の右欄に掲げる１車線当たり

の設計基準交通量の値に０．６を乗じて得た値を１車線当たりの設計基準交通

量とする。 
 

３ 車線（登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。）の幅員は、次の

表の左欄に掲げる道路の区分に応じ、同表の右欄に掲げる値とする。ただし、第１種第２級、第

３種第２級又は第４種第１級の普通道路にあっては、交通の状況により必要がある場合において

は、当該右欄に掲げる値に０．２５メートルを加えた値、第１種第２級若しくは第３級の小型道

路又は第２種第１級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合

においては、当該右欄に掲げる値から０．２５メートルを減じた値とすることができる。 

道路の区分 
車線の幅員 

（単位 メートル） 

第１種 

第２級 ３．５ 

第３級 
普通道路 ３．５ 

小型道路 ３．２５ 

第４級 普通道路 ３．２５ 
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小型道路 ３ 

第２種 

第１級 
普通道路 ３．５ 

小型道路 ３．２５ 

第２級 
普通道路 ３．２５ 

小型道路 ３ 

第３種 

第２級 
普通道路 ３．２５ 

小型道路 ２．７５ 

第３級 
普通道路 ３ 

小型道路 ２．７５ 

第４級 ２．７５ 

第４種 

第１級 
普通道路 ３．２５ 

小型道路 ２．７５ 

第２級及 
び第３級 

普通道路 ３ 

小型道路 ２．７５ 

 

４ 第３種第５級又は第４種第４級の普通道路の車道の幅員は、４メートルとする。ただし、当該

普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得な

い場合又は条例第３３条の規定により車道に狭窄
さく

部を設ける場合においては、３メートルとする

ことができる。 

 （中央帯等の幅員の基準） 

第４条 中央帯の幅員は、次の表の左欄に掲げる道路の区分に応じ、同表の中欄に掲げる値以上と

する。ただし、長さ１００メートル以上のトンネル、長さ５０メートル以上の橋若しくは高架の

道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の右欄に掲げ

る値まで縮小することができる。 

道路の区分 
中央帯の幅員 

（単位 メートル） 

ただし書の規定を適用す 

る場合の中央帯の幅員 

（単位 メートル） 

第１種 

第２級 ４．５ ２ 

第３級 
３ １．５ 

第４級 

第２種 
第１級 ２．２５ １．５ 

第２級 １．７５ １．２５ 

第３種 

第２級 

１．７５ １ 第３級 

第４級 

第４種 

第１級 

１ － 第２級 

第３級 
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２ 条例第４条第５項の側帯の幅員は、次の表の左欄に掲げる道路の区分に応じ、同表の中欄に掲

げる値とする。ただし、前項ただし書の規定により中央帯の幅員を縮小する道路又は箇所につい

ては、同表の右欄に掲げる値まで縮小することができる。 

道路の区分 

条例第４条第５項 

の側帯の幅員 

（単位 メートル） 

ただし書の規定を適用する 

場合の条例第４条第５項の 

側帯の幅員 

（単位 メートル） 

第１種 

第２級 ０．７５ 

０．２５ 第３級 
０．５ 

第４級 

第２種 ０．５ ０．２５ 

第３種 

第２級 

０．２５ － 第３級 

第４級 

第４種 

第１級 

０．２５ － 第２級 

第３級 
 

 （副道の幅員の基準） 

第５条 副道の幅員は、４メートルを標準とする。 

 （路肩等の幅員の基準） 

第６条 車道の左側に設ける路肩の幅員は、次の表の左欄に掲げる道路の区分に応じ、同表の中欄

に掲げる値以上とする。ただし、付加追越車線、登坂車線若しくは変速車線を設ける箇所、長さ 

５０メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得な

い箇所については、同表の右欄に掲げる値まで縮小することができる。 

道路の区分 

車道の左側に設ける

路肩の幅員 

（単位 メートル）

ただし書の規定を適

用する場合の車道の

左側に設ける路肩の

幅員 

（単位 メートル） 

第１種 

第２級 
普通道路 ２．５ １．７５ 

小型道路 １．２５ － 

第３級及び 

第４級 

普通道路 １．７５ １．２５ 

小型道路 １ － 

第２種 
普通道路 １．２５ － 

小型道路 １ － 

第３種 

第２級から 

第４級まで 

普通道路 ０．７５ ０．５ 

小型道路 ０．５ － 

第５級 ０．５ － 

第４種 ０．５ － 
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２ 前項の規定にかかわらず、車線を往復の方向別に分離する第１種の道路であって同方向の車線

の数が１であるものの当該車線の属する車道の左側に設ける路肩の幅員は、次の表の左欄に掲げ

る道路の区分に応じ、同表の中欄に掲げる値以上とする。ただし、普通道路のうち、長さ１００

メートル以上のトンネル、長さ５０メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他

の特別の理由によりやむを得ない箇所であって、大型の自動車の交通量が少ないものについては、

同表の右欄に掲げる値まで縮小することができる。 

道路の区分 

車道の左側に設ける

路肩の幅員 

（単位 メートル）

ただし書の規定を適

用する場合の車道の

左側に設ける路肩の

幅員 

（単位 メートル） 

第１種 

第２級及 

び第３級 

普通道路 ２．５ １．７５ 

小型道路 １．２５ － 

第４級 
普通道路 ２．５ ２ 

小型道路 １．２５ － 

 

３ 車道の右側に設ける路肩の幅員は、次の表の左欄に掲げる道路の区分に応じ、同表の右欄に掲

げる値以上とする。 

道路の区分 
車道の右側に設ける路肩の幅 

（単位 メートル） 

第１種 

第２級 
普通道路 １．２５ 

小型道路 ０．７５ 

第３級及 

び第４級 

普通道路 ０．７５ 

小型道路 ０．５ 

第２種 
普通道路 ０．７５ 

小型道路 ０．５ 

第３種 ０．５ 

第４種 ０．５ 

 

４ 前３項の規定にかかわらず、普通道路のトンネルの車道に接続する路肩（第２項本文に規定す

る路肩を除く。）又は小型道路のトンネルの車道の左側に設ける路肩（第２項本文に規定する路

肩を除く。）の幅員は、第１種第２級の道路にあっては１メートルまで、第１種第３級又は第４

級の道路にあっては０．７５メートルまで、第３種（第５級を除く。）の普通道路にあっては 

０．５メートルまで縮小することができる。 

５ 副道に接続する路肩については、第１項の表第３種の項中「０．７５」とあるのは、   

「０．５」とし、第１項ただし書の規定は、適用しない。 

６ 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又

は車道の効用を保つために支障がない場合においては、前各項に定める幅員を縮小することがで

きる。 
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７ 条例第６条第４項の側帯の幅員は、次の表の左欄に掲げる道路の区分に応じ、普通道路にあっ

ては同表の中欄に掲げる値と、小型道路にあっては０．２５メートルとする。ただし、普通道路

のトンネルの車道に接続する路肩に設ける側帯の幅員は、同表の右欄に掲げる値とすることがで

きる。 

道路の区分 

条例第６条第４項の側帯の

幅員 

（単位 メートル） 

ただし書の規定を適用する

場合の条例第６条第４項の

側帯の幅員 

（単位 メートル） 

第１種 

第２級 ０．７５ ０．５ 

第３級 
０．５ ０．２５ 

第４級 

第２種 
第１級 

０．５ － 
第２級 

 

８ 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては、当該路肩の幅員については、第１項

の表の中欄若しくは右欄又は第３項の表の右欄に掲げる値に当該路上施設を設けるのに必要な値

を加えてこれらの規定を適用する。 

 （停車帯の幅員の基準） 

第７条 停車帯の幅員は、２．５メートルとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の

交通量の占める割合が低いと認められる場合においては、１．５メートルまで縮小することがで

きる。 

 （自転車道の幅員の基準） 

第８条 自転車道の幅員は、２メートル以上とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によ

りやむを得ない場合においては、１．５メートルまで縮小することができる。 

 （植樹帯の幅員の基準） 

第９条 植樹帯の幅員は、１．５メートルを標準とする。 

２ 次に掲げる道路の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該道路の構造及び交通の状況、沿道の土地

利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保のため講じ

られる他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には、前項の規定にかかわ

らず、その事情に応じ、同項の規定により定められるべき値を超える適切な値とする。 

⑴ 都心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間 

⑵ 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区

間 

 （設計速度の基準） 

第１０条 道路（副道を除く。）の設計速度は、次の表の左欄に掲げる道路の区分に応じ、同表の

中欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合におい

ては、同表の右欄に掲げる値とすることができる。 
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道路の区分 
設計速度 

（単位 １時間につきキロ
メートル） 

ただし書の規定を適用する 
場合の設計速度 
（単位 １時間につきキロ
メートル） 

第１種 

第２級 １００ ８０ 

第３級 ８０ ６０ 

第４級 ６０ ５０ 

第２種 
第１級 ８０ ６０ 

第２級 ６０ ５０又は４０ 

第３種 

第２級 ６０ ５０又は４０ 

第３級 ６０、５０又は４０ ３０ 

第４級 ５０、４０又は３０ ２０ 

第５級 ４０、３０又は２０ － 

第４種 

第１級 ６０ ５０又は４０ 

第２級 ６０、５０又は４０ ３０ 

第３級 ５０、４０又は３０ ２０ 

第４級 ４０、３０又は２０ － 

 

２ 副道の設計速度は、１時間につき、４０キロメートル、３０キロメートル又は２０キロメート

ルとする。 

 （曲線半径の基準） 

第１１条 車道の曲線部の曲線半径は、次の表の左欄に掲げる道路の設計速度に応じ、同表の中欄

に掲げる値以上とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所につい

ては、同表の右欄に掲げる値まで縮小することができる。 

道路の設計速度 
（単位 １時間につきキロ
メートル） 

曲線半径 
（単位 メートル） 

ただし書の規定を適用する
場合の曲線半径 

（単位 メートル） 

１００ ４６０ ３８０ 

８０ ２８０ ２３０ 

６０ １５０ １２０ 

５０ １００ ８０ 

４０ ６０ ５０ 

３０ ３０ － 

２０ １５ － 

 

 （曲線部の片勾配の基準） 

第１２条 条例第１７条の規則で定める値は、次の表の左欄に掲げる道路の区分及び第１種、第２

種及び第３種の道路にあっては、同表の中欄に掲げる道路の存する地域の積雪寒冷の度に応じ、

同表の右欄に掲げる値（第３種の道路で自転車道等を設けないものにあっては、６パーセント）

以下で適切な値とする。 
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道路の区分 道路の存する地域 
大片勾配 

（単位 パーセント） 

第１種、第２ 
種及び第３種 

積雪寒冷地域 

積雪寒冷の度が 
甚だしい地域 

６ 

その他の地域 ８ 

その他の地域 １０ 

第４種 － ６ 

 

 （緩和区間の長さの基準） 

第１３条 緩和区間の長さは、次の表の左欄に掲げる道路の設計速度に応じ、同表の右欄に掲げる

値（条例第１９条第２項の規定によるすり付けに必要な長さが同欄に掲げる値を超える場合にお

いては、当該すり付けに必要な長さ）以上とする。 

道路の設計速度 
（単位 １時間につきキロメートル）

緩和区間の長さ 
（単位 メートル） 

１００ ８５ 

 ８０ ７０ 

 ６０ ５０ 

 ５０ ４０ 

 ４０ ３５ 

 ３０ ２５ 

 ２０ ２０ 

 

 （視距の基準） 

第１４条 視距は、次の表の左欄に掲げる道路の設計速度に応じ、同表の右欄に掲げる値以上とす

る。 

道路の設計速度 
（単位 １時間につきキロメートル）

視距 
（単位 メートル） 

１００ １６０ 

 ８０ １１０ 

 ６０  ７５ 

 ５０  ５５ 

 ４０  ４０ 

 ３０  ３０ 

 ２０  ２０ 

 

 （縦断勾配の基準） 

第１５条 車道の縦断勾配は、次の表の第１欄に掲げる道路の区分及び同表の第２欄に掲げる道路

の設計速度に応じ、同表の第３欄に掲げる値以下とする。ただし、地形の状況その他の特別の理

由によりやむを得ない場合においては、同表の第４欄に掲げる値以下とすることができる。 
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道路の区分 

道路の設計速度
（単位 １時間
につきキロメー
トル） 

縦断勾配 
（単位 パーセ
ント） 

ただし書の規定
を適用する場合
の縦断勾配 
（単位 パーセ
ント） 

第１種、第２ 
種及び第３種 

普通道路 

１００ ３ ６ 

８０ ４ ７ 

６０ ５ ８ 

５０ ６ ９ 

４０ ７ １０ 

３０ ８ １１ 

２０ ９ １２ 

小型道路 

１００ ４ ６ 

８０ ７ － 

６０ ８ － 

５０ ９ － 

４０ １０ － 

３０ １１ － 

２０ １２ － 

第４種 

普通道路 

６０ ５ ７ 

５０ ６ ８ 

４０ ７ ９ 

３０ ８ １０ 

２０ ９ １１ 

小型道路 

６０ ８ － 

５０ ９ － 

４０ １０ － 

３０ １１ － 

２０ １２ － 

 

 （登坂車線の幅員の基準） 

第１６条 登坂車線の幅員は、３メートルとする。 

 （縦断曲線の半径等の基準） 

第１７条 縦断曲線の半径は、次の表の左欄に掲げる道路の設計速度及び同表の中欄に掲げる縦断

曲線の曲線形に応じ、同表の右欄に掲げる値以上とする。ただし、設計速度が１時間につき６０

キロメートルである第４種第１級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむ

を得ない場合においては、凸形縦断曲線の半径を１，０００メートルまで縮小することができる。 

 

 



 
亀 岡 市 公 報 

 95

第８１９号平成２５年４月１５日発行 

道路の設計速度 
（単位 １時間につきキロ
メートル） 

縦断曲線 
の曲線形 

縦断曲線の半径（単位メートル） 

１００ 
凸形曲線 ６，５００ 

凹形曲線 ３，０００ 

８０ 
凸形曲線 ３，０００ 

凹形曲線 ２，０００ 

６０ 
凸形曲線 １，４００ 

凹形曲線 １，０００ 

５０ 
凸形曲線 ８００ 

凹形曲線 ７００ 

４０ 
凸形曲線 ４５０ 

凹形曲線 ４５０ 

３０ 
凸形曲線 ２５０ 

凹形曲線 ２５０ 

２０ 
凸形曲線 １００ 

凹形曲線 １００ 

 

２ 縦断曲線の長さは、次の表の左欄に掲げる道路の設計速度に応じ、同表の右欄に掲げる値以上

とする。 

道路の設計速度 
（単位 １時間につきキロメートル）

縦断曲線の長さ 
（単位 メートル） 

１００ ８５ 

 ８０ ７０ 

 ６０ ５０ 

 ５０ ４０ 

 ４０ ３５ 

 ３０ ２５ 

 ２０ ２０ 

 

 （横断勾配の基準） 

第１８条 条例第２５条第１項の規則で定める値は、次の表の左欄に掲げる路面の種類に応じ、同

表の右欄に掲げる値とする。 

路面の種類 
横断勾配 

（単位 パーセント） 

条例第２４条第２項に規定 
する基準に適合する舗装道 

１．５以上２以下 

その他 ３以上５以下 

 

２ 条例第２５条第２項の規則で定める値は、２パーセントとする。 
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 （合成勾配の基準） 

第１９条 合成勾配は、次の表の左欄に掲げる道路の設計速度に応じ、同表の右欄に掲げる値以下

とする。ただし、設計速度が１時間につき３０キロメートル又は２０キロメートルの道路にあっ

ては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、１２．５パーセント

以下とすることができる。 

道路の設計速度 

（単位 １時間につきキロメートル）

合成勾配 

（単位 パーセント） 

１００ １０ 

８０ 
１０．５ 

６０ 

５０ 

１１．５ 
４０ 

３０ 

２０ 

 

２ 前項の規定にかかわらず、積雪寒冷の度が甚だしい地域に存する道路にあっては、合成勾配は、

８パーセント以下とする。 

 （屈折車線等を設ける場合の車線の幅員の基準） 

第２０条 条例第２８条第３項の幅員は、第２条第３項の規定にかかわらず、第４種第１級の普通

道路にあっては３メートルまで、第４種第２級又は第３級の普通道路にあっては２．７５メート

ルまで、第４種の小型道路にあっては２．５メートルまで縮小することができる。 

２ 条例第２８条第４項の幅員は、普通道路にあっては３メートル、小型道路にあっては２．５ 

メートルを標準とする。 

 （鉄道と平面で交差する場合の道路の構造の基準） 

第２１条 条例第３０条の道路は、次の各号のいずれにも該当する構造とする。 

⑴ 交差角は、４５度以上とすること。 

⑵ 踏切道の両側からそれぞれ３０メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間

の車道の縦断勾配は、２．５パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量が極めて少

ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りで

ない。 

⑶ 見通し区間の長さ（線路の 縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から、軌道の外方車

道の中心線上５メートルの地点における１．２メートルの高さにおいて見通すことができる軌

道の中心線上当該交点からの長さをいう。）は、次の表の左欄に掲げる踏切道における鉄道の

車両の 高速度に応じ、同表の右欄に掲げる値以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の

保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道の運転回数が極めて少ない箇所につい

ては、この限りでない。 
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踏切道における鉄道の車両の 高速度

（単位 １時間につきキロメートル）

見通し区間の長さ 

（単位 メートル） 

５０未満 １１０ 

５０以上７０未満 １６０ 

７０以上８０未満 ２００ 

８０以上９０未満 ２３０ 

９０以上１００未満 ２６０ 

１００以上１１０未満 ３００ 

１１０以上 ３５０ 

 

 （待避所の設置の基準） 

第２２条 条例第３１条の待避所は、次の各号のいずれにも該当するよう設けるものとする。ただ

し、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。 

⑴ 待避所相互間の距離は、３００メートル以内とすること。 

⑵ 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。 

⑶ 待避所の長さは、２０メートル以上とし、その区間の車道の幅員は、５メートル以上とする

こと。 

 （自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の幅員の基準） 

第２３条 条例第４１条第１項の規則で定める値は、０．５メートルとする。 

２ 自転車専用道路の幅員は、３メートル以上とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由に

よりやむを得ない場合においては、２．５メートルまで縮小することができる。 

３ 自転車歩行者専用道路の幅員は、４メートル以上とする。 

 （歩行者専用道路の幅員の基準） 

第２４条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、

２メートル以上とする。 

 （その他） 

第２５条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

ために必要な道路の構造に関する基準を定める

条例施行規則をここに公布する。 

 

   平成２５年３月２９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第１４号 

 

亀岡市高齢者、障害者等の移動等

の円滑化のために必要な道路の構

造に関する基準を定める条例施行

規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、亀岡市高齢者、障害者等

の移動等の円滑化のために必要な道路の構造

に関する基準を定める条例（平成２５年亀岡

市条例第１３号。以下「条例」という。）の

施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （歩道等の有効幅員の基準） 

第２条 条例第４条の歩道の有効幅員は、歩行

者の交通量が多い道路にあっては、３．５ 

メートル以上、その他の道路にあっては、２

メートル以上とする。 

２ 条例第４条の自転車歩行者道の有効幅員は、

歩行者の交通量が多い道路にあっては、４ 

メートル以上、その他の道路にあっては、３

メートル以上とする。 

 （歩道等の勾配及び車両乗入れ部の幅員の基

準） 

第３条 条例第６条の歩道等の縦断勾配は、５

パーセント以下とする。ただし、地形の状況

その他の特別の理由によりやむを得ない場合

においては、８パーセント以下とすることが

できる。 

２ 条例第６条の歩道等（車両乗入れ部を除

く。）の横断勾配は、１パーセント以下とす

る。ただし、条例第５条第１項ただし書に規

定する場合又は地形の状況その他の特別の理

由によりやむを得ない場合においては、２ 

パーセント以下とすることができる。 

３ 車両乗入れ部には、横断勾配が１パーセン

ト（前項ただし書に規定する場合においては、

２パーセント）以下となる部分を設けるもの

とする。 

４ 前項の部分の幅員（縁石、手すり、路上施

設若しくは歩行者の安全かつ円滑な通行を妨

げるおそれがある工作物、物件若しくは施設

を設置するために必要な幅員又は除雪のため

に必要な幅員を除く。）は、２メートル以上

とする。 

 （歩道等に設ける縁石の車道等に対する高さ

の基準） 

第４条 条例第７条第２項の高さは、１５セン

チメートル以上とする。 

 （歩道等の車道等に対する高さの基準） 

第５条 条例第８条第１項の高さは、５センチ

メートルを標準とする。ただし、横断歩道に

接続する歩道等の部分にあっては、この限り

でない。 

 （横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端と

車道等の部分との段差の基準） 

第６条 条例第９条第２項の段差は、２センチ

メートルを標準とする。 

 （立体横断施設に設けるエレベーターの基

準） 

第７条 条例第１１条第２項の移動等円滑化さ

れた立体横断施設に設けるエレベーターは、

次に定める構造とするものとする。 

⑴ かごの内法幅は、１５０センチメートル

以上とし、内法奥行きは、１５０センチ 

メートル以上とすること。 

⑵ 前号の規定にかかわらず、かごの出入口

が複数あるエレベーターであって、車椅子
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を使用している者（以下「車椅子使用者」

という。）が円滑に乗降することができる

構造のもの（開閉するかごの出入口を音声

により知らせる装置が設けられているもの

に限る。）にあっては、内法幅は、１４０

センチメートル以上とし、内法奥行きは、

１３５センチメートル以上とすること。 

⑶ かご及び昇降路の出入口の有効幅は、第

１号に掲げる基準に適合するエレベーター

にあっては、９０センチメートル以上とし、

前号に掲げる基準に適合するエレベーター

にあっては、８０センチメートル以上とす

ること。 

⑷ かご内に、車椅子使用者が乗降する際に

かご及び昇降路の出入口を確認するための

鏡を設けること。ただし、第２号に掲げる

基準に適合するエレベーターにあっては、

この限りでない。 

⑸ かご及び昇降路の出入口の戸にガラスそ

の他これに類するものがはめ込まれている

ことにより、かご外からかご内が視覚的に

確認することができる構造とすること。 

⑹ かご内の左右両側に手すりを設けること。 

⑺ かご及び昇降路の出入口の戸の開扉時間

を延長する機能を設けること。 

⑻ かご内に、かごが停止する予定の階及び

かごの現在位置を表示する装置を設けるこ

と。 

⑼ かご内に、かごが到着する階並びにかご

及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声によ

り知らせる装置を設けること。 

⑽ かご内及び乗降口には、車椅子使用者が

円滑に操作できる位置に操作盤を設けるこ

と。 

⑾ かご内に設ける操作盤及び乗降口に設け

る操作盤のうち視覚障害者が利用する操作

盤は、点字を貼り付けること等により視覚

障害者が容易に操作することができる構造

とすること。 

⑿ 乗降口に接続する歩道等又は通路の部分

の有効幅は、１５０センチメートル以上と

し、有効奥行きは、１５０センチメートル

以上とすること。 

⒀ 停止する階が３以上であるエレベーター

の乗降口には、到着するかごの昇降方向を

音声により知らせる装置を設けること。た

だし、かご内にかご及び昇降路の出入口の

戸が開いた時にかごの昇降方向を音声によ

り知らせる装置が設けられている場合にお

いては、この限りでない。 

⒁ かご及び昇降路の出入口には、利用者を

感知し、戸の閉鎖を自動的に制止すること

ができる装置を設けること。 

 （立体横断施設に設ける傾斜路の基準） 

第８条 条例第１１条第２項ただし書の移動等

円滑化された立体横断施設に設ける傾斜路

（その踊場を含む。以下同じ。）は、次に定

める構造とするものとする。 

⑴ 有効幅員は、２メートル以上とすること。

ただし、設置場所の状況その他の特別の理

由によりやむを得ない場合においては、１

メートル以上とすることができる。 

⑵ 縦断勾配は、５パーセント以下とするこ

と。ただし、設置場所の状況その他の特別

の理由によりやむを得ない場合においては、

８パーセント以下とすることができる。 

⑶ 横断勾配は、設けないこと。 

⑷ 二段式の手すりを両側に設けること。 

⑸ 手すり端部の付近には、傾斜路の通ずる

場所を示す点字を貼り付けること。 

⑹ 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、

水はけの良い仕上げとすること。 

⑺ 傾斜路の勾配部分は、その接続する歩道

等又は通路の部分との色の輝度比が大きい

こと等により当該勾配部分を容易に識別す

ることができるものとすること。 
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⑻ 傾斜路の両側には、立ち上がり部及び柵

その他これに類する工作物を設けること。

ただし、側面が壁面である場合においては、

この限りでない。 

⑼ 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が 

２．５メートル以下の歩道等の部分への進

入を防ぐため必要がある場合においては、

柵その他これに類する工作物を設けること。 

⑽ 高さが７５センチメートルを超える傾斜

路にあっては、高さ７５センチメートル以

内ごとに踏み幅１５０センチメートル以上

の踊場を設けること。 

 （立体横断施設に設けるエスカレーターの基

準） 

第９条 条例第１１条第３項の移動等円滑化さ

れた立体横断施設に設けるエスカレーターは、

次に定める構造とするものとする。 

⑴ 上り専用のものと下り専用のものをそれ

ぞれ設置すること。 

⑵ 踏み段の表面及びくし板は、滑りにくい

仕上げとすること。 

⑶ 昇降口において、３枚以上の踏み段が同

一平面上にある構造とすること。 

⑷ 踏み段の端部とその周囲の部分との色の

輝度比が大きいこと等により踏み段相互の

境界を容易に識別することができるものと

すること。 

⑸ くし板の端部と踏み段の色の輝度比が大

きいこと等によりくし板と踏み段との境界

を容易に識別することができるものとする

こと。 

⑹ エスカレーターの上端及び下端に近接す

る歩道等及び通路の路面において、エスカ

レーターへの進入の可否を示すこと。 

⑺ 踏み段の有効幅は、１００センチメート

ル以上とすること。ただし、歩行者の交通

量が少ない場合においては、６０センチ 

メートル以上とすることができる。 

 （立体横断施設に設ける通路の基準） 

第１０条 移動等円滑化された立体横断施設に

設ける通路は、次に定める構造とするものと

する。 

⑴ 有効幅員は、２メートル以上とし、当該

通路の高齢者、障害者等の通行の状況を考

慮して定めること。 

⑵ 縦断勾配及び横断勾配は設けないこと。

ただし、構造上の理由によりやむを得ない

場合又は路面の排水のために必要な場合に

おいては、この限りでない。 

⑶ 二段式の手すりを両側に設けること。 

⑷ 手すりの端部の付近には、通路の通じる

場所を示す点字を貼り付けること。 

⑸ 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、

水はけの良い仕上げとすること。 

⑹ 通路の両側には、立ち上がり部及び柵そ

の他これに類する工作物を設けること。た

だし、側面が壁面である場合においては、

この限りでない。 

 （立体横断施設に設ける階段の基準） 

第１１条 移動等円滑化された立体横断施設に

設ける階段（その踊場を含む。以下同じ。）

は、次に定める構造とするものとする。 

⑴ 有効幅員は、１５０センチメートル以上

とすること。 

⑵ 二段式の手すりを両側に設けること。 

⑶ 手すりの端部の付近には、階段の通じる

場所を示す点字を貼り付けること。 

⑷ 回り階段としないこと。ただし、地形の

状況その他の特別の理由によりやむを得な

い場合においては、この限りでない。 

⑸ 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、

水はけの良い仕上げとすること。 

⑹ 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝

度比が大きいこと等により段を容易に識別

することができるものとすること。 

⑺ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因
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となるものを設けない構造とすること。 

⑻ 階段の両側には、立ち上がり部及び柵そ

の他これに類する工作物を設けること。た

だし、側面が壁面である場合においては、

この限りでない。 

⑼ 階段の下面と歩道等の路面との間が  

２．５メートル以下の歩道等の部分への進

入を防ぐため必要がある場合には、柵その

他これに類する工作物を設けること。 

⑽ 階段の高さが３メートルを超える場合に

は、その途中に踊場を設けること。 

⑾ 踊場の踏み幅は、直階段の場合にあって

は、１２０センチメートル以上とし、その

他の場合にあっては、当該階段の幅員の値

以上とすること。 

 （乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の

車道等に対する高さの基準） 

第１２条 条例第１２条の高さは、１５センチ

メートルを標準とする。 

 （自動車駐車場に設ける障害者用駐車施設の

基準） 

第１３条 条例第１４条第１項の規定により設

ける障害者用駐車施設の数は、次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に掲げる数以上と

する。 

⑴ 全駐車台数が２００以下の場合 当該駐

車台数に５０分の１を乗じて得た数 

⑵ 全駐車台数が２００を超える場合 当該

駐車台数に１００の１を乗じて得た数に２

を加えた数 

２ 前項の障害者用駐車施設は、次に掲げるも

のとする。 

⑴ 当該障害者用駐車施設に通じる歩行者の

出入口からの距離ができるだけ短くなる位

置に設けること。 

⑵ 有効幅は、３．５メートル以上とするこ

と。 

⑶ 障害者用である旨を見やすい方法により

表示すること。 

 （自動車駐車場に設ける障害者用停車施設の

基準） 

第１４条 条例第１５条第１項の規定により設

ける障害者用停車施設は、次に定める構造と

するものとする。 

⑴ 当該障害者用停車施設に通じる歩行者の

出入口からの距離ができるだけ短くなる位

置に設けること。 

⑵ 車両への乗降の用に供する部分の有効幅

は、１５０センチメートル以上とし、有効

奥行きは、１５０センチメートル以上とす

る等、障害者が安全かつ円滑に乗降するこ

とができる構造とすること。 

⑶ 障害者用である旨を見やすい方法により

表示すること。 

 （自動車駐車場の歩行者の出入口の基準） 

第１５条 条例第１６条の出入口は、次に定め

る構造とするものとする。ただし、当該出入

口に近接した位置に設けられる歩行者の出入

口については、この限りでない。 

⑴ 有効幅は、９０センチメートル以上とす

ること。ただし、当該自動車駐車場外に通

じる歩行者の出入口のうち１以上の出入口

の有効幅は、１２０センチメートル以上と

すること。 

⑵ 戸を設ける場合には、当該戸は、有効幅

を１２０センチメートル以上とする当該自

動車駐車場外に通じる歩行者の出入口のう

ち、１以上の出入口にあっては、自動的に

開閉する構造とし、その他の出入口にあっ

ては、車椅子使用者が円滑に開閉して通過

することができる構造とすること。 

⑶ 車椅子使用者が通過する際に支障となる

段差を設けないこと。 

 （障害者用駐車施設に至る通路の基準） 

第１６条 条例第１７条の通路のうち１以上の

通路は、次に定める構造とするものとする。 
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⑴ 有効幅員は、２メートル以上とすること。 

⑵ 車椅子使用者が通過する際に支障となる

段差を設けないこと。 

⑶ 路面は、平たんで、かつ、滑りにくい仕

上げとすること。 

 （自動車駐車場に設けるエレベーターの基

準） 

第１７条 条例第１８条第１項の規定により設

けるエレベーターは、第７条第１号から第４

号までに定める構造とするものとする。 

２ 前項のエレベーターのうち１以上のエレ 

ベーターは、同項に定めるもののほか、次に

定める構造とするものとする。 

⑴ 前条の規定の適用を受ける通路に接続す

る自動車駐車場外に通じる歩行者の出入口

に近接して設けること。 

⑵ 第７条第５号から第１４号までに定める

構造とするものとすること。 

 （自動車駐車場に設ける傾斜路の基準） 

第１８条 第８条の規定は、条例第１８条第１

項ただし書の規定により設ける傾斜路につい

て準用する。 

 （自動車駐車場に通じる歩行者の出入口がな

い階に通じる階段の基準） 

第１９条 第１１条の規定は、自動車駐車場外

に通じる歩行者の出入口がない階に通じる階

段について準用する。 

 （屋根を設ける通路の範囲） 

第２０条 条例第１９条の規則で定める通路は、

第１６条の規定の適用を受ける通路とする。 

 （自動車駐車場に設ける便所の基準） 

第２１条 条例第２０条の便所を設ける場合に

は、当該便所は、次に定める構造とするもの

とする。 

⑴ 便所の出入口付近に、男子用及び女子用

の区別（当該区別がある場合に限る。）並

びに便所の構造を視覚障害者に示すための

点字による案内板その他の設備を設けるこ

と。 

⑵ 床の表面は、滑りにくい仕上げとするこ

と。 

⑶ 男子用小便器を設ける場合には、１以上

の床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け

口の高さが３５センチメートル以下のもの

に限る。）その他これらに類する小便器を

設けること。 

⑷ 前号の規定により設ける小便器には、手

すりを設けること。 

２ 前項の場合には、当該便所のうち１以上の

便所は、次の各号に掲げる基準のいずれかに

掲げるものとする。 

⑴ 便所（男子用及び女子用の区別がある場

合にあっては、それぞれの便所）内に高齢

者、障害者等の円滑な利用に適した構造を

有する便房を設けること。 

⑵ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した

構造を有する便所とすること。 

第２２条 前条第２項の規定により同項第１号

の便房を設ける便所は、同条第１項に定める

もののほか、次に掲げるものとする。 

⑴ 第１６条の規定の適用を受ける通路と便

所との間の経路における通路のうち１以上

の通路は、同条各号に掲げるものとするこ

と。 

⑵ 出入口の有効幅は、８０センチメートル

以上とすること。 

⑶ 出入口には、車椅子使用者が通過する際

に支障となる段を設けないこと。ただし、

傾斜路を設ける場合においては、この限り

でない。 

⑷ 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な

利用に適した構造を有する便房が設けられ

ていることを表示する案内標識を設けるこ

と。 

⑸ 出入口に戸を設ける場合には、当該戸は、

次に掲げるものとすること。 
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ア 有効幅は、８０センチメートル以上と

すること。 

イ 引き戸（構造上やむを得ない場合に 

あっては、外開き戸）とし、高齢者、障

害者等が容易に開閉して通過することが

できる構造とすること。 

⑹ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さ

を確保すること。 

⑺ 洗面器又は手洗器のうち１以上（男子用

及び女子用の区別がある場合にあっては、

それぞれ１以上）は、レバー式、光感知式

その他の操作が容易な方式による水栓を設

けること。 

２ 前項の便所に設ける前条第２項第１号の便

房は、次に定める構造とするものとする。 

⑴ 出入口には、車椅子使用者が通過する際

に支障となる段を設けないこと。 

⑵ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者

等の円滑な利用に適した構造を有するもの

であることを表示する案内標識を設けるこ

と。 

⑶ 腰掛便座及び手すりを設けること。 

⑷ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した

構造を有する水洗器具を設けること。 

３ 第１項第２号、第５号及び第６号の規定は、

前項の便房について準用する。 

第２３条 第２１条第２項の規定の適用を受け

て同項第２号の構造を有することとなった便

所は、同条第１項に定めるもののほか、前条

第１項各号（第４号を除く。）及び第２項各

号（第１号を除く。）の構造を有するものと

する。この場合における同項第２号の規定の

適用については、同号中「便房」とあるのは、

「便所」とする。 

 （その他） 

第２４条 この規則に定めるもののほか、この

規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成２５年４月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市営住宅等の整備基準に関する条例施行

規則をここに公布する。 

 

   平成２５年３月２９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第１５号 

 

亀岡市営住宅等の整備基準に関す

る条例施行規則 

 

 （目的） 

第１条 この規則は、亀岡市営住宅等の整備基

準に関する条例（平成２５年亀岡市条例第 

１６号。以下「条例」という。）の施行に関

し必要な事項を定めるものとする。 

 （住宅の基準） 

第２条 条例第１０条第２項の規則で定める措

置は、市営住宅が住宅の品質確保の促進等に

関する法律（平成１１年法律第８１号）第３

条の２第１項の規定に基づく評価方法基準

（平成１３年国土交通省告示第１３４７号。

以下「評価方法基準」という。）第５の５の

５－１⑶の等級３の基準を満たすこととなる

措置とする。 

２ 条例第１０条第３項の規則で定める措置は、

市営住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基

準第５の８の８－１⑶イの等級２の基準又は
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ロ①ｃの基準（鉄筋コンクリート造又は鉄骨

鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっ

ては、同ｄの基準）及び同８－４⑶の等級２

の基準を満たすこととなる措置とする。 

３ 条例第１０条第４項の規則で定める措置は、

市営住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと

一体的に整備される部分が評価方法基準第５

の３の３－１⑶の等級３の基準（木造の住宅

にあっては、等級２の基準）を満たすことと

なる措置とする。 

４ 条例第１０条第５項の規則で定める措置は、

市営住宅の給水、排水及びガスの設備に係る

配管が評価方法基準第５の４の４－１⑶及び

４－２⑶の等級２の基準を満たすこととなる

措置とする。 

 （住戸の基準） 

第３条 条例第１１条第３項の規則で定める措

置は、市営住宅の各住戸の居室の内装の仕上

げに評価方法基準第５の６の６－１⑵イ②の

特定建材を使用する場合にあっては、同⑶ロ

の等級３の基準を満たすこととなる措置とす

る。 

 （住戸内の各部） 

第４条 条例第１２条の規則で定める措置は、

住戸内の各部が評価方法基準第５の９の９－

１⑶の等級３の基準を満たすこととなる措置

とする。 

 （共用部分） 

第５条 条例第１３条の規則で定める措置は、

市営住宅の通行の用に供する共用部分が評価

方法基準第５の９の９－２⑶の等級３の基準

（小規模な住棟等で、設置することが著しく

非効率となる場合においては、エレベーター

の基準を除く。）を満たすこととなる措置と

する。 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成２５年４月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市営住宅管理条例施行規則の一部を改正

する規則をここに公布する。 

 

   平成２５年３月２９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第１６号 

 

亀岡市営住宅管理条例施行規則の

一部を改正する規則 

 

 亀岡市営住宅管理条例施行規則（平成９年亀

岡市規則第４０号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 第３条の２の次に次の１条を加える。 

第３条の３ 条例第５条第１項第２号アに規定

する特に居住の安定を図る必要がある場合は、

次の各号に掲げる場合とする。 

⑴ 入居者又は同居者にア又はイのいずれか

に該当する者がある場合 

ア 障害者基本法第２条第１号に規定する

障害者でその障害の程度が(ｱ)から(ｳ)ま

でに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ

(ｱ)から(ｳ)までに定める程度であるもの 

(ｱ) 身体障害 前条第２号アに規定する

程度 

(ｲ) 精神障害 精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律施行令第６条第３項

に規定する１級又は２級に該当する程
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度 

(ｳ) 知的障害 (ｲ)に規定する精神障害

の程度に相当する程度 

イ 前条第３号、第４号、第６号又は第７

号に掲げる者 

⑵ 入居者が６０歳以上の者であり、かつ、

同居者のいずれもが６０歳以上又は１８歳

未満の者である場合 

⑶ 同居者に小学校就学の始期に達するまで

の者がある場合 

 第４条第１号及び第４号中「前条」を「第３

条の２」に改める。 

 第８条第１項中「継続居住」を「、継続居

住」に改める。 

 第９条第１号中「こと。」を「者」に改める。 

 第１０条中「第２項」を「第３項」に改める。 

 第１６条中「収入超過者認定書」を「収入超

過者認定通知書」に改める。 

 第２５条中「一に」を「いずれかに」に改め

る。 

 第２７条第４号中「保証人変更承認申請書」

を「連帯保証人変更承認申請書」に改める。 

 別記第１号様式の６中「市営住宅明渡期限延

長承認・非承認通知書」を「市営住宅明渡期限

延長承認・不承認通知書」に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成２５年４月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 亀岡市難病患者等ホームヘルプサービス事業

運営規則を廃止する規則をここに公布する。 

 

   平成２５年３月３１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第１７号 

 

亀岡市難病患者等ホームヘルプ 

サービス事業運営規則を廃止する

規則 

 

 亀岡市難病患者等ホームヘルプサービス事業

運営規則（平成１３年亀岡市規則第１９号）は、

廃止する。 

 

   附 則 

 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 
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告 示 
 

 亀岡市告示第２４号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２５年３月５日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀１４０１－２１０６０ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２４年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２５年３月５日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２５号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２５年３月１２日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀０５０９－３１０５５ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２４年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２５年３月１２日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２６号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２５年３月１３日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀０５０１－８１０１５ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２４年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２５年３月１３日 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第２７号 

 

 住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第 

２９２号）第１２条第１項の規定に基づき、次

の者を住民基本台帳から職権消除したので、同

条第４項の規定により告示する。 

 

   平成２５年３月１４日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 住  所  省略 

 

 

２ 氏  名  省略 

３ 消除理由  実態調査に基づく職権消除 

４ 消 除 日  平成５年９月２０日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２８号 

 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第 

４１６条第３項の規定により、平成２５年度分

固定資産税に係る土地価格等縦覧帳簿及び家屋

価格等縦覧帳簿の縦覧期間及び縦覧場所を次の

とおり定める。 

 

   平成２５年３月１８日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 縦覧期間  平成２５年４月１日から 

        平成２５年５月３１日まで 

        （閉庁日を除く） 

 

２ 縦覧場所  亀岡市安町野々神８番地 

        亀岡市総務部税務課 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２９号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２５年３月１９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀０１３２－３３０１９ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２４年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２５年３月１９日 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第３０号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不明であるため、亀岡市総務部税務課において保管し、

送達を受けるべき者の申し出があれば交付する。 

 ここに地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   平成２５年３月２１日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 送達する書類等 

 送 達 す る 書 類  
送達を受けるべき者の住所・氏名又は名称 

住      所 氏名又は名称 

1 督促状 平成24年度市府民税 第4期分 省略 省略 

2 督促状 平成24年度市府民税 第4期分 省略 省略 

3 督促状 平成24年度市府民税 第4期分 省略 省略 

4 督促状 平成24年度 軽自動車税 省略 省略 

5 督促状 平成24年度 軽自動車税 省略 省略 

6 督促状 平成24年度 軽自動車税 省略 省略 

7 督促状 平成24年度 軽自動車税 省略 省略 

8 督促状 平成24年度 軽自動車税 省略 省略 

9 督促状 平成24年度 軽自動車税 省略 省略 

10 督促状 平成24年度 軽自動車税 省略 省略 

11 督促状 平成24年度 軽自動車税 省略 省略 

12 督促状 平成24年度 軽自動車税 省略 省略 

13 督促状 平成24年度 軽自動車税 省略 省略 

14 督促状 平成24年度 軽自動車税 省略 省略 

15 督促状 平成24年度 軽自動車税 省略 省略 

16 督促状 平成24年度 軽自動車税 省略 省略 

17 督促状 平成24年度 軽自動車税 省略 省略 
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18 督促状 平成24年度 軽自動車税 省略 省略 

19 督促状 平成24年度 軽自動車税 省略 省略 

20 督促状 平成24年度 軽自動車税 省略 省略 

21 督促状 平成24年度 軽自動車税 省略 省略 

22 督促状 平成24年度 軽自動車税 省略 省略 

23 督促状 平成24年度 軽自動車税 省略 省略 

24 督促状 平成24年度 軽自動車税 省略 省略 

25 督促状 平成24年度 軽自動車税 省略 省略 

26 督促状 平成24年度 軽自動車税 省略 省略 

 

２ この書類を受領されないときは、地方税法第２０条の２第３項の規定により、告示の日から起

算して７日を経過した時点で書類の送達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第３１号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２５年３月２１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀０５０５－７１０１４ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２４年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２５年３月２１日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第３２号 

 

 亀岡市放置自転車の防止に関する条例（平成

５年亀岡市条例第１４号）第１１条の規定によ

り、放置自転車の撤去、保管について次のとお

り告示する。 

 

   平成２５年３月２２日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 撤去した理由 

亀岡市放置自転車の防止に関する条例第９

条に違反して、自転車放置禁止区域内に放置

されていたため。 

２ 撤去した区域 

ＪＲ亀岡駅前自転車放置禁止区域 

ＪＲ馬堀駅前自転車放置禁止区域 

３ 撤去した日時 

平成２５年３月２２日（金） 

午後１時００分～午後３時３０分 

４ 撤去し、保管した台数  ６台 

５ 保管場所  ＪＲ馬堀駅前自転車等駐車場 

６ 保管期間  告示の日から３箇月間 

７ 返還期間 

月曜日～土曜日 午前１０時～午後７時 

８ 返還を受けるための手続き 

① 撤去された自転車は、保管場所で引き取

ることができます。 

② 返還の申請には、自転車の鍵、印鑑、住

所・氏名を明らかにできるものが必要です。 

③ 撤去・保管に要した費用として１台  

２，０００円を負担していただきます。 

９ 引取りのない場合の措置 

保管期間を経過しても引取りのない自転車

は、関係法令の規定により処分します。 

 

※ 連絡先 まちづくり推進部 土木管理課 

      電話0771（25）5043 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第３３号 

 

 森林法（平成２３年法律第２０号）第５条第

１項の規定により、亀岡市森林整備計画を樹立

した。 

 なお、樹立した計画は、平成２５年４月１日

にその効力を生じるものとし、亀岡市役所にお

いて縦覧に供する。 

 

   平成２５年３月２６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 縦覧場所  亀岡市安町野々神８番地 

        亀岡市産業観光部農林振興課 

 

２ 縦覧期間  平成２５年３月２６日から 

        平成２５年４月２４日まで 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第３４号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２５年３月２７日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀１９０２－２１０５５ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２４年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２５年３月２７日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第３５号 

 

 亀岡市健康福祉のまちづくり懇談会設置要綱

等の一部を改正する告示を次のように定める。 

 

   平成２５年３月２９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

亀岡市健康福祉のまちづくり懇談

会設置要綱等の一部を改正する告

示 

 

 （亀岡市健康福祉のまちづくり懇談会設置要

綱の一部改正） 

第１条 亀岡市健康福祉のまちづくり懇談会設

置要綱（平成５年亀岡市告示第４８号）の一

部を次のように改正する。 

 第７条中「こども福祉課」を「地域福祉

課」に改める。 

 （亀岡市次世代育成推進市民協議会設置要綱

の一部改正） 

第２条 亀岡市次世代育成推進市民協議会設置

要綱（平成２３年亀岡市告示第１２２号）の

一部を次のように改正する。 
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 第７条中「こども福祉課」を「子育て支援

課」に改める。 

 （亀岡市地域福祉計画策定委員会設置要綱の

一部改正） 

第３条 亀岡市地域福祉計画策定委員会設置要

綱（平成１６年亀岡市告示第１２９号）の一

部を次のように改正する。 

 第７条中「社会福祉課」を「地域福祉課」

に改める。 

 （亀岡市福祉有償運送運営協議会設置要綱の

一部改正） 

第４条 亀岡市福祉有償運送運営協議会設置要

綱（平成１７年亀岡市告示第１５９号）の一

部を次のように改正する。 

 第６条中「こども福祉課」を「地域福祉

課」に改める。 

 （亀岡市就学前教育・保育検討委員会設置要

綱の一部改正） 

第５条 亀岡市就学前教育・保育検討委員会設

置要綱（平成１９年亀岡市告示第５６号）の

一部を次のように改正する。 

 第８条中「こども福祉課」を「子育て支援

課」に改める。 

 

   附 則 

 

 この告示は、平成２５年４月１日から実施す

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第３６号 

 

 亀岡市重度障害児（者）在宅生活支援事業費

補助金交付要綱等の一部を改正する告示を次の

ように定める。 

 

   平成２５年３月２９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

亀岡市重度障害児（者）在宅生活

支援事業費補助金交付要綱等の一

部を改正する告示 

 

 （亀岡市重度障害児（者）在宅生活支援事業

費補助金交付要綱の一部改正） 

第１条 亀岡市重度障害児（者）在宅生活支援

事業費補助金交付要綱（平成２４年亀岡市告

示第６４号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１号中「障害者自立支援法」を

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律」に改める。 

 （亀岡市指定特定相談支援事業者及び指定障

害児相談支援事業者の指定等に関する要綱の一

部改正） 

第２条 亀岡市指定特定相談支援事業者及び指

定障害児相談支援事業者の指定等に関する要

綱（平成２４年亀岡市告示第６５号）の一部

を次のように改正する。 

 第１条中「障害者自立支援法（平成１７年

法律第１２３号）、障害者自立支援法施行令

（平成１８年政令第１０号）、障害者自立支

援法施行規則（平成１８年厚生労働省令第 

１９号）及び障害者自立支援法」を「障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成１７年法律第１２３号）、

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律施行令（平成１８年政令第

１０号）、障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律施行規則（平成

１８年厚生労働省令第１９号）及び障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律」に改める。 

 第２条から第４条まで及び別記第１号様式
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中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法

律」に改める。 

 （亀岡市身体障害者訪問入浴サービス事業実

施要綱の一部改正） 

第３条 亀岡市身体障害者訪問入浴サービス事

業実施要綱（平成１８年亀岡市告示第１５３

号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「障害者自立支援法」を「障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律」に改める。 

 第２条第２項中「一に」を「いずれかに」

に改める。 

 第６条中「無料」を「、無料」に、「利用

者」を「、利用者」に改める。 

 別記第１号様式中「あて先」を「宛先」に

改める。 

 （亀岡市手話通訳者派遣事業実施要綱の一部

改正） 

第４条 亀岡市手話通訳者派遣事業実施要綱

（平成１８年亀岡市告示第１５８号）の一部

を次のように改正する。 

 第１条中「障害者自立支援法」を「障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律」に改める。 

 別記様式中「あて先」を「宛先」に改める。 

 （亀岡市要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱の

一部改正） 

第５条 亀岡市要約筆記奉仕員派遣事業実施要

綱（平成１８年亀岡市告示第１５９号）の一

部を次のように改正する。 

 第１条中「障害者自立支援法」を「障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律」に改める。 

 別記様式中「あて先」を「宛先」に改める。 

 （亀岡市障害者ガイドヘルパー派遣事業実施

要綱の一部改正） 

第６条 亀岡市障害者ガイドヘルパー派遣事業

実施要綱（平成１８年亀岡市告示第１６１

号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「障害者自立支援法」を「障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律」に改める。 

 第９条中「無料」を「、無料」に改める。 

 別記第１号様式中「あて先」を「宛先」に

改める。 

 （亀岡市障害者更生訓練費給付事業実施要綱

の一部改正） 

第７条 亀岡市障害者更生訓練費給付事業実施

要綱（平成１８年亀岡市告示第１６２号）の

一部を次のように改正する。 

 第１条中「障害者自立支援法」を「障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律」に改める。 

 別記第１号様式及び別記第３号様式中「あ

て先」を「宛先」に改める。 

 （亀岡市障害者日中一時支援・生活サポート

事業実施要綱の一部改正） 

第８条 亀岡市障害者日中一時支援・生活サ 

ポート事業実施要綱（平成１８年亀岡市告示

第１６３号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「障害者自立支援法」を「障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律」に改める。 

 第８条中「無料」を「、無料」に改める。 

 別記第１号様式中「あて先」を「宛先」に

改める。 

 （亀岡市身体障害者自動車運転免許取得教習

費助成金交付要綱の一部改正） 

第９条 亀岡市身体障害者自動車運転免許取得

教習費助成金交付要綱（平成６年亀岡市告示

第２６号）の一部を次のように改正する。 

 第１条及び第２条第２項中「障害者自立支

援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律」に改める。 

 第３条第１項中「身体障害者」を「、身体
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障害者」に改める。 

 別記様式中「あて先」を「宛先」に改める。 

 （亀岡市身体障害者自動車改造助成金交付要

綱の一部改正） 

第１０条 亀岡市身体障害者自動車改造助成金

交付要綱（平成６年亀岡市告示第２５号）の

一部を次のように改正する。 

 第１条及び第２条第２項中「障害者自立支

援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律」に改める。 

 別記様式中「あて先」を「宛先」に改める。 

 （心身障害児（者）に係る補装具等補助金交

付要綱の一部改正） 

第１１条 心身障害児（者）に係る補装具等補

助金交付要綱（昭和５１年亀岡市告示第４２

号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「障害者自立支援法」を「障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律」に、「第５条第１９項」を「第

５条第２３項」に改める。 

 第３条中「一に」を「いずれかに」に改め

る。 

 別記様式中「あて先」を「宛先」に改める。 

 （亀岡市訪問介護利用者負担額補助事業実施

要綱の一部改正） 

第１２条 亀岡市訪問介護利用者負担額補助事

業実施要綱（平成１２年亀岡市告示第１０５

号）の一部を次のように改正する。 

 第３条中「障害者自立支援法」を「障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律」に改める。 

 別記第１号様式中「あて先」を「宛先」に

改める。 

 

   附 則 

 

 この告示は、平成２５年４月１日から実施す

る。 

「掲示済」 

 亀岡市告示第３７号 

 

 亀岡市障害者サービス事業所等通所交通費助

成金交付要綱（平成１３年亀岡市告示第４１

号）の一部を次のように改正する。 

 

   平成２５年３月２９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 第２条第１号中「障害者自立支援法」を「障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律」に、「第２８条第１項第５号」

を「第２８条第１項第６号」に改め、同条中第

５号から第７号までを削り、第８号を第５号と

する。 

 第３条第３号を削る。 

 第４条第３号を削る。 

 第５条第１項中「、次の各号に掲げる区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて、

市長」を「次の書類を添えて市長」に改め、同

項各号を次のように改める。 

⑴ 施設の長が発行する通所証明書（別記第

２号様式） 

⑵ 定期乗車券の写し（定期乗車券を購入し

て通所した場合に限る。） 

 第６条中「亀岡市障害者サービス事業所等通

所交通費助成金交付決定（却下）通知書（別記

第４号様式）により」を削り、「申請書」を

「申請者」に改める。 

 別記第１号様式を次のように改める。 
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 別記第２号様式中「あて先」を「宛先」に改める。 

 別記第３号様式及び別記第４号様式を削る。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、平成２５年４月１日から実施する。 

「掲示済」 

 

別記第１号様式（第５条関係） 

 

亀岡市障害者サービス事業所等通所交通費助成金交付申請（請求）書 

                                      年  月  日 

 （宛先）亀岡市長 

                        申請（請求）者 

                        住所 

                        氏名                ㊞ 

                        電話 

 亀岡市障害者サービス事業所等通所交通費助成金交付要綱に基づき、下記のとおり助成金の交付を申

請（請求）します。 

記 

１ 申請額          円 （   年  月 ～   年  月分） 

 

２ 通所交通費内訳（自宅から施設まで） 

対象者氏名  施 設 名  

順
路 

交通機関名 経 路 

①片道運賃(円) 

②日額 

③定期代 

自家用車運転片道距離数(km) 

1  ～   

2  ～   

3  ～   

３ 交付申請（請求）額算出内訳 

通所日数 
月分 

日 

月分 

日 

月分 

日 

月分

日

月分

日

月分

日
合 計 

通所交通費 

(月額) 

円 円 円 円 円 円 円

交付決定額 

(月額2,000

円限度) 

円 円 円 円 円 円 円

 太枠内は記入しないでください。 

請求者振込口座 

      銀行         本店 

      信用金庫       支店   普通    第        号 

      農協 

フリガナ 

口座名義 

 注意 １ 施設の長が発行する通所証明書（別記第２号様式）を添付してください。 
    ２ 定期乗車券を購入して通所した場合は、当該定期乗車券の写しを添付してください。 
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 亀岡市告示第３８号 

 

 亀岡市障害福祉サービス等利用支援費支給事

業実施要綱（平成１９年亀岡市告示第４９号）

の一部を次のように改正する。 

 

   平成２５年３月２９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 第３条中「障害者自立支援法」を「障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律」に改める。 

 第６条中「その者」を「、その者」に改める。 

 別表第１項中「車いす」を「車椅子」に、

「障害者自立支援法施行令」を「障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律施行令」に改め、同表第２項中「⑴ 更生医

療」の次に「及び育成医療」を、「掲げる更生

医療」の次に「又は育成医療」を加え、「第 

１４０号」を「第１４１号」に、「公的年金た

る給付」を「公的年金給付」に、「第３５条第

１項第１号」を「第３５条第１号」に、「精神

通院医療及び育成医療」を「精神通院医療」に、

「精神通院医療又は育成医療」を「精神通院医

療」に改め、同表第４項中「障害者支援施設並

びに法附則に基づきなお従前の例により運営を

することができることとされた知的障害者入所

更生施設及び知的障害者入所授産施設」を「指

定障害者支援施設等」に改め、「（昭和２２年

法律第１６４号）」を削り、「知的障害児施設

等」を「指定障害児入所施設等」に改める。 

 別記様式中「あて先」を「宛先」に改める。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、平成２５年４月１日から実施す

る。 

「掲示済」 

 亀岡市告示第３９号 

 

 亀岡市障害児（者）日常生活用具給付事業実

施要綱（平成１８年亀岡市告示第１６０号）の

一部を次のように改正する。 

 

   平成２５年３月２９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 第１条中「障害者自立支援法（平成１７年法

律第１２３号）」を「障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律（平成 

１７年法律第１２３号。以下「法」とい

う。）」に改める。 

 第２条第１項中「給付」を「、給付」に改め

る。 

 第３条に次の１項を加える。 

２ 難病患者等（法第４条第１項の治療方法が

確立していない疾病その他の特殊の疾病で 

あって政令で定めるものによる障害の程度が

厚生労働大臣が定める程度である者をいう。

以下同じ。）が前項の規定により申請する場

合は、医師の診断書等を併せて提出するもの

とする。 

 第４条第２項中「通知する」を「交付する」

に改め、同条第３項中「ついては」の次に  

「、前項の規定にかかわらず」を加える。 

 第８条第３号中「譲度」を「譲渡」に改める。 

 別表を次のように改める。 
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別
表
（
第
２
条

、
第
７
条

関
係
）
 

区
分
 

種
目
 

単
価
 

対
象
者
 

性
能
 

耐
用

年
数

対
象

年
齢

介
護

・
訓

練
支

援
用

具
 

特
殊
寝
台
 

1
4
6,
3
00
円
 

下
肢

又
は

体
幹

機

能
障

害
２

級
以

上

及
び

寝
た

き
り

の

状
態

に
あ

る
難

病

患
者

等
 

原
則
と
し
て
頭
部
及
び

脚
部
の
傾

斜

角
度
を
個
別
に
調
整
で

き
る
機
能

を

有
す
る
も
の
。
 

  

８
年

小
学

校
就

学
以

上
 

特
殊
マ
ッ
ト
 

1
8
,6
2
0円

 
療
育
手
帳
Ａ
以
上
、

下
肢

又
は

体
幹

機

能
障

害
１

級
及

び

寝
た

き
り

の
状

態

に
あ

る
難

病
患

者

等
 

褥
瘡
（
じ
ょ
く
そ
う
）

の
防
止
又

は

失
禁
等
に
よ
る
汚
染
若

し
く
は
損

傷

を
防

止
で

き
る

機
能

を
有

す
る

も

の
。
 

５
年

３
歳

以
上

特
殊
尿
器
 

6
3
,6
5
0円

 
下

肢
又

は
体

幹
機

能
障

害
１

級
（

常

時
介

護
を

要
す

る

者
）

及
び

自
力

で

排
尿

で
き

な
い

難

病
患

者
等
 

尿
が

自
動

的
に

吸
引

さ
れ

る
も

の

で
、
障
害
者
又
は
介
護

者
が
容
易

に

使
用
し
得
る
も
の
。
 

   

５
年

小
学

校
就

学
以

上
 

入
浴
担
架
 

7
8
,2
8
0円

 
下

肢
又

は
体

幹
機

能
障

害
２

級
以

上

（
常

時
介

護
を

要

す
る

者
）
 

障
害
者
を
担
架
に
乗
せ

た
ま
ま
リ

フ

ト
装
置
に
よ
り
入
浴
さ
せ
る
も
の
。

５
年

３
歳

以
上

体
位
変
換
器
 

1
4
,2
5
0円

 
下

肢
又

は
体

幹
機

能
障

害
２

級
以

上

（
常

時
介

護
を

要

す
る

者
）

及
び

寝

た
き

り
の

状
態

に

あ
る

難
病

患
者

等
 

介
護
者
が
障
害
者
の
体

位
を
変
換

さ

せ
る

の
に

容
易

に
使

用
し

得
る

も

の
。
 

   

５
年

小
学

校
就

学
以

上
 

移
動
リ
フ
ト
 

1
5
1,
0
50
円
 

（
工
事
を

伴

わ
な

い
も

の
）
 

下
肢

又
は

体
幹

機

能
障

害
２

級
以

上

及
び

下
肢

又
は

体

幹
機

能
に

障
害

の

あ
る

難
病

患
者

等
 

介
護
者
が
重
度
障
害
児

（
者
）
を

移

動
さ
せ
る
に
当
た
っ
て

、
容
易
に

使

用
し
得
る
も
の
。
た
だ

し
、
天
井

走

行
型
そ
の
他
住
宅
改
修

を
伴
う
も

の

を
除
く
。
 

４
年

３
歳

以
上

5
0
0,
0
00
円
 

（
工
事
を

伴

う
も
の
）
 

下
肢

又
は

体
幹

機

能
障

害
２

級
以

上

で
移

動
が

困
難

な

者
 

介
護
者
が
重
度
障
害
児

（
者
）
を

移

動
さ
せ
る
に
当
た
っ
て

、
容
易
に

使

用
し
得
る
も
の
で
、
天

井
走
行
型

そ

の
他
住
宅
改
修
を
伴
う
も
の
。
 

８
年

小
学

校
就

学
以

上
 

 

 
階
段
昇
降
機
 

5
0
0,
0
00
円
 

下
肢

又
は

体
幹

機

能
障

害
２

級
以

上

で
移

動
が

困
難

な

者
 

階
段

を
歩
い

て
昇

降
で

き
な

い
重

度

の
障

害
児
（

者
）

が
容

易
に

昇
降

で

き
る

も
の

。
 

 

８
年

小
学

校
就

学
以

上
 

段
差
昇
降
機
 

5
0
0,
0
00
円
 

下
肢

又
は

体
幹

機

能
障

害
２

級
以

上

で
移

動
が

困
難

な

者
 

車
椅

子
利

用
者
 

   

８
年

小
学

校
就

学
以

上
 

訓
練

椅
子

（
障

害
児

の

み
）
 

3
3
,1
0
0円

 
下

肢
又

は
体

幹
機

能
障
害
２
級
以
上
 

原
則

と
し
て

、
附

属
の

テ
ー

ブ
ル

を

つ
け

る
も

の
と

す
る

。
 

５
年

３
歳

以
上

訓
練

用
ベ

ッ

ド
 

1
5
9,
2
00
円
 

下
肢

又
は

体
幹

機

能
障

害
２

級
以

上

の
児

童
及

び
下

肢

又
は

体
幹

機
能

に

障
害

が
あ

る
難

病

患
者
等
 

上
肢

又
は
下

肢
の

訓
練

が
で

き
る

器

具
を

備
え

た
も

の
。
 

８
年

小
学

校
就

学
以

上
 

自
立

生
活

支
援
用
具

入
浴

補
助

用

具
 

8
5
,5
0
0円

 
下

肢
、

体
幹

機
能

障
害

者
又

は
難

病

患
者

等
で

あ
っ

て
、

入
浴

に
介

助

を
要
す
る
も
の
 

入
浴

時
の
移

動
、

座
位

の
保

持
、

浴

槽
へ

の
入
水

等
を

補
助

で
き

、
障

害

児
（

者
）
又

は
介

助
者

が
容

易
に

使

用
し

得
る
も

の
。

た
だ

し
、

設
置

に

当
た

り
住
宅

改
修

を
伴

う
も

の
を

除

く
。
 

８
年

３
歳

以
上

 
便
器
 

便
器
 

8
,
90
0円

 

手
す
り
 

1
0
,8
0
0円

 

下
肢

、
体

幹
機

能

障
害

２
級

以
上

及

び
常

時
介

護
を

要

す
る
難
病
患
者
等
 

障
害

者
及
び

介
助

者
が

容
易

に
使

用

し
得

る
も
の

。
た

だ
し

、
取

替
え

に

当
た

り
住
宅

改
修

を
伴

う
も

の
を

除

く
。
 

８
年

小
学

校
就

学
以

上
 

Ｔ
字

杖
、

棒

状
の
杖
 

3
,
00
0円

 
平

衡
、

下
肢

又
は

体
幹

機
能

障
害

児

（
者
）
 

障
害

者
が

容
易

に
利

用
で

き
る

も

の
。

施
設

利
用

者
も

可
。
 

４
年

３
歳

以
上

移
動

、
移

乗

支
援
用
具
 

5
7
,0
0
0円

 
平

衡
、

下
肢

又
は

体
幹

機
能

障
害

で
、

家
庭

内
の

移

動
等

に
お

い
て

介

助
を

必
要

と
す

る

者
及

び
下

肢
が

不

自
由

な
難

病
患

者

等
 

お
お

む
ね
次

の
よ

う
な

性
能

を
有

す

る
手

す
り
、

ス
ロ

ー
プ

等
で

あ
る

こ

と
。
 

１
 
障

害
児

（
者

）
の

身
体

機
能

の

状
態

を
十

分
踏

ま
え

た
も

の
で

あ
っ

て
、

必
要
な

強
度

と
安

定
性

を
有

す
る

も
の

。
 

２
 
転

倒
予

防
、

立
ち

上
が

り
動

作

の
補

助
、

移
乗
動

作
の

補
助

、
段

差
解

消
等

の
用
具

と
す

る
。

た
だ

し
、

設
置

に
当
た

り
住

宅
改

修
を

伴
う

も
の

を
除

く
。
 

８
年

３
歳

以
上
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頭
部
保
護
帽
 

1
2
,1
6
0円

 
平

衡
、

下
肢

又
は

体
幹

機
能

障
害

者
、

知
的

障
害

者

（
て

ん
か

ん
の

発

作
等

に
よ

り
頻

繁

に
転

倒
す

る
者

）
 

転
倒
の
衝
撃
か
ら
頭
部

を
保
護
で

き

る
も
の
。
施
設
利
用
者
も
可
 

３
年

 

特
殊
便
器
 

1
4
3,
6
40
円
 

上
肢

障
害

２
級

以

上
、

知
的

障
害

Ａ

２
以

上
又

は
上

肢

機
能

に
障

害
の

あ

る
難

病
患

者
等
 

温
水
温
風
を
出
し
得
る
も
の
。
 

８
年

小
学

校
就

学
以

上
 

火
災
警
報
器
 

1
5
,5
0
0円

 
身

体
障

害
２

級
以

上
、

知
的

障
害

Ａ

以
上

（
火

災
発

生

の
感

知
及

び
避

難

が
著

し
く

困
難

な

障
害

者
の

み
の

世

帯
及

び
こ

れ
に

準

ず
る

世
帯

）
 

室
内
の
火
災
を
煙
又
は

熱
に
よ
り

感

知
し
、
音
又
は
光
を
発

し
屋
外
に

も

警
報
ブ
ザ
ー
で
知
ら
せ
得
る
も
の
。

８
年

 

自
動
消
火
器
 

2
8
,7
0
0円

 
身

体
障

害
２

級
以

上
、

知
的

障
害

Ａ

以
上

（
火

災
発

生

の
感

知
及

び
避

難

が
著

し
く

困
難

な

障
害

者
の

み
の

世

帯
及

び
こ

れ
に

準

ず
る

世
帯

）
並

び

に
火

災
の

発
生

の

感
知

及
び

避
難

が

著
し

く
困

難
な

難

病
患

者
等

の
み

の

世
帯

及
び

こ
れ

に

準
ず

る
世

帯
 

室
内
温
度
の
異
常
上
昇

又
は
炎
の

接

触
で
自
動
的
に
消
火
液

を
噴
出
し

、

初
期
火
災
を
消
火
し
得
る
も
の
。
 

８
年

 

 
電
磁
調
理
器
 

3
8
,9
5
0円

 
視

覚
障

害
２

級
以

上
、

知
的

障
害

Ａ

以
上

（
視

覚
又

は

知
的

障
害

者
の

み

の
世

帯
及

び
こ

れ

に
準

ず
る

世
帯

）
 

障
害

者
が

容
易

に
使

用
し

得
る

も

の
。
 

６
年

１
８

歳
以

上
 

歩
行

時
間

延

長
信

号
機

用

小
型
送
信
機
 

7
,
00
0円

 
視

覚
障

害
２

級
以

上
 

視
覚
障
害
者
が
容
易
に

使
用
し
得

る

も
の
。
 

６
年

１
８

歳
以

上
 

 

 
聴

覚
障

害
者

用
屋

内
信

号

装
置
 

8
3
,0
3
0円

 
聴

覚
障

害
２

級

（
聴

覚
障

害
者

の

み
の

世
帯

及
び

こ

れ
に

準
ず

る
世

帯

で
日

常
生

活
上

必

要
と

認
め

ら
れ

る

世
帯
）
 

音
声

等
を
視

覚
、

触
覚

等
に

よ
り

知

覚
で

き
る

も
の

。
 

１
０

年
 

１
８

歳
以

上
 

在
宅

療
養

等
支

援
用

具
 

透
析

液
加

温

器
 

5
1
,5
0
0円

 
腎

臓
機

能
障

害
３

級
以

上
で

自
己

連

続
携

行
式

腹
膜

灌

流
法
（
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｄ
）

に
よ

る
透

析
療

法

を
行
う
者
 

透
析

液
を
加

温
し

、
一

定
温

度
に

保

つ
も

の
。
 

５
年

３
歳

以
上

ネ
ブ

ラ
イ
 

ザ
ー

（
吸

入

器
）
 

3
6
,0
0
0円

 
呼

吸
器

機
能

障
害

３
級

以
上

又
は

同

程
度

の
障

害
で
 

あ
っ

て
、

必
要

と

認
め

ら
れ

る
者

及

び
呼

吸
器

機
能

に

障
害

の
あ

る
難

病

患
者
等
 

障
害

者
及
び

介
護

者
が

容
易

に
使

用

し
得

る
も

の
。
 

５
年

３
歳

以
上

電
気

式
た

ん

吸
引
器
 

5
6
,4
0
0円

 
呼

吸
器

機
能

障
害

３
級

以
上

又
は

同

程
度

の
障

害
で
 

あ
っ

て
、

必
要

と

認
め

ら
れ

る
者

及

び
呼

吸
器

機
能

に

障
害

の
あ

る
難

病

患
者
等
 

障
害

者
及
び

介
護

者
が

容
易

に
使

用

し
得

る
も

の
。
 

５
年

３
歳

以
上

酸
素

ボ
ン

ベ

運
搬
車
 

1
7
,0
0
0円

 
医

療
保

険
に

お
け

る
在

宅
酸

素
療

法

を
行
う
者
 

障
害

者
及
び

介
護

者
が

容
易

に
使

用

し
得

る
も

の
。
 

１
０

年
 

１
８

歳
以

上
 

盲
人

用
体

温

計
(
音
声
式
) 

9
,
00
0円

 
視

覚
障

害
２

級
以

上
（

盲
人

の
み

の

世
帯

及
び

こ
れ

に

準
ず
る
世
帯
）
 

視
覚

障
害
者

が
容

易
に

使
用

し
得

る

も
の

。
 

５
年

小
学

校
就

学
以

上
 

盲
人

用
体

重

計
 

1
8
,0
0
0円

 
視

覚
障

害
２

級
以

上
（

盲
人

の
み

の

世
帯

及
び

こ
れ

に

準
ず
る
世
帯
）
 

視
覚

障
害
者

が
容

易
に

使
用

し
得

る

も
の

。
 

５
年

小
学

校
就

学
以

上
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動

脈
血

中
酸

素
飽

和
度

測

定
器

（
パ

ル

ス
オ

キ
シ
 

メ
ー
タ
ー
）
 

1
4
1,
7
50
円
 

人
工

呼
吸

器
の

装

着
が

必
要

な
難

病

患
者

等
 

呼
吸
器
状
態
を
継
続
的

に
モ
ニ
タ

リ

ン
グ
す
る
こ
と
が
可
能

な
機
能
を

有

し
、
難
病
患
者
等
が
容

易
に
使
用

し

得
る
も
の
。
 

６
年

 

情
報

・
意

思
疎

通
支

援
用
具
 

携
帯

用
会

話

補
助
装
置
 

9
8
,8
0
0円

 
音

声
言

語
機

能
障

害
又

は
肢

体
不

自

由
者

で
あ

っ
て

、

発
声

・
発

語
に

著

し
い

障
害

を
有

す

る
も

の
 

携
帯
式
で
、
言
葉
を
音

声
又
は
文

章

に
変
換
す
る
機
能
を
有

し
、
障
害

者

が
容
易
に
使
用
し
得
る
も
の
。
 

５
年

小
学

校
就

学
以

上
 

情
報

・
通

信

支
援
用
具
 

1
4
2,
5
00
円
 

視
覚

又
は

上
肢

機

能
障

害
２

級
以

上
 

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
入

力
等
が
可

能

と
な
る
周
辺
機
器
。
 

６
年

小
学

校
就

学
以

上
 

点
字

デ
ィ

ス

プ
レ
イ
 

3
8
3,
5
00
円
 

視
覚

障
害

及
び

聴

覚
障

害
の

重
度

重

複
障

害
者

（
原

則

と
し

て
視

覚
障

害

２
級

以
上

か
つ

聴

覚
障

害
２

級
）

又

は
点

字
を

使
用

す

る
視

覚
障

害
者

で

あ
っ

て
、

必
要

と

認
め

ら
れ

る
も

の
 

文
字
等
の
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
の
画

面

情
報
を
点
字
等
に
よ
り

示
す
こ
と

の

で
き
る
も
の
。
 

６
年

１
８

歳
以

上
 

点
字
器
 

1
0
,4
0
0円

 
視

覚
障

害
２

級
以

上
 

点
字
板
 

７
年

小
学

校
就

学
以

上
 

点
字

タ
イ

プ

ラ
イ
タ
ー
 

6
3
,1
0
0円

 
視

覚
障

害
２

級
以

上
 

視
覚
障
害
者
が
容
易
に

使
用
し
得

る

も
の
。
 

５
年

小
学

校
就

学
以

上
 

視
覚

障
害

者

用
ポ

ー
タ

ブ

ル
レ

コ
ー
 

ダ
ー
 

録
音
再
生

機
 

8
9
,8
0
0円

 

再
生
専
用

機
 

3
6
,7
5
0円

 

視
覚

障
害

２
級

以

上
 

音
声
等
に
よ
り
操
作
ボ

タ
ン
が
知

覚

又
は
認
識
で
き
、
か
つ

、
視
覚
障

害

者
が
容
易
に
録
音
及
び

再
生
で
き

る

も
の
。
 

６
年

小
学

校
就

学
以

上
 

 

 
視

覚
障

害
者

用
活

字
文

書

読
み

上
げ

装

置
 

1
1
5,
0
00
円
 

視
覚

障
害

２
級

以

上
 

文
字

情
報
と

同
一

紙
面

上
に

記
載

さ

れ
た

当
該
文

字
情

報
を

暗
号

化
し

た

情
報

を
読
み

取
り

、
音

声
信

号
に

変

換
し

て
出
力

す
る

機
能

を
有

す
る

も

の
で

、
視
覚

障
害

者
が

容
易

に
使

用

し
得

る
も

の
。
 

６
年

小
学

校
就

学
以

上
 

視
覚

障
害

者

用
拡

大
読

書

器
 

1
9
8,
0
00
円
 

視
覚

障
害

者
で
 

あ
っ

て
、

本
装

置

に
よ

り
文

字
等

を

読
む

こ
と

が
可

能

に
な
る
も
の
 

画
像

入
力

装
置

を
読

み
た

い
も

の

（
印

刷
物

等
）
の
上
に
置
く
こ
と
で
、

簡
単

に
拡

大
さ

れ
た

画
像
（
文
字

等
）

を
モ

ニ
タ

ー
に

映
し

出
せ

る
も

の
。

８
年

小
学

校
就

学
以

上
 

 
盲
人
用
時
計
 

触
読
式
 

1
0
,3
0
0円

 

音
声
式
 

1
3
,3
0
0円

 

視
覚

障
害

２
級

以

上
。

な
お

、
音

声

式
時

計
は

、
手

指

の
感

覚
に

障
害

が

あ
る

等
の

た
め

触

読
式

時
計

の
使

用

が
困

難
な

者
を

原

則
と
す
る
。
 

視
覚

障
害
者

が
容

易
に

使
用

し
得

る

も
の

。
 

１
０

年
 

１
８

歳
以

上
 

聴
覚

障
害

者

用
通
信
装
置
 

 

7
1
,0
0
0円

 
聴

覚
障

害
者

又

は
、

発
声

・
発

語

に
著

し
い

障
害

の

あ
る
者
 

一
般

の
電
話

に
接

続
す

る
こ

と
が

で

き
、

音
声
の

代
わ

り
に

、
通

信
が

可

能
な

機
器
で

あ
り

、
障

害
者

が
容

易

に
使

用
で

き
る

も
の

。
 

５
年

小
学

校
就

学
以

上
 

Ｆ
Ａ
Ｘ
 

3
5
,0
0
0円

 

聴
覚

障
害

者
又

は
、

発
声

・
発

語

に
著

し
い

障
害

の

あ
る
者
 

一
般

の
電
話

に
接

続
す

る
こ

と
が

で

き
、

音
声
の

代
わ

り
に

、
文

字
に

よ

り
通

信
が
可

能
な

機
器

で
あ

り
、

障

害
者

が
容

易
に

使
用

で
き

る
も

の
。

５
年

小
学

校
就

学
以

上
 

聴
覚

障
害

者

用
情

報
受

信

装
置
 

8
8
,9
0
0円

 
聴
覚
障
害
者
 

字
幕

及
び
手

話
通

訳
付

き
の

聴
覚

障

害
者

用
番
組

並
び

に
テ

レ
ビ

番
組

に

字
幕

及
び
手

話
通

訳
の

映
像

を
合

成

し
た

も
の
を

画
面

に
出

力
す

る
機

能

を
有

し
、
か

つ
、

災
害

時
の

聴
覚

障

害
者

向
け
緊

急
信

号
を

受
信

す
る

も

の
で

、
聴
覚

障
害

者
が

容
易

に
使

用

で
き

る
も

の
。
 

６
年

３
歳

以
上

人
工
喉
頭
 

電
動
式
 

7
0
,1
0
0円

 

笛
式
 

5
,
00
0円

 

喉
頭

摘
出

し
た

音

声
機
能
障
害
者
 

施
設

利
用

者
も

可
。
 

５
年
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点

字
図
書
 

本
代
の
実

費

相
当
分
 

主
に

、
情

報
の

入

手
を

点
字

に
よ

っ

て
い

る
視

覚
障

害

者
 

点
字
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
図
書
。
 

施
設
利
用
者
も
可
。
 

－
 

 

排
泄

管
理

支
援
用
具
 

ス
ト
マ
装
具
 

蓄
便
袋
 

月
額
 

8
,
85
8円

 

蓄
尿
袋
 

月
額
 

1
1
,6
3
9円

 

ス
ト
マ
造
設
者
 

施
設
利
用
者
も
可
。
 

－
 

３
歳

以
上

紙
オ
ム
ツ
 

月
額
 

1
2
,0
0
0円

 

高
度

の
排

便
、

排

尿
機

能
障

害
の

あ

る
全

身
性

障
害

者

等
 

施
設
利
用
者
も
可
。
身

体
障
害
者

更

生
相
談
所
の
判
定
を
受

け
る
こ
と

。

６
箇
月
単
位
で
支
給
可
能
と
す
る
。

－
 

３
歳

以
上

収
尿
器
 

8
,
50
0円

 
高

度
の

排
尿

機
能

障
害

者
 

施
設
利
用
者
も
可
。
 

１
年

３
歳

以
上

住
宅

改
修

費
 

居
宅

生
活

動

作
補
助
用
具
 

2
0
0,
0
00
円
 

下
肢

若
し

く
は

体

幹
機

能
障

害
又

は

乳
幼

児
期

以
前

の

非
進

行
性

の
病

変

に
よ

る
運

動
機

能

障
害

（
移

動
機

能

障
害

に
限

る
。
）
を

有
す

る
者

で
 

あ

っ
て

、
障

害
等

級

３
級

以
上

の
も

の

（
た

だ
し

、
特

殊

便
器

へ
の

取
替

え

を
す

る
場

合
は

、

上
肢

障
害

２
級

以

上
の

も
の

）
並

び

に
下

肢
又

は
体

幹

機
能

に
障

害
の

あ

る
難

病
者

等
 

障
害
者
の
移
動
等
を
円

滑
に
す
る

用

具
で
、
設
置
に
小
規
模

な
住
宅
改

修

を
伴
う
も
の
。
 

２
０

年
 

小
学

校
就

学
以

上
 

（
注
）
 

１
 
乳
幼
児
期
以
前
の
非
進
行
性
の
脳
病
変
に
よ
る
運
動
機
能
障

害
の
場
合
は
、
表
中
の
上
肢
、
下
肢
又
は
体
幹
機
能
障

害
に
準
じ
取
り

扱
う
も
の

と
す

る
。
 

２
 
聴
覚
障
害
者
用
屋
内
信
号
装
置
に
は
サ
ウ
ン
ド
マ
ス
タ
ー
、

聴
覚
障
害
者
用
目
覚
時
計
及
び
聴
覚
障
害
者
用
屋
内
信

号
灯
を
含
む
。
 

３
 
情
報
・
通
信
支
援
用
具
と
は
、
障
害
者
向
け
の
パ
ー
ソ
ナ
ル

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
周
辺
機
器
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
等

を
い
う
。
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   附 則 

 

 この要綱は、平成２５年４月１日から実施す

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第４０号 

 

 亀岡市暴力団排除条例の施行に伴う関係告示

の整備に関する告示を次のように定める。 

 

   平成２５年３月２９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

亀岡市暴力団排除条例の施行に伴

う関係告示の整備に関する告示 

 

 （建設工事の競争入札参加資格及び資格審査

の申請についての一部改正） 

第１条 建設工事の競争入札参加資格及び資格

審査の申請について（昭和３９年亀岡市告示

第２０号）の一部を次のように改正する。 

 第２条に次の２号を加える。 

⑼ 亀岡市暴力団排除条例（平成２４年亀

岡市条例第２４号。以下「条例」とい

う。）第２条第１号に掲げる暴力団（以

下「暴力団」という。）のほか、次のい

ずれかに該当する者（次のいずれかに該

当した者であって、その事実がなくなっ

た後２年間を経過しない者を含む。） 

ア 条例第２条第３号に掲げる暴力団員

（以下「暴力団員」という。） 

イ 法人の役員若しくはその支店若しく

は営業所を代表する者で役員以外の者

が暴力団員である者又は暴力団員がそ

の経営に関与している者 

ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の

利益を図る目的又は第三者に損害を与

える目的をもって暴力団の利用等をし

ている者 

エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等

を提供し、又は便宜を供与する等、直

接的又は積極的に暴力団の維持運営に

協力し、又は関与している者 

オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難

されるべき関係を有している者 

カ 暴力団又は暴力団員であることを知

りながらこれを不当に利用している者 

キ 暴力団及びアからカまでに定める者

の依頼を受けて入札に参加しようとす

る者 

⑽ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれの

ある団体又は公共の安全及び福祉を脅か

すおそれのある団体に属する者（その事

実がなくなった後２年間を経過しない者

を含む。） 

 第３条中「あつては」を「あっては」に改

める。 

 第５条中「有する者」を「有するもの」に

改める。 

 第７条中「よつて」を「よって」に改める。 

 第１０条第１項中「一に」を「いずれか

に」に、「いたつた」を「至った」に改め、

同項第３号中「なつた」を「なった」に改め、

同条第２項中「一に」を「いずれかに」に、

「いたつた」を「至った」に改め、同項第２

号中「よつて」を「よって」に改め、同条第

４項中「あつた」を「あった」に改める。 

 第１１条第１項中「一に」を「いずれか

に」に、「いたつた」を「至った」に、「あ

つた」を「あった」に改める。 

 別記第１号様式中「すべて」を「全て」に、
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「あて先」を「宛先」に改める。 

 別記第４号様式中「すべて」を「全て」に

改める。 

 別記第７号様式、別記第１１号様式及び別

記第１２号様式中「あて先」を「宛先」に改

める。 

 （物品に関する指名競争入札参加資格及び審

査等に関する要綱の一部改正） 

第２条 物品に関する指名競争入札参加資格及

び審査等に関する要綱（平成１６年亀岡市告

示第１８８号）の一部を次のように改正する。 

 題名中「指名競争入札」を「競争入札」に

改める。 

 第１条中「指名競争入札（以下「指名競争

入札」という。）」を「一般競争入札及び指

名競争入札（以下「競争入札」という。）」

に、「）並びに」を「）及び」に改める。 

 第２条中「一に」を「いずれかに」に、

「指名競争入札」を「競争入札」に改め、同

条に次の２号を加える。 

⑸ 亀岡市暴力団排除条例（平成２４年亀

岡市条例第２４号。以下「条例」とい

う。）第２条第１号に掲げる暴力団（以

下「暴力団」という。）のほか、次のい

ずれかに該当する者（次のいずれかに該

当した者であって、その事実がなくなっ

た後２年間を経過しない者を含む。） 

ア 条例第２条第３号に掲げる暴力団員

（以下「暴力団員」という。） 

イ 法人の役員若しくはその支店若しく

は営業所を代表する者で役員以外の者

が暴力団員である者又は暴力団員がそ

の経営に関与している者 

ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の

利益を図る目的又は第三者に損害を与

える目的をもって暴力団の利用等をし

ている者 

エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等

を提供し、又は便宜を供与する等、直

接的又は積極的に暴力団の維持運営に

協力し、又は関与している者 

オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難

されるべき関係を有している者 

カ 暴力団又は暴力団員であることを知

りながらこれを不当に利用している者 

キ 暴力団及びアからカまでに定める者

の依頼を受けて入札に参加しようとす

る者 

⑹ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれの

ある団体又は公共の安全及び福祉を脅か

すおそれのある団体に属する者（その事

実がなくなった後２年間を経過しない者

を含む。） 

 第３条第１項中「指名競争入札に」を「競

争入札に」に、「指名競争入札参加資格審査

申請書」を「競争入札参加資格審査申請書」

に改める。 

 第４条第５号中「、認可」を「又は認可」

に改める。 

 第８条中「直ちに」を「、直ちに」に改め

る。 

 第９条第１項中「指名競争入札」を「競争

入札」に、「一に」を「いずれかに」に改め、

同項第１号中「者」を「とき。」に改め、同

項第２号中「指名競争入札」を「競争入札」

に、「妨げた者」を「妨げたとき」に、「連

合した者」を「連合したとき。」に改め、同

項第３号から第５号までの規定中「者」を

「とき。」に改め、同項第６号を次のように

改める。 

⑹ この項（この号を除く。）の規定によ

り、競争入札に参加できないこととされ

ている者を契約の締結又は契約の履行に

当たり代理人、支配人その他の使用人と

して使用したとき。 

 第９条第２項中「指名競争入札」を「競争
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入札」に改める。 

 別記第１号様式中「指名競争入札参加資格

申請書」を「競争入札参加資格審査申請書」

に、「指名競争入札に」を「競争入札に」に、

「すべて」を「全て」に改める。 

 別記第４号様式中「指名競争入札参加資格

申請書」を「競争入札参加資格審査申請書」

に改める。 

 別記第５号様式中「指名競争入札参加資格

審査申請書」を「競争入札参加資格審査申請

書」に改める。 

 （亀岡市物品等供給契約に係る指名停止等措

置要綱の一部改正） 

第３条 亀岡市物品等供給契約に係る指名停止

等措置要綱（平成１６年亀岡市告示第１８９

号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「物品に関する指名競争入札参加

資格及び審査等に関する要綱」を「物品に関

する競争入札参加資格及び審査等に関する要

綱」に、「排除」を「排除等」に改める。 

 第２条第１項中「及び別表第２」を「、別

表第２又は別表第３」に改め、同条第２項を

次のように改める。 

２ 市長又はその委任を受けて契約を締結す

る者（以下「契約権者」という。）は、前

項の規定により指名停止が行われた有資格

業者を物品等供給契約のために指名しては

ならない。 

 第２条に次の１項を加える。 

３ 第１項の規定により指名停止が行われた

有資格業者を現に指名しているときは、当

該指名を取り消すものとする。 

 第４条第１項及び第２項中「別表各号」を

「別表第１又は別表第２の各号」に改め、同

項に次のただし書を加える。 

 ただし、その期間は、３６箇月を超えな

いものとする。 

 第４条第２項第１号中「別表各号」を「別

表第１又は別表第２の各号」に改め、「間

に、」の次に「それぞれ」を加え、同条第３

項中「別表各号」を「別表第１又は別表第２

の各号」に改め、同条第４項中「又は」の次

に「当該行為によって」を加え、「別表各

号」を「別表第１又は別表第２の各号」に改

め、同項に次のただし書を加える。 

 ただし、その期間は、３６箇月を超えな

いものとする。 

 第４条第５項中「別表各号及び」を削り、

「範囲内で」の次に「、また、同一事案にお

いて別の措置要件に該当することが明らかに

なったときは、別表第１又は別表第２の各号

に定めるところにより、それぞれ」を加え、

同項に次のただし書を加える。 

 ただし、その期間は、３６箇月を超えな

いものとする。 

 第４条中第６項を第７項とし、第５項の次

に次の１項を加える。 

６ 市長は、指名停止の期間の満了した有資

格業者について、極めて悪質な事由が明ら

かとなったときは、前各項に定める期間の

範囲内で、また、同一事案において別の措

置要件に該当することが明らかとなったと

きは、別表第１又は別表第２の各号に定め

るところにより、それぞれ指名停止の期間

を変更し、当初の指名停止期間を控除した

期間についてさらに指名停止を行うことが

できる。ただし、その期間は、３６箇月を

超えないものとする。 

 第９条を第１４条とし、第８条を第１３条

とし、第７条を第１２条第２項とし、同条に

第１項として次の１項を加える。 

 市長は、別表各号に掲げる措置要件に該

当する場合のほか、物品等供給契約を受注

させるのが適当でないと認められる有資格

業者について、期間及び業種を定め、入札

に参加させないことができる。なお、参加
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させない場合は、当該有資格業者に対し、

書面でその期間及び業種を通知するものと

する。 

 第１２条の前に次の２条を加える。 

 （下請等の契約） 

第１０条 契約権者は、指名停止の期間中の

有資格業者が本市の発注する物品等供給契

約を下請し、又は受託することを承認して

はならない。ただし、別表第３第１号⑵又

は同号⑶の措置要件に該当した有資格業者

についてはこの限りでない。 

 （情報の収集） 

第１１条 市長は、有資格業者に係る指名停

止事由に関する情報の収集に努めるものと

する。 

 第６条中「市長又はその委任を受けて契約

を締結する者（以下「契約権者」とい

う。）」を「契約権者」に改め、同条ただし

書中「ただし、」の次に「災害時に緊急に物

品等供給契約を行う場合、特殊な物品等供給

契約を行う場合その他特に」を加え、同条を

第９条とし、同条の前に次の１条を加える。 

 （一般競争入札の参加資格） 

第８条 契約権者は、指名停止がなされてい

ないことを入札参加者の資格要件とするも

のとする。 

 第５条第１項中「若しくは第３条」を  

「、第３条若しくは第４条第６項」に、「第

４条第５項」を「同条第５項」に、「同条第

６項」を「同条第７項」に改め、同項後段及

びただし書を削り、同条第２項中「前項の規

定により指名停止の通知をする場合におい

て」を削り、「発注した」を「発注する」に

改め、「必要に応じ」の次に「当該有資格業

者から」を加え、「徴する」を「求める」に

改め、同条を第７条とし、第４条の次に次の

２条を加える。 

 （指名停止の審査） 

第５条 市長は、第２条第１項、第３条若し

くは前条第６項の規定により指名停止を行

い、同条第５項の規定により指名停止の期

間を変更し、又は同条第７項の規定により

指名停止を解除しようとするときは、亀岡

市物品購入等調整委員会設置要綱（平成 

１７年亀岡市訓令第９号）に規定する物品

購入等調整委員会の審査を経なければなら

ない。 

 （指名停止の承継） 

第６条 指名停止中の有資格業者から入札参

加資格を承継する者は、指名停止措置も承

継するものとする。 

 別表第１を次のように改める。 

 



 
亀 岡 市 公 報 

 125

第８１９号平成２５年４月１５日発行 

別表第１（第２条、第４条関係） 

 事故等に基づく措置基準 

措置要件 期間 

 （過失による粗雑な履行） 
１ 物品等供給契約の履行に当たり、過失により粗雑な履行
をしたと認められるとき。 
⑴ 会計検査院又は監査委員に文書で指摘されたとき。 
ア 本市が発注する物品等供給契約のとき。 
イ 府内の他の物品等供給契約のとき。 

⑵ ⑴に掲げる場合のほか、本市が発注する物品等供給契
約において粗雑な履行をしたと認められるとき。 
ア 粗雑の程度が極めて重大※１なとき。 
イ 粗雑の程度が重大なとき。 

⑶ 本市が発注する物品等供給契約において成績が著しく
不良なとき。 

 
当該認定をした日から 
 
 
３箇月 
２箇月 
 
 
３箇月 
１箇月 
１箇月 

 （安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故） 
２ 物品等供給契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適
切であったため、第三者に死亡者若しくは負傷者※２を生じ
させ、又は損害を与えたと認められるとき。 
⑴ 死亡者を生じさせたとき又は重大な事故を生じさせた
とき。 
ア 本市が発注する物品等供給契約における事故 
イ 府内の他の物品等供給契約における事故 
ウ 府外の物品等供給契約における事故（多数の死傷者
を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生
じさせたとき。） 

⑵ 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 
ア 本市が発注する物品等供給契約における事故 
イ 府内の他の物品等供給契約における事故 

 
当該認定をした日から 
 
 
 
 
６箇月 
３箇月 
２箇月 
 
 
 
３箇月 
２箇月 

 （安全管理措置の不適切により生じた履行関係者事故） 
３ 物品等供給契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適
切であったため、物品等供給契約の履行関係者に死亡者又
は負傷者を生じさせたと認められるとき。 
⑴ 死亡者を生じさせたとき。 
ア 本市が発注する物品等供給契約における事故 
イ 府内の他の物品等供給契約における事故 
ウ 府外の物品等供給契約における事故（多数の死傷者
を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生
じさせたとき。） 

⑵ 負傷者を生じさせたとき。 
ア 本市が発注する物品等供給契約における事故 
イ 府内の他の物品等供給契約における事故 

 
当該認定をした日から 
 
 
 
２箇月 
１箇月 
１箇月 
 
 
 
１箇月 
１箇月 
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 別表第２を次のように改める。 

 

別表第２（第２条、第４条関係） 

 不正行為等に基づく措置基準 

措置要件 期間 

 （贈賄） 

１ 有資格業者等※３が有資格業者の営業※４に関し、贈賄の

容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 

⑴ 本市の職員に対する贈賄 

⑵ 府内の他の公共機関※５の職員に対する贈賄 

⑶ 府外の公共機関の職員に対する贈賄 

 

当該認定をした日から 

 

３６箇月 

１８箇月 

１２箇月 

 （独占禁止法違反） 

２ 有資格業者等が有資格業者の営業に関し、私的独占の禁

止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第

５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条又は第８条

第１号の規定に違反し、物品等供給契約に係る契約の相手

方として不適当であると認められるとき。※６ 

⑴ 公正取引委員会の告発又は違反の認定があったとき。

ア 本市が発注する物品等供給契約における違反 

イ 府内の他の物品等供給契約における違反 

ウ 府外の物品等供給契約における違反 

⑵ 公正取引委員会の排除措置命令、審決、課徴金納付命

令又は違反の認定があったとき。 

ア 本市が発注する物品等供給契約における違反 

イ 府内の他の物品等供給契約における違反 

ウ 府外の物品等供給契約における違反 

 

当該認定をした日から 

 

 

 

 

 

２４箇月 

１８箇月 

１２箇月 

 

 

１８箇月 

１２箇月 

９箇月 

 （談合等） 

３ 有資格業者等が有資格業者の営業に関し、談合罪、競売

入札妨害罪又は独占禁止法第８９条に規定する罪の容疑に

より逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 

⑴ 本市の発注における談合等 

⑵ 府内における談合等 

⑶ 府外における談合等 

 

当該認定をした日から 

 

 

３６箇月 

１８箇月 

１２箇月 

 （不正又は不誠実な行為） 

４ 別表第１及び前各号に掲げる場合のほか、有資格業者等

が有資格業者の業務に関して不正又は不誠実な行為をし、

物品等供給契約に係る契約の相手方として不適当であると

認められるとき。 

⑴ 府内の他の公共機関において資格制限に該当したと

き。 

⑵ 暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたと

き。 

ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の

役員が行った暴力行為 

(ｱ) 府内における暴力行為 

 

当該認定をした日から 

 

 

 

６箇月 

 

 

 

 

 

９箇月 
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(ｲ) 府外における暴力行為 

イ アに規定する者以外が行った暴力行為 

(ｱ) 府内における暴力行為 

(ｲ) 府外における暴力行為 

⑶ 脱税行為により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

⑷ 業務関係法令※７、労働者使用関係法令※８及び環境保

全関係法令※９に重大な違反※10をしたとき。 

ア 本市が発注する物品等供給契約における違反 

イ その他の物品等供給契約における違反 

⑸ 本市が発注する物品等供給契約の入札に係る資格確認

通知又は入札通知を受けた場合において、正当な理由な

く入札に参加しなかったとき。 

⑹ 本市が発注する物品等供給契約の入札に際し、正当な

理由なく担当職員の指示に従わなかったとき。 

⑺ 本市が発注する物品等供給契約に係る入札で落札した

場合又は随意契約において見積書を採用された場合にお

いて、正当な理由なく契約を締結しなかったとき。 

⑻ 本市が発注する物品等供給契約に係る予定価格及び発

注計画等において、非公表とされている情報を不正に入

手しようとしたとき。 

６箇月 

 

６箇月 

３箇月 

３箇月 

 

 

３箇月 

１箇月 

１箇月 

 

 

２箇月 

 

３箇月 

 

 

１８箇月 

 （契約違反） 

５ 本市が発注する物品等供給契約の履行に当たり、過失に

より契約に違反するなど、物品等供給契約の相手方として

不適当であると認められるとき。 

⑴ 履行遅滞があったとき。 

ア ２箇月以上の履行遅滞 

イ １箇月以上２箇月未満の履行遅滞 

⑵ 契約相手側の責めに帰すべき事由により、本市が契約

を解除したとき。 

⑶ 正当な理由なく契約を履行しなかったとき。 

ア 契約の全部不履行 

イ 契約の一部不履行 

 

当該認定をした日から 

 

 

 

３箇月 

２箇月 

３箇月 

 

 

６箇月 

３箇月 

 （申請書等の虚偽記載） 

６ 本市が発注する物品等供給契約の契約に係る一般競争及

び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加

資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載を

し、物品等供給契約に係る契約の相手方として不適当であ

ると認められるとき。 

⑴ 物品等供給契約に係る虚偽など入札参加資格の成否に

かかわる重大なとき。 

⑵ ⑶に掲げる場合のほか入札参加資格の成否にかかわら

ないとき。 

⑶ 個人の資格に係る虚偽等で有資格業者の故意が認めら

れないが、監督責任を問うことが適当と認められると

き。 

 

当該認定をした日から 

 

 

 

 

６箇月 

 

３箇月 

 

１箇月 
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 （暴力団関係） 

７ 次のいずれかに該当し、物品等供給契約に係る契約の相

手方として不適当であると認められるとき。 

⑴ 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員

又はその支店若しくは常時物品等供給契約に係る契約を

締結する事務所の代表者（以下「役員等」という。）

が、亀岡市暴力団排除条例（平成２４年亀岡市条例第

２４号）第２条第３号に掲げる暴力団員（以下「暴力団

員」という。）であると認められるとき。 

⑵ 条例第２条第１号に規定する暴力団（以下「暴力団」

という。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している

と認められるとき。 

⑶ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を

図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力

団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給

し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴

力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認

められるとき。 

⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される

べき関係を有していると認められるとき。 

 

⑹ 本市が発注する物品等供給契約において、暴力団又は

暴力団員であると知りながら、これを不当に利用するな

どしているとき（暴力団又は暴力団員から脅迫を受けた

ことにより行ったときを除く。）。 

 

当該認定をした日から 

 

２４箇月を経過し、か

つ、改善されたと認め

られる日まで 

 

 

 

２４箇月を経過し、か

つ、改善されたと認め

られる日まで 

１２箇月を経過し、か

つ、改善されたと認め

られる日まで 

１２箇月を経過し、か

つ、改善されたと認め

られる日まで 

 

１２箇月を経過し、か

つ、改善されたと認め

られる日まで 

１２箇月を経過し、か

つ、改善されたと認め

られる日まで 

 （その他） 

８ 有資格業者等に極めて重大な反社会的行為があり、物品

等供給契約に係る契約の相手方として不適当であると認め

られるとき。 

⑴ 禁錮
こ

以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕、書類送

検若しくは起訴され、又は禁錮
こ

以上の刑若しくは刑法の

規定による罰金刑を宣告されたとき。 

⑵ 極めて重大な反社会的な行為※11があり、新聞等により

報道されて、契約の相手方として不適当なとき。 

 

当該認定をした日から 

 

 

３箇月 

 

 

３箇月 

９ 物品等供給契約以外の業務の契約に係る指名停止の措置

要件に該当し、本市から指名停止を受けたとき。 

当該認定をした日から

当該措置要件に係る指

名停止の期間が終了す

る日まで 

 

 別表第２の次に次の１表を加える。 
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別表第３（第２条、第４条関係） 

 経営状況に基づく措置基準 

措置要件 期間 

 （経営状況） 

 金融機関から取引停止となったときなどにより、物品等供

給契約に係る契約の相手方として不適当であると認められる

とき。 

⑴ 金融機関から取引停止となったとき。 

⑵ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更

生手続開始の申立てをしたとき。 

 

⑶ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再

生手続開始の申立てをしたとき。 

 

⑷ 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続

開始の申立てをしたとき又は破産手続開始の決定を受け

たとき。 

 

当該認定をした日から 

 

 

取引再開まで 

更生手続の開始決定

後、入札参加資格の再

認定があったときまで 

再生計画の認可決定

後、入札参加資格の再

認定があったときまで 

備考 
 別表第１及び別表第２の各号において、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定め
るところによる。 
※１ 「粗雑の程度が極めて重大」とは、物品の使用が不能になる場合等をいう。 
※２ 「負傷者」とは、治療１８０日以上の傷害又は完治の見込みのない傷害を受け

た者をいう。 
※３ 「有資格業者等」とは、有資格業者のほか、有資格業者である個人、有資格業

者である法人の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事、監査役若し
くはこれらに準ずる者、支配人若しくは本店若しくは支店の事業の主任者（いか
なる名称によるかを問わず、有資格業者に対し、これらと同等以上の支配力を有
すると認められる者を含む。）又はその使用人をいう。 

※４ 「営業」とは、個人の私生活上の行為以外で有資格業者が行っている営業全般
をいう。 

※５ 「公共機関」とは、贈収賄が成立する全ての機関（国の機関、地方公共団体、
公社等）をいう。 

※６ 独占禁止法違反を行った有資格業者に、違反後、合併、会社分割又は営業譲渡
があった場合で、当該有資格業者の営業を承継した者の営業が、当該有資格業者
の営業と継続性及び同一性を有すると認められるときは、第１２条を適用する。 

※７ 「業務関係法令」とは、警備業法（昭和４７年法律第１１７号）等をいう。 
※８ 「労働者使用関係法令」とは、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）等をいう。 
※９ 「環境保全関係法令」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年

法律第１３７号）、騒音規制法（昭和４３年法律第９８号）等をいう。 
※10 「重大な違反」とは、当該法令違反により逮捕、書類送検若しくは起訴された

とき、監督官庁から処分を受けたとき又は本市の所管業務において告発されたと
き等をいう。 

※11 「反社会的な行為」とは、法令等に違反する行為を前提とする。また、極めて
重大な反社会的行為が業務に関しないものであることにより別表第２第８号を適
用して指名停止を措置する場合の期間は、当該行為が業務に関するものである場
合に、別表第１及び前各号に基づき措置する期間を限度とする。 

 

 

 



 
亀 岡 市 公 報 

 130 

第８１９号平成２５年４月１５日発行 

 （測量・建設コンサルタント等の入札参加資

格、資格審査の申請及び業者選定に関する要綱

の一部改正） 

第４条 測量・建設コンサルタント等の入札参

加資格、資格審査の申請及び業者選定に関す

る要綱（平成７年亀岡市告示第６３号）の一

部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「一に」を「いずれかに」

に改め、同項第７号を次のように改める。 

⑺ 亀岡市暴力団排除条例（平成２４年亀

岡市条例第２４号。以下「条例」とい

う。）第２条第１号に掲げる暴力団（以

下「暴力団」という。）のほか、次のい

ずれかに該当する者（次のいずれかに該

当した者であって、その事実がなくなっ

た後２年間を経過しない者を含む。） 

ア 条例第２条第３号に掲げる暴力団員

（以下「暴力団員」という。） 

イ 法人の役員若しくはその支店若しく

は営業所を代表する者で役員以外の者

が暴力団員である者又は暴力団員がそ

の経営に関与している者 

ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の

利益を図る目的又は第三者に損害を与

える目的をもって暴力団の利用等をし

ている者 

エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等

を提供し、又は便宜を供与する等、直

接的又は積極的に暴力団の維持運営に

協力し、又は関与している者 

オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難

されるべき関係を有している者 

カ 暴力団又は暴力団員であることを知

りながらこれを不当に利用している者 

キ 暴力団及びアからカまでに定める者

の依頼を受けて入札に参加しようとす

る者 

 第２条第１項に次の１号を加える。 

⑻ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれの

ある団体又は公共の安全及び福祉を脅か

すおそれのある団体に属する者（その事

実がなくなった後２年間を経過しない者

を含む。） 

 第４条第１項中「国土交通省統一様式」を

「、国土交通省統一様式」に改める。 

 第８条第１項中「一に」を「いずれかに」

に、「その資格」を「、その資格」に改め、

同条第２項中「一に」を「いずれかに」に、

「当該被承継人」を「、当該被承継人」に改

める。 

 第９条第１項中「一に」を「いずれかに」

に改め、同項第１号中「者」を「とき。」に

改め、同項第２号中「妨げた者」を「妨げた

とき」に、「連合した者」を「連合したと

き。」に改め、同項第３号から第５号までの

規定中「者」を「とき。」に改め、同項第６

号を次のように改める。 

⑹ この項（この号を除く。）の規定によ

り、競争入札に参加できないこととされ

ている者を契約の締結又は契約の履行に

当たり代理人、支配人その他の使用人と

して使用したとき。 

 （亀岡市公共工事からの暴力団等排除対策措

置要綱の一部改正） 

第５条 亀岡市公共工事からの暴力団等排除対

策措置要綱（昭和６３年亀岡市告示第２７

号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「建設業」を「、建設業」に改め

る。 

 第３条第１項中「産業観光部長、まちづく

り推進部長、上下水道部長」を「企画管理部

長」に改め、「、社会福祉課長、農林振興課

長」及び「、都市計画課長」を削り、「建築

住宅課長」の次に「、水道課長」を加え、同

条第２項中「上下水道部長及び契約検査課

長」を「企画管理部長」に改める。 
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 第４条第１項中「（以下「有資格業者」と

いう。）が別表各号」を「が亀岡市指名競争

入札等における業者の指名停止措置要綱（平

成６年亀岡市告示第９４号）別表第２第８

号」に、「一に」を「いずれかに」に改め、

同条第２項を削る。 

 第５条の見出し中「警察本部長」を「警

察」に改め、同条中「を経由の上、警察本部

長」を削る。 

 第６条及び第７条を削る。 

 第８条中「部課長」を「公共工事発注関係

部課の長」に改め、同条を第６条とし、第９

条を第７条とし、第１０条を第８条とする。 

 別表を削る。 

 （亀岡市指名競争入札等における業者の指名

停止措置要綱の一部改正） 

第６条 亀岡市指名競争入札等における業者の

指名停止措置要綱（平成６年亀岡市告示第 

９４号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「及び別表第２」を「、別

表第２又は別表第３」に、「ついて」を「対

する」に改め、同条第２項中「市長は、指名

停止に係る」を「第１項の規定により指名停

止を行われた」に改め、「ときは、」の次に

「当該」を加え、同項を同条第３項とし、同

条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 市長又はその委任を受けて契約を締結す

る者（以下「契約権者」という。）は、前

項の規定により指名停止を行われた有資格

業者を工事等の契約のために指名してはな

らない。 

 第３条第１項中「元請人」を「元請負人」

に改め、同条第２項中「有資格業者である」

を削り、同条第３項中「よる指名停止に係

る」を「より指名停止を行われた」に改め、

同条に次の１項を加える。 

４ 前条第２項及び第３項の規定は、前３項

の場合について準用する。 

 第４条第１項中「別表各号」を「別表第１

又は別表第２の各号」に改め、同条第２項中

「になった」を「となった」に、「別表各

号」を「別表第１又は別表第２の各号」に改

め、同項に次のただし書を加える。 

 ただし、その期間は、３６箇月を超えな

いものとする。 

 第４条第２項第１号中「別表各号」を「別

表第１又は別表第２の各号」に改め、「指名

停止の」の次に「期間中又は当該」を加え、

「（指名停止の期間中を含む。）」を削り、

「とき。」を「場合（次号及び第３号に掲げ

る場合を除く。）」に改め、同項第２号及び

第３号中「指名停止の」の次に「期間中又は

当該」を加え、「（指名停止の期間中を含

む。）」を削り、「とき。」を「場合」に改

め、同条第３項中「別表各号」を「別表第１

又は別表第２の各号」に改め、同条第４項中

「又は」の次に「当該行為によって」を加え、

「別表各号」を「別表第１又は別表第２の各

号」に改め、同項に次のただし書を加える。 

 ただし、その期間は、３６箇月を超えな

いものとする。 

 第４条第５項中「別表各号及び」を削り、

「範囲内で」の次に「、また、同一事案にお

いて別の措置要件に該当することが明らかに

なったときは、別表第１又は別表第２の各号

に定めるところにより、それぞれ」を加え、

同項に次のただし書を加える。 

 ただし、その期間は、３６箇月を超えな

いものとする。 

 第４条中第６項を第７項とし、第５項の次

に次の１項を加える。 

６ 市長は、指名停止の期間の満了した有資

格業者について、極めて悪質な事由が明ら

かとなったときは、前各項に定める期間の

範囲内で、また、同一事案において別の措

置要件に該当することが明らかとなったと
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きは、別表第１又は別表第２の各号に定め

るところにより、それぞれ指名停止の期間

を変更し、当初の指名停止期間を控除した

期間についてさらに指名停止を行うことが

できる。ただし、その期間は、３６箇月を

超えないものとする。 

 第９条中「市長は、」の次に「有資格業者

について」を加え、「当該有資格業者に対

し、」を削り、同条を第１２条第２項とし、

同条に第１項として次の１項を加える。 

 市長は、別表各号に掲げる措置要件に該

当する場合のほか、工事等を受注させるの

が適当でないと認められる有資格業者につ

いて、期間及び業種を定め、入札に参加さ

せないことができる。なお、参加させない

場合は、当該有資格業者に対し、書面でそ

の期間及び業種を通知するものとする。 

 第１２条の前に次の１条を加える。 

 （情報の収集） 

第１１条 市長は、有資格業者に係る指名停

止事由に関する情報の収集に努めるものと

する。 

 第８条中「の全部若しくは一部」を削り、

同条に次のただし書を加える。 

 ただし、別表第３第１号⑵又は同号⑶の

措置要件に該当した有資格業者については

この限りでない。 

 第８条を第１０条とする。 

 第７条中「市長又はその委任を受けて契約

を締結する者（以下「契約権者」とい

う。）」を「契約権者」に、「してはならな

い」を「しないものとする」に改め、同条た

だし書中「ただし、」の次に「災害時の応急

工事、特殊技術を要する工事を発注する場合

その他特に」を加え、同条を第９条とし、同

条の前に次の１条を加える。 

 （一般競争入札の参加資格） 

第８条 契約権者は、指名停止がなされてい

ないことを入札公告で示す入札参加者の資

格とするものとする。 

 第５条第１項中「若しくは第３条各項」を

「、第３条若しくは第４条第６項」に、「第

４条第５項」を「同条第５項」に、「同条第

６項」を「同条第７項」に改め、同項後段及

びただし書を削り、同条第２項中「前項の規

定により指名停止の通知をする場合におい

て、」を削り、「した工事に」を「する工事

等に」に改め、「必要に応じ」の次に「当該

有資格業者から」を加え、「徴する」を「求

める」に改め、同条を第７条とする。 

 第６条を次のように改める。 

 （指名停止の承継） 

第６条 指名停止中の有資格業者から入札参

加資格を承継する者は、指名停止措置も承

継するものとする。 

 第４条の次に次の１条を加える。 

 （指名停止の審査） 

第５条 市長は、第２条第１項、第３条若し

くは第４条第６項の規定により指名停止を

行い、同条第５項の規定により指名停止の

期間を変更し、又は同条第７項の規定によ

り指名停止を解除しようとするときは、亀

岡市工事請負業者選定事務処理要領（昭和

４５年亀岡市訓令第５号）第７条第１項に

規定する指名委員会（以下「指名委員会」

という。）の審査を経なければならない。 

 本則に次の１条を加える。 

 （その他） 

第１３条 契約権者は、別表各号に掲げる措

置要件に該当する場合のほか、工事等を受

注させるのが適当でないと認められる有資

格業者について、指名委員会の審査を経て、

当該工事等の指名の対象から外すことがで

きる。 

２ 市長は、別に定めるところにより、指名

停止を行った有資格業者の商号又は名称、 
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指名停止の期間及び理由等を公表するものとする。ただし、当該指名停止が別表第３の措置要

件に該当することを理由としたものであるときはこの限りでない。 

 別表第１を次のように改める。 

 

別表第１（第２条、第４条関係） 

 事故等に基づく措置基準 

措置要件 期間 

 （過失による粗雑工事等） 
１ 工事等の実施に当たり、過失により工事等を粗雑にした
と認められるとき。 
⑴ 会計検査院又は監査委員に文書で指摘されたとき。 
ア 本市が発注する工事等のとき。 
イ 府内の他の工事等のとき。 

⑵ ⑴に掲げる場合のほか、本市が発注する工事等におい
て粗雑な履行をしたと認められるとき。 
ア 粗雑の程度が極めて重大なとき。 
イ 粗雑の程度が重大なとき。 

⑶ 本市が発注する工事等において成績が著しく不良※１

なとき。 

 
当該認定をした日から 
 
 
３箇月 
２箇月 
 
 
３箇月 
１箇月 
１箇月 

 （安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故） 
２ 工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であっ
たため、公衆に死亡者若しくは負傷者※２を生じさせ、又
は損害を与えたと認められるとき。 
⑴ 死亡者を生じさせたとき又は火災、水害、その他重大
な事故を生じさせたとき。 
ア 本市が発注する工事等における事故 
イ 府内の他の工事等における事故 
ウ 府外の工事等における事故（多数の死傷者を出すな
ど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせた
とき。） 

⑵ 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 
ア 本市が発注する工事等における事故 
イ 府内の他の工事等における事故 

 
当該認定をした日から 
 
 
 
 
６箇月 
３箇月 
２箇月 
 
 
 
３箇月 
２箇月 

 （安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故）
３ 安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に
死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 

 
当該認定をした日から 
 

⑴ 死亡者を生じさせたとき。 
ア 本市が発注する工事等における事故 
イ 府内の他の工事等における事故 
ウ 府外の工事等における事故（多数の死傷者を出すな
ど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせた
とき。） 

⑵ 負傷者を生じさせたとき。 
ア 本市が発注する工事等における事故 
イ 府内の他の工事等における事故 

 
２箇月 
１箇月 
１箇月 
 
 
 
１箇月 
１箇月 
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 別表第２を次のように改める。 

 

別表第２（第２条、第４条、第６条関係） 

 不正行為等に基づく措置基準 

措置要件 期間 

 （贈賄） 

１ 有資格業者等※３が有資格業者の営業※４に関し、贈賄の

容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 

⑴ 本市の職員に対する贈賄 

⑵ 府内の他の公共機関※５の職員に対する贈賄 

⑶ 府外の公共機関の職員に対する贈賄 

 

当該認定をした日から 

 

３６箇月 

１８箇月 

１２箇月 

 （独占禁止法違反） 

２ 有資格業者の営業に関し、私的独占の禁止及び公正取引

の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独

占禁止法」という。）第３条又は第８条第１号の規定に違

反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認めら

れるとき。※６ 

⑴ 公正取引委員会の告発又は違反の認定があったとき。

ア 本市の発注における違反 

イ 府内における違反 

ウ 府外における違反 

⑵ 公正取引委員会の排除措置命令、審決、課徴金納付命

令又は違反の認定があったとき。 

ア 本市の発注における違反 

イ 府内における違反 

ウ 府外における違反 

 

当該認定をした日から 

 

 

 

 

 

２４箇月 

１８箇月 

１２箇月 

 

 

１８箇月 

１２箇月 

９箇月 

 （談合等） 

３ 有資格業者等が有資格業者の営業に関し、談合罪、競売

入札妨害罪又は独占禁止法第８９条に規定する罪の容疑に

より逮捕、書類送検若しくは起訴されたとき又は公正取引

委員会から談合に係る告発、排除措置命令、課徴金納付命

令若しくはこれらの命令に係る違反の認定があったとき。

⑴ 本市の発注における談合等 

⑵ 府内における談合等 

⑶ 府外における談合等 

 

当該認定をした日から 

 

 

 

 

３６箇月 

１８箇月 

１２箇月 
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 （不正又は不誠実な行為） 

４ 別表第１及び前各号に掲げる場合のほか、有資格業者等

が有資格業者の業務※７に関して不正又は不誠実な行為を

し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められ

るとき。 

⑴ 府内の他の公共機関において資格制限に該当したと

き。 

⑵ 暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたと

き。 

ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の

役員が行った暴力行為 

(ｱ) 府内における暴力行為 

(ｲ) 府外における暴力行為 

イ アに規定する者以外が行った暴力行為 

(ｱ) 府内における暴力行為 

(ｲ) 府外における暴力行為 

⑶ 脱税行為により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

⑷ 業務関係法令、労働者使用関係法令及び環境保全関係

法令※８に重大な違反※９をしたとき。 

ア 本市が発注する工事等における違反 

イ その他の工事等における違反 

⑸ 本市が発注する工事等の入札に係る資格確認通知又は

入札通知を受けた場合において、正当な理由なく入札に

参加しなかったとき。 

⑹ 本市が発注する工事等の入札に際し、入札に関する注

意事項※10 に違反し、又は正当な理由なく担当職員の指

示に従わず、公正な入札の確保を妨げたとき。 

⑺ 本市が発注する工事等の入札に際し、指定する書類を

期日までに提出しないなど、調査に協力しないとき。 

⑻ 本市が発注する工事等の入札に際し、落札した場合又

は随意契約で見積書を採用された場合において、正当な

理由なく契約を締結しなかったとき。 

⑼ 本市が発注する工事等に係る予定価格及び発注計画等

において、非公表とされている情報を不正に入手しよう

としたとき。 

⑽ 本市が発注する工事等の入札に際し、正当な理由なく

事前に公表された予定価格を上回る入札をしたとき。 

⑾ 本市が発注する工事等において、亀岡市暴力団排除条

例（平成２４年亀岡市条例第２４号）第２条第１号に掲

げる暴力団（以下「暴力団」という。）又は同条例第２

条第３号に掲げる暴力団員（以下「暴力団員」とい

う。）から不当な介入を受けたにもかかわらず、発注機

関への報告を怠り、又は警察に届けなかったとき。 

 

当該認定をした日から 

 

 

 

６箇月 

 

 

 

 

 

９箇月 

６箇月 

 

６箇月 

３箇月 

３箇月 

 

 

３箇月 

１箇月 

１箇月 

 

 

２箇月 

 

 

２箇月 

 

３箇月 

 

 

１８箇月 

 

 

１箇月 

 

１箇月 

 （契約違反） 

５ 本市が発注する工事等の実施に当たり、契約に違反する

など、工事等の契約の相手方として不適当であると認めら

れるとき。 

⑴ 正当な理由なく、契約を履行しなかったとき又は契約

相手方の責めに帰すべき事由により、本市が契約を解除

したとき。 

 

当該認定をした日から 
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ア 契約に定める発注者の解除権を行使した場合（８

（暴力団関係）に該当する場合を除く。） 

イ アに掲げる場合のほか、契約相手側の責めに帰すべ

き重大な事由が認められるとき。 

ウ ア又はイに掲げる場合のほか、契約相手側の責めに

帰すべき事由が認められるとき。 

⑵ 履行遅滞があったとき。 

ア ２箇月以上の履行遅滞 

イ １箇月以上２箇月未満の履行遅滞 

⑶ 工事の施工管理が不良で、再三指摘しても改善しない

とき。 

ア 公害及び危険防止対策不良 

イ 工程管理、資材管理又は労働管理不良 

⑷ 正当な理由なく監督職員又は検査職員の指示に従わな

いとき。 

６箇月 

 

３箇月 

 

１箇月 

 

 

３箇月 

２箇月 

 

 

３箇月 

２箇月 

２箇月 

 （建設業法違反） 

６ 有資格業者等が建設業法（昭和２４年法律第１００号）

の規定に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であ

ると認められるとき。 

⑴ 建設工事の施工に関して、建設業法に違反し、逮捕、

書類送検又は起訴されたとき。（⑶に掲げる場合を除

く。） 

ア 本市が発注する工事等における違反 

イ 府内の他の工事等における違反 

ウ 府外の工事等における違反 

⑵ 建設工事の施工に関して、建設業法に違反し、同法第

２８条又は第２９条に規定する処分を受けたとき。（⑷

に掲げる場合を除く。） 

ア 本市が発注する工事等における違反 

イ 府内の他の工事等における違反 

ウ 府外の工事等における違反 

⑶ 建設業許可申請書、経営事項審査申請書又はこれらの

添付書類に虚偽の記載をし、逮捕、書類送検又は起訴さ

れたとき。 

ア 府内業者※11が逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

イ 府外業者が逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 

⑷ 建設業許可申請書、経営事項審査申請書又はこれらの

添付書類に虚偽の記載をし、建設業法第２８条に規定す

る処分を受けたとき。 

ア 府内業者が処分を受けたとき。 

イ 府外業者が処分を受けたとき。 

 

当該認定をした日から 

 

 

 

 

 

９箇月 

６箇月 

４箇月 

 

 

 

６箇月 

４箇月 

３箇月 

 

 

 

６箇月 

４箇月 

 

 

 

４箇月 

３箇月 

 （申請書等の虚偽記載） 

７ 本市が発注する工事等の入札に際し、競争参加資格確認

申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前後の調査資

料に虚偽等の記載をし、工事等の契約の相手方として不適

当であると認められるとき。 

⑴ 工事等実績、技術者資格に係る虚偽等入札参加資格の

成否にかかわる重大なとき。 

⑵ ⑶に掲げる場合のほか入札参加資格の成否にかかわら

 

当該認定をした日から 

 

 

 

６箇月 

 

３箇月 
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ないとき。 

⑶ 個人の資格に係る虚偽等で有資格業者の故意が認めら

れないが、監督責任を問うことが適当と認められると

き。 

 

１箇月 

 （暴力団関係） 

８ 次のいずれかに該当し、工事等の契約の相手方として不

適当であると認められるとき。 

⑴ 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員

又はその支店若しくは常時工事等の契約を締結する事務

所の代表者（以下「役員等」という。）が、暴力団員で

あると認められるとき。 

⑵ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると

認められるとき。 

 

⑶ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を

図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力

団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給

し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴

力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認

められるとき。 

⑸ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべ

き関係を有していると認められるとき。 

 

⑹ 本市が発注する工事等において、暴力団又は暴力団員

であると知りながら、これを不当に利用するなどしてい

るとき（暴力団又は暴力団員から脅迫を受けたことによ

り行ったときを除く。）。 

⑺ 本市が発注する工事等において、下請契約又は資材、

原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が

⑴から⑹までのいずれかに該当することを知りながら、

当該者と契約を締結したと認められるとき。 

⑻ 本市が発注する工事等において、有資格業者が⑴から

⑹までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原

材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合

（⑺に該当する場合を除く。）に、契約権者が当該有資

格業者に対して当該契約の解除を求め、当該有資格業者

がこれに従わなかったとき。 

 

当該認定をした日から 

 

２４箇月を経過し、か

つ、改善されたと認め

られる日まで 

 

２４箇月を経過し、か

つ、改善されたと認め

られる日まで 

１２箇月を経過し、か

つ、改善されたと認め

られる日まで 

１２箇月を経過し、か

つ、改善されたと認め

られる日まで 

 

１２箇月を経過し、か

つ、改善されたと認め

られる日まで 

１２箇月を経過し、か

つ、改善されたと認め

られる日まで 

 

１２箇月を経過し、か

つ、改善されたと認め

られる日まで 

 

１２箇月を経過し、か

つ、改善されたと認め

られる日まで 

 

 （その他） 

９ 有資格業者等に極めて重大な反社会的行為があり、工事

等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

⑴ 禁錮
こ

以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕、書類送

検若しくは起訴され、又は禁錮
こ

以上の刑若しくは刑法の

規定による罰金刑を宣告されたとき。 

⑵ 極めて重大な反社会的な行為※12があり、新聞等によ

り報道されて、契約の相手方として不適当なとき。 

 

当該認定をした日から 

 

３箇月 

 

 

３箇月 
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 別表第２の次に次の１表を加える。 

 

別表第３（第２条、第４条関係） 

 経営状況に基づく措置基準 

措置要件 期間 

 （経営状況） 
 金融機関から取引停止となったときなどにより、工事等の
契約の相手方として不適当であると認められるとき。 
⑴ 金融機関から取引停止となったとき。 
⑵ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）による更生
手続開始の申立てをしたとき。 

 
⑶ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）による再生
手続開始の申立てをしたとき。 

 
⑷ 破産法（平成１６年法律第７５号）による破産手続開
始の申立てをしたとき又は破産手続開始の決定を受けた
とき。 

 
当該認定をした日から 
 
取引再開まで 
更生手続の開始決定
後、入札参加資格の再
認定があったときまで 
再生計画の認可決定
後、入札参加資格の再
認定があったときまで 

備考 

 別表第１及び別表第２の各号において、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定め

るところによる。 
※１ 「成績が著しく不良」とは、工事等成績評定点が５５点未満の場合をいう。 
※２ 「負傷者」とは、治療１８０日以上の傷害又は完治の見込みのない傷害を受け

た者をいう。 
※３ 「有資格業者等」とは、有資格業者のほか、有資格業者である個人、有資格業

者である法人の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事、監査役若し
くはこれらに準ずる者、支配人若しくは本店若しくは支店の事業の主任者（いか
なる名称によるかを問わず、有資格業者に対し、これらと同等以上の支配力を有
すると認められる者を含む。）又はその使用人をいう。 

※４ 「営業」とは、個人の私生活上の行為以外で有資格業者が行っている営業全般
をいう。 

※５ 「公共機関」とは、贈収賄が成立する全ての機関（国の機関、地方公共団体、
公社等）をいう。 

※６ 独占禁止法違反を行った有資格業者に、違反後、合併、会社分割又は営業譲渡
があった場合で、当該有資格業者の営業を承継した者の営業が、当該有資格業者
の営業と継続性及び同一性を有すると認められるときは、第１２条を適用する。 

※７ 「業務」とは、建設業法上の建設工事及び測量等業務又はこれらに付随する業
務をいう。 

※８ 「業務関係法令」とは、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）等をいう。
また「労働者使用関係法令」とは、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労
働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）等をいう。また「環境保全関係法令」
とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）、騒音
規制法（昭和４３年法律第９８号）等をいう。 

※９ 「重大な違反」とは、当該法令違反により逮捕、書類送検若しくは起訴された
とき、監督官庁から処分を受けたとき又は本市の所管業務において告発されたと
き等をいう。 

※10 「入札に関する注意事項に違反」とは、公告、共通事項及び亀岡市電子入札運
用基準等の入札時に文書で示した内容に反する行為をいう。 

※11 「府内業者」とは、京都府の区域内に主たる営業所を有する者で建設業法に基
づき国土交通大臣又は京都府知事の許可を受けているものをいう。 

※12 「反社会的な行為」とは、法令等に違反する行為を前提とする。また、極めて
重大な反社会的行為が業務に関しないものであることにより別表第２第９号を適
用して指名停止を措置する場合の期間は、当該行為が業務に関するものである場
合に、別表第１及び前各号に基づき措置する期間を限度とする。 
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 （亀岡市小規模修繕工事希望者登録制度実施

要綱の一部改正） 

第７条 亀岡市小規模修繕工事希望者登録制度

実施要綱（平成２２年亀岡市告示第６０号）

の一部を次のように改正する。 

 第３条第２号中「亀岡市の物品」を「物

品」に改め、「指名競争入札参加資格の」を

削り、同条第５号を第７号とし、第４号の次

に次の２号を加える。 

⑸ 亀岡市暴力団排除条例（平成２４年亀

岡市条例第２４号。以下「条例」とい

う。）第２条第１号に掲げる暴力団（以

下「暴力団」という。）のほか、次のい

ずれかに該当する者（次のいずれかに該

当した者であって、その事実がなくなっ

た後２年間を経過しない者を含む。） 

ア 条例第２条第３号に掲げる暴力団員

（以下「暴力団員」という。） 

イ 法人の役員若しくはその支店若しく

は営業所を代表する者で役員以外のも

のが暴力団員である者又は暴力団員が

その経営に関与している者 

ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の

利益を図る目的又は第三者に損害を与

える目的をもって暴力団の利用等をし

ている者 

エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等

を提供し、又は便宜を供与する等、直

接的又は積極的に暴力団の維持運営に

協力し、又は関与している者 

オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難

されるべき関係を有している者 

カ 暴力団又は暴力団員であることを知

りながらこれを不当に利用している者 

キ 暴力団及びアからカまでに定める者

の依頼を受けて入札に参加しようとす

る者 

⑹ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれの

ある団体又は公共の安全及び福祉を脅か

すおそれのある団体に属する者（その事

実がなくなった後２年間を経過しない者

を含む。） 

 （亀岡市くらしの資金貸付規程の一部改正） 

第８条 亀岡市くらしの資金貸付規程（昭和 

４５年亀岡市告示第３８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２条第２項中「一に」を「いずれかに」

に、「借り受ける」を「、借り受ける」に改

め、同項に次の１号を加える。 

⑶ 本人又はその同一世帯員が亀岡市暴力

団排除条例（平成２４年亀岡市条例第 

２４号）第２条第３号に掲げる暴力団員

である者 

 第８条第１項中「、市長」を「市長」に改

める。 

 第９条中「一に」を「いずれかに」に、 

「、その旨」を「その旨」に改める。 

 第１０条中「一に」を「いずれかに」に改

める。 

 別記第１号様式中「手持資金」を「手持ち

資金」に、 

「 亀岡市くらしの資金貸付規程に基づき、

上記のとおり資金を借り入れたいので申 

し込みます。            」 

を 

「 亀岡市くらしの資金貸付規程に基づき、

上記のとおり資金を借り入れたいので申

し込みます。 

 なお、申込者及び同一世帯員は、亀岡

市暴力団排除条例第２条第３号に掲げる 

暴力団員に該当しないことを誓約しま 

す。                」 

に、「亀岡市長 様」を「（宛先）亀岡市

長」に改める。 

 別記第２号様式中「すえ置」を「据置き」

に改める。 
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 別記第４号様式中「借用書」を「くらしの

資金借用書」に、「亀岡市長 様」を「（宛

先）亀岡市長」に、「すえ置」を「据置き」

に改める。 

 別記第５号様式中「すえ置」を「据置き」

に改める。 

 （ガレリアかめおか目的外使用許可取扱要領

の一部改正） 

第９条 ガレリアかめおか目的外使用許可取扱

要領（平成１０年亀岡市告示第１２０号）の

一部を次のように改正する。 

 第３条の次に次の１条を加える。 

 （使用許可の禁止） 

第３条の２ 市長は、亀岡市暴力団排除条例

（平成２４年亀岡市条例第２４号）第２条

第４号に掲げる暴力団員等に対し、前条に

規定する使用の許可をしてはならない。 

 第４条中「前条」を「第３条」に改める。 

 別記第１号様式中「次のとおり目的外施設

使用許可の申請をします。」を 

「 次のとおり目的外施設使用許可の申請 

をします。 

 なお、亀岡市暴力団排除条例第２条第 

４号に掲げる暴力団員等に該当しないこ 

とを誓約します。          」 

に改める。 

 （亀岡会館目的外使用許可取扱要領の一部改

正） 

第１０条 亀岡会館目的外使用許可取扱要領

（昭和４５年亀岡市告示第３４号）の一部を

次のように改正する。 

 第４条の次に次の１条を加える。 

 （使用の許可の禁止） 

第４条の２ 市長は、亀岡市暴力団排除条例

（平成２４年亀岡市条例第２４号）第２条

第４号に掲げる暴力団員等に対し、前条に

規定する使用の許可をしてはならない。 

 第５条中「前条」を「第４条」に改める。 

 別記第１号様式中「亀岡市長 様」を

「（宛先）亀岡市長」に改め、「局 番」を

削り、「次のとおり食堂等施設使用許可の申

請をします。」を 

「 次のとおり食堂等施設使用許可の申請 

をします。 

 なお、亀岡市暴力団排除条例第２条第 

４号に掲げる暴力団員等に該当しないこ 

とを誓約します。          」 

に改める。 

 別記第３号様式中「亀岡市長 様」を

「（宛先）亀岡市長」に改める。 

 （亀岡市住宅建設資金融資要綱の一部改正） 

第１１条 亀岡市住宅建設資金融資要綱（昭和

５７年亀岡市告示第６２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２条中「すべて」を「全て」に改め、同

条に次の１号を加える。 

⑼ 亀岡市暴力団排除条例（平成２４年亀

岡市条例第２４号）第２条第３号に掲げ

る暴力団員でないこと。 

 第３条第１項及び第２項中「すべて」を

「全て」に改める。 

 第６条第２項中「すべて」を「全て」に改

め、同項第３号中「及び第８号」を「、第８

号及び第９号」に改める。 

 第８条第３項第３号及び第１１条第１項第

４号ウ中「未しゆん工」を「未しゅん工」に

改める。 

 第１４条中「一に」を「いずれかに」に改

める。 

 第２１条中「若しくは」を「又は」に改め

る。 

 別記第１号様式中「亀岡市長 様」を

「（宛先）亀岡市長」に、 
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「 

（申込日）  年  月  日   （取扱金融機関）        様 

                                      」 

を 

「 

（申込日）  年  月  日   （取扱金融機関）        様 

 

 亀岡市住宅建設資金融資要綱第８条に基づき、資金の借入れを申し込みま

す。 

 なお、申込者及び連帯保証人は、亀岡市暴力団排除条例第２条第４号に掲げ

る暴力団員等に該当しないことを誓約します。 

                                      」 

に改める。 

 別記第３号様式、別記第５号様式及び別記第８号様式中「亀岡市長 様」を「（宛先）亀岡市

長」に改める。 

 （亀岡市住宅改良資金融資要綱の一部改正） 

第１２条 亀岡市住宅改良資金融資要綱（昭和５２年亀岡市告示第５１号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条中「もの」を「者」に改め、同条に次の１号を加える。 

⑸ 自己又は住宅の居住者が亀岡市暴力団排除条例（平成２４年亀岡市条例第２４号）第２条

第３号に掲げる暴力団員でないこと。 

 第５条第５号中「及び第４号」を「、第４号及び第５号」に改める。 

 第８条（見出しを含む。）及び第９条中「あつせん」を「あっせん」に改める。 

 別記第１号様式中「亀岡市長 様」を「（宛先）亀岡市長」に、 

「 

        （      支店）         年  月  日 

                                      」 

を 

「 

        （      支店）         年  月  日 

 

 亀岡市住宅改良資金融資要綱第７条に基づき、資金の借入れを申し込みま

す。 

 なお、申込者及び住宅の居住者並びに連帯保証人は、亀岡市暴力団排除条例

第２条第４号に掲げる暴力団員等に該当しないことを誓約します。 

                                      」 

に改める。 

 別記第３号様式及び別記第６号様式中「亀岡市長 様」を「（宛先）亀岡市長」に改める。 
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 （亀岡市特定環境保全公共下水道に係る水洗

便所改造資金融資あっせん制度に関する要綱の

一部改正） 

第１３条 亀岡市特定環境保全公共下水道に係

る水洗便所改造資金融資あっせん制度に関す

る要綱（平成１３年亀岡市告示第５８号）の

一部を次のように改正する。 

 第１条中「浄化そう」を「浄化槽」に改め

る。 

 第６条第１号中「有する者」を「有するも

の」に改め、同条第６号ア中「者。」を「も

の。」に改め、同号に次のように加える。 

エ 亀岡市暴力団排除条例（平成２４年

亀岡市条例第２４号）第２条第３号に

掲げる暴力団員（以下「暴力団員」と

いう。次号において同じ。）でない者 

 第６条中第７号を第８号とし、第６号の次

に次の１号を加える。 

⑺ 暴力団員でない者 

 第８条中「替える」を「代える」に改める。 

 第１４条第１項及び第１６条第１項中「一

に」を「いずれかに」に改める。 

 別記第１号様式中「   様」を「（宛

先）   」に改め、 

「 なお、亀岡市特定環境保全公共下水道

に係る水洗便所改造資金融資あっせん制

度に関する要綱に基づき、あっせんを受

けた後は、要綱を遵守し、かつ、融資機

関との契約を守り、特に資金の償還につ

いては確実に履行することを誓約しま 

す。                」 

を 

「 なお、申請者及び連帯保証人は、亀岡

市暴力団排除条例第２条第３号に掲げる

暴力団員に該当しないこと及び亀岡市特

定環境保全公共下水道に係る水洗便所改

造資金融資あっせん制度に関する要綱に

基づき、あっせんを受けた後は、要綱を

遵守し、かつ融資機関との契約を守り、

特に資金の償還については確実に履行す 

ることを誓約します。        」 

に改める。 

 別記第５号様式及び別記第１０号様式中

「   様」を「（宛先）   」に改める。 

 

   附 則 

 

 この告示は、平成２５年４月１日から実施す

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第４１号 

 

 亀岡市土地買収評価調整委員会設置要綱（平

成７年亀岡市告示第７３号）は、廃止する。 

 

   平成２５年３月３１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第４２号 

 

 平成２５年３月３１日をもって京都中部地区

広域市町村圏協議会を廃止するので、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の６

の規定によりその例によることとされる同法第

２５２条の２第２項の規定により告示する。 

 

   平成２５年３月３１日 
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          亀岡市長 栗山正隆 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第４３号 

 

 亀岡市通所サービス利用促進事業補助金交付

要綱（平成２０年亀岡市告示第８号）は、廃止

する。 

 

   平成２５年３月３１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第４４号 

 

 亀岡市精神障害者地域生活援助事業実施要綱

（平成１５年亀岡市告示第４６号）は、廃止す

る。 

 

   平成２５年３月３１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第４５号 

 

 亀岡市障害者福祉機器等給付事業実施要綱

（平成６年亀岡市告示第７３号）は、廃止する。 

 

   平成２５年３月３１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第４６号 

 

 亀岡市生涯学習推進モデル地区助成金交付要

綱（平成４年亀岡市告示第７５号）は、廃止す

る。 

 

   平成２５年３月３１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

「掲示済」 
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訓 令 
 

 亀岡市訓令第１号 

 

               庁中一般 

 

 亀岡市事務処理規程の一部を改正する訓令を

次のように定める。 

 

   平成２５年３月２９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

亀岡市事務処理規程の一部を改正

する訓令 

 

 亀岡市事務処理規程（昭和５８年亀岡市訓令

第２号）の一部を次のように改正する。 

 

 目次中「第５０条」を「第４１条」に改める。 

 第１条中「確立と」を「確立及び」に改める。 

 第２条第７号中「理事 規則第３条に規定す

る理事」を「担当部長 規則第３条に規定する

担当室長及び担当部長」に改め、同条第１０号

中「参事」を「担当課長」に改め、同条第１２

号中「副参事」を「担当副課長」に改める。 

 第４条第２項中「又は副市長並びに」を  

「、副市長又は」に改める。 

 第５条第１２号中「売り払い」を「売払い」

に改める。 

 第２４条及び第２５条を次のように改める。 

 （地域福祉課長の専決事項） 

第２４条 行旅病人及び行旅死亡人に関するこ

とは、地域福祉課長が専決する。 

 （子育て支援課長の専決事項） 

第２５条 保育委託料の支出負担行為の決定及

び支出命令に関することは、子育て支援課長

が専決する。 

 第２６条第１号中「資格」の次に「取得及

び」を加える。 

 第２８条から第３１条までを次のように改め

る。 

 （ものづくり産業課長の専決事項） 

第２８条 次の事項は、ものづくり産業課長が

専決する。 

⑴ 商工業者の経営指導に関すること。 

⑵ 商工関係諸団体の指導育成に関すること。 

⑶ 計量器検査の実施に関すること。 

 （観光戦略課長の専決事項） 

第２９条 観光に係る軽易な企画及び宣伝に関

することは、観光戦略課長が専決する。 

 （農林振興課長の専決事項） 

第３０条 次の事項は、農林振興課長が専決す

る。 

⑴ 農業、水産業及び畜産業の改良研究及び

経営指導に関すること。 

⑵ 農業関係諸団体（別に定めるものを除

く。）の指導育成に関すること。 

⑶ 農家保有米の需要調整に関すること。 

⑷ 林業の改良研究及び経営指導に関するこ

と。 

⑸ 林業施設工事の調査、設計、監督及び検

査（別に定めるものを除く。）に関するこ

と。 

⑹ １件３，０００，０００円未満の工事箇

所及び工事目的の定まっている工事の施行

決定並びに契約に関すること。 

 （国営事業推進課長の専決事項） 

第３１条 次の事項は、国営事業推進課長が専

決する。 

⑴ 土地改良事業（国営農地再編整備事業を

含む。以下同じ。）の実施指導に関するこ

と。 

⑵ 土地改良事業の調査、設計、監督及び検

査（別に定めるものを除く。）に関するこ
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と。 

⑶ 土地改良区の指導育成に関すること。 

⑷ １件３，０００，０００円未満の工事箇所及び工事目的の定まっている工事の施行決定並び

に契約に関すること。 

 第３９条第１項中「専決事項」を「その専決事項」に改め、「該当するものは」の次に「、第６

条から第１１条まで及び第１３条から前条までの規定にかかわらず」を加え、同条第２項中「副課

長の共通専決事項を」を「第３７条の副課長の共通専決事項を第１３条の」に改める。 

 第４０条第１項中「やむを得ないものに」を「やむを得ないもの」に改める。 

 別表第１中「理事」を「担当部長」に、「、課長」を「、課長、担当部長」に、「参事、副課長、

副参事」を「副課長、担当副課長」に改める。 

 別表第２中 

「 

第１次 第２次 第３次 

担当副市長 他の副市長 主管部長 

他の副市長 主管部長 主管理事 

主管理事、主管次長又

は総務担当課長 
主管課長又は主管参事

主管副課長又は主管副

参事 

主管参事 副課長又は主管副参事 主管係長又は主管主幹 

主管副参事 主管係長又は主管主幹 課の上席者 

                                      」 

を 

「 

第１ 第２ 第３ 

担当副市長 他の副市長 主管部長 

他の副市長 主管部長 主管担当部長 

主管担当部長、主管次

長又は総務担当課長 

主管課長又は主管担当

課長 

主管副課長又は主管担

当副課長 

主管担当課長 
副課長又は主管担当副

課長 
主管係長又は主管主幹 

主管担当副課長 主管係長又は主管主幹 課の上席者 

                                      」 

に改める。 

 

   附 則 

 

 この訓令は、平成２５年４月１日から施行する。 
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 亀岡市訓令第２号 

 

               庁中一般 

 

 亀岡市会計管理者の権限に属する事務の専決

等に関する規程等の一部を改正する訓令を次の

ように定める。 

 

   平成２５年３月２９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

亀岡市会計管理者の権限に属する

事務の専決等に関する規程等の一

部を改正する訓令 

 

 （亀岡市会計管理者の権限に属する事務の専

決等に関する規程の一部改正） 

第１条 亀岡市会計管理者の権限に属する事務

の専決等に関する規程（平成１８年亀岡市訓

令第４号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項中「主管参事」を「主管担当

課長」に、「副参事」を「担当副課長」に改

める。 

 （旅費請求及び受領手続の一部改正） 

第２条 旅費請求及び受領手続（昭和３１年亀

岡市訓令第１号）の一部を次のように改正す

る。 

 第３条中「代人は所属職員」を「代人は、

所属職員」に、「理事」を「担当部長」に改

める。 

 第５条第１項中「特に」を「、特に」に改

める。 

 第６条中「所属職員」を「、所属職員」に

改める。 

 別記様式中「あて先」を「宛先」に改める。 

 （亀岡市物品購入等調整委員会設置要綱の一

部改正） 

第３条 亀岡市物品購入等調整委員会設置要綱

（平成１７年亀岡市訓令第９号）の一部を次

のように改正する。 

 第４条中「こども福祉課長」を「地域福祉

課長」に改める。 

 第８条中「契約検査課」を「企画管理部契

約検査課」に改める。 

 （亀岡市保健福祉行政推進委員会設置規程の

一部改正） 

第４条 亀岡市保健福祉行政推進委員会設置規

程（平成５年亀岡市訓令第１１号）の一部を

次のように改正する。 

 第７条中「こども福祉課」を「地域福祉

課」に改める。 

 （亀岡市大規模小売店舗立地検討連絡協議会

設置要綱の一部改正） 

第５条 亀岡市大規模小売店舗立地検討連絡協

議会設置要綱（平成１３年亀岡市訓令第２

号）の一部を次のように改正する。 

 別表中「こども福祉課長」を「子育て支援

課長」に改める。 

 

   附 則 

 

 この訓令は、平成２５年４月１日から施行す

る。 
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 亀岡市訓令第３号 

 

               庁中一般 

 

 亀岡市土地開発公社経営健全化計画推進本部

設置要綱を廃止する訓令を次のように定める。 

 

   平成２５年３月３１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

亀岡市土地開発公社経営健全化計

画推進本部設置要綱を廃止する訓

令 

 

 亀岡市土地開発公社経営健全化計画推進本部

設置要綱（平成２０年亀岡市訓令第９号）は、

廃止する。 

 

   附 則 

 

 この訓令は、平成２５年３月３１日から施行

する。 

 

 

公 告 
 

 亀岡市公告第９号 

 

 一般競争入札（条件付き）を執行するので、

次のとおり公告する。 

 なお、この工事は、亀岡市電子入札システム

による電子入札対象案件である。 

 

   平成２５年３月１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 工事の概要等 

⑴ 工事番号及び工事名 

管第２４－９号 

亀岡市公共下水道事業芦ノ山枝線布設工事 

⑵ 工事場所  亀岡市稗田野町芦ノ山地内 

⑶ 工事種別  土木一式工事 

⑷ 工事概要 

工事延長 Ｌ＝868.50ｍ 

（昼間） 

管布設工 

 ＶＵΦ２００  管路延長 868.50ｍ 

         管渠延長 853.80ｍ 

人孔設置工  １号組立人孔  18箇所 

       レジン人孔    1箇所 

汚水桝設置工 塩ビ汚水桝   87箇所 

取付管工           87箇所 

付帯工              1式 

⑸ 予定価格       77,773,500円 

     （入札書比較金額74,070,000円） 

⑹ 工  期  契約日の翌日から平成２５

年３月３１日 

⑺ 部 分 払  無 

⑻ 前 金 払 

有（当該工事契約金額の４０％以内 保証
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事業会社の保証が必要） 

⑼ 中間前金払 

 請負金額５００万円以上かつ工期１５０

日以上（変更工期を含む）で前金払をして

いる工事については、中間前金払（請負金

額の２０％以内）が請求できる。ただし、

中間前金払の支払には、工期及び出来高が

５０％以上であることの認定が必要になる

（保証事業会社の保証が必要）。 

⑽ 低制限価格  採用 

 

２ 入札参加資格要件 

⑴ 平成２４年度亀岡市建設工事入札参加資

格審査において、「土木一式工事」の「Ａ

１等級」で認定された者であり、希望順位

１位の亀岡市内に本社（本店）を置く者と

する。また、入札参加は単体とし、共同企

業体は認めない。 

⑵ 特記仕様書及び建設業法に基づく技術者

の配置が可能であること。 

⑶ 手持ち工事（土木一式工事）が１件以上

ある場合は、入札に参加することはできな

い。 

（手持ち工事とは、亀岡市が実施する平成

２４年４月１日以降の土木一式工事の競争

入札により落札した工事で、公告の日現在、

工事完成届が未提出であるものをいう。た

だし、随意契約、ＪＶによるものは手持ち

工事に含まない。また承認を受けてから開

札日までの間に、他の土木一式工事の競争

入札で落札した業者は、落札した時点で本

案件への入札参加資格を失う。） 

⑷ 競争入札に参加しようとする者（個人、

法人の代表者又は個人若しくは法人の代表

者の委任を受けた者（以下「代表者等」と

いう。））が、当該競争入札に参加しよう

とする他の代表者等と同一人であるときは、

そのうち１者のみが当該競争入札に参加で

きるものとする。 

⑸ 次のいずれかの関係に該当する場合は、

そのうちの１者のみが当該競争入札に参加

できるものとする。 

ア 資本関係 

 以下のいずれかに該当する場合。ただ

し、子会社（会社法第２条第３号及び会

社法施行規則第３条の規定による子会社

をいう。以下同じ。）又は子会社の一方

が会社更生法第２条第７項に規定する更

生会社（以下「更生会社」という。）又

は民事再生法第２条第４号に規定する再

生手続きが存続中の会社である場合は除

く。 

（ア）親会社（会社法第２条第４号及び会

社法施行規則第３条の規定による親会

社をいう。以下同じ。）と子会社の関

係にある場合（親会社と子会社が共同

企業体を構成する場合は、この限りで

ない。） 

（イ）親会社を同じくする子会社同士の関

係にある場合 

イ 人的関係 

 以下のいずれかに該当する場合。ただ

し、(ア)については、会社の一方が更生

会社又は民事再生法第２条第４号に規定

する再生手続きが存続中の会社である場

合は除く。 

（ア）一方の会社の役員が、他方の会社の

役員を現に兼ねている場合 

（イ）一方の会社の役員が、他方の会社の

会社更生法第６７条第１項又は民事再

生法第６４条第２項の規定により選任

された管財人を現に兼ねている場合 

ウ その他入札の適正さが阻害されると認

められる場合 

エ 前各号と同視しうる資本関係又は人的

関係があると認められる場合 
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⑹ 競争入札において、⑷、⑸に該当することが判明したときは、当該代表者等及び同一人であ

る者のした入札は、それぞれ無効とする。 

⑺ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当していないこと。 

 

３ 入札参加資格確認申請時の提出書類 

⑴ 一般競争入札参加資格確認申請書（別紙様式１） 

⑵ 配置予定技術者調書（別紙様式２） 

※ 入札参加資格確認申請時に配置予定技術者が特定できない場合には、複数の候補者を記載

することができるが、その場合は、全ての候補者について、条件を満たしていなければなら

ない。 

 なお、配置予定技術者調書に記載された現場代理人及び監理技術者（入札参加要件に特別

な記載がなく、下請総額が３，０００万円（建築一式は４，５００万円）未満の場合は主任

技術者）は、契約工期中、当該工事に専任できるものとし、他工事の現場代理人、監理技術

者、主任技術者、営業所の専任技術者等、重複の配置は認めない。 

 また、配置予定技術者は、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を記載するこ

と。（恒常的な雇用関係とは、入札参加資格確認申請の日以前におおむね３箇月以上の雇用

関係があることをいう。） 

 

４ 入札手続等 

手 続 等 期間・期日・期限 等 手続の方法等 

入札参加資格確認申請書等

の配布期間 

平成２５年３月１日（金） 

午後１時から 

共通事項２のとおり 

設計図書等の閲覧期間 平成２５年３月１日（金） 

午後１時から 

共通事項２のとおり 

入札参加資格確認申請書等

の受付 

平成２５年３月６日（水） 

午前９時から午後５時まで 

平成２５年３月７日（木） 

午前９時から午後５時まで 

共通事項３のとおり 

入札参加確認通知の送付 平成２５年３月８日（金） 

午後５時までに電子入札システムに

より通知。 

 

質疑の受付 申請書等に関する質問 

平成２５年３月５日（火） 

正午まで 

設計図書に関する質問 

平成２５年３月１２日（火） 

正午まで 

共通事項５のとおり 
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質疑の回答 申請書等に関する回答：随時 

設計図書に関する回答 

平成２５年３月１４日（木） 

共通事項５のとおり 

入札期間 平成２５年３月１８日（月） 

午前９時から午後５時まで 

平成２５年３月１９日（火） 

午前９時から午後５時まで 

共通事項６のとおり 

開札日時 平成２５年３月２１日（木） 

午前１０時００分 

電子入札システムによる

（注）都合により開札日時を変更する場合は、入札３日前までに連絡する。 

   入札システム停止時間帯は受付できない。 

 

５ 入札参加資格の確認 

 入札参加申請を受付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 

 なお、この入札参加資格の確認は、一般競争入札参加資格確認申請書と配置予定技術者調書に

より、基本事項について確認を行い、資格の有無を審査したものであり、配置予定技術者調書と

確認資料による詳細な審査は、開札後行うものである。 

 

６ 落札者の決定方法 

 予定価格の制限の範囲内で、 低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、事前公

表された予定価格を超える金額又は 低制限価格未満の金額で入札した者は失格とする。 

 

７ その他 

⑴ 落札者の決定後、当該入札に付する工事に係る契約の締結までの間において、当該落札者が

入札参加資格要件を満たさなくなった場合には、当該工事契約を締結しないことがある。 

⑵ 入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当工事の入札に参加できないとともに、亀岡

市の指名停止措置を行うことがある。 

⑶ 入札２日目の締切間際に電子入札の入札書送信をしようとして、パソコントラブル等により

送信が間に合わず入札書不着になることもあるので、入札書は「原則として入札書受付期間の

１日目に提出する」こととし、「２日目は（１日目にトラブル等が発生した場合の）予備日」

として、必ず受付期間内に間に合うよう提出すること。 

⑷ その他については、共通事項のとおりとする。 

 

（問い合わせ先） 

    亀岡市企画管理部 契約検査課 （電話 0771-25-5041） 

 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第１０号 

 

 一般競争入札（条件付き）を執行するので、

次のとおり公告する。 

 なお、この工事は、亀岡市電子入札システム

による電子入札対象案件である。 

 

   平成２５年３月６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 工事の概要等 

⑴ 工事番号及び工事名 

管第２４－１１号 

亀岡市公共下水道事業曽我部汚水５号幹線

その１２布設工事 

⑵ 工事場所  亀岡市稗田野町芦ノ山地内 

⑶ 工事種別  土木一式工事 

⑷ 工事概要 

工事延長 Ｌ＝868.80ｍ 

管布設工 

 ＶＵΦ２００  管路延長 868.80ｍ 

         管渠延長 876.00ｍ 

人孔設置工 

 １号組立マンホール     22箇所 

 レジンマンホール       7箇所 

 塩ビ製マンホール       1箇所 

汚水桝設置工 塩ビ汚水桝   22箇所 

取付管工           22箇所 

付帯工              1式 

⑸ 予定価格       73,212,300円 

     （入札書比較金額69,726,000円） 

⑹ 工  期  契約日の翌日から平成２５

年３月３１日 

⑺ 部 分 払  無 

⑻ 前 金 払 

有（当該工事契約金額の４０％以内 保証

事業会社の保証が必要） 

⑼ 中間前金払 

 請負金額５００万円以上かつ工期１５０

日以上（変更工期を含む）で前金払をして

いる工事については、中間前金払（請負金

額の２０％以内）が請求できる。ただし、

中間前金払の支払には、工期及び出来高が

５０％以上であることの認定が必要になる

（保証事業会社の保証が必要）。 

⑽ 低制限価格  採用 

 

２ 入札参加資格要件 

⑴ 平成２４年度亀岡市建設工事入札参加資

格審査において、「土木一式工事」の「Ａ

１等級」で認定された者であり、希望順位

１位の亀岡市内に本社（本店）を置く者と

する。また、入札参加は単体とし、共同企

業体は認めない。 

⑵ 特記仕様書及び建設業法に基づく技術者

の配置が可能であること。 

⑶ 手持ち工事（土木一式工事）が１件以上

ある場合は、入札に参加することはできな

い。 

（手持ち工事とは、亀岡市が実施する平成

２４年４月１日以降の土木一式工事の競争

入札により落札した工事で、公告の日現在、

工事完成届が未提出であるものをいう。た

だし、随意契約、ＪＶによるものは手持ち

工事に含まない。また承認を受けてから開

札日までの間に、他の土木一式工事の競争

入札で落札した業者は、落札した時点で本

案件への入札参加資格を失う。） 

⑷ 競争入札に参加しようとする者（個人、

法人の代表者又は個人若しくは法人の代表

者の委任を受けた者（以下「代表者等」と

いう。））が、当該競争入札に参加しよう

とする他の代表者等と同一人であるときは、

そのうち１者のみが当該競争入札に参加で

きるものとする。 
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⑸ 次のいずれかの関係に該当する場合は、

そのうちの１者のみが当該競争入札に参加

できるものとする。 

ア 資本関係 

 以下のいずれかに該当する場合。ただ

し、子会社（会社法第２条第３号及び会

社法施行規則第３条の規定による子会社

をいう。以下同じ。）又は子会社の一方

が会社更生法第２条第７項に規定する更

生会社（以下「更生会社」という。）又

は民事再生法第２条第４号に規定する再

生手続きが存続中の会社である場合は除

く。 

（ア）親会社（会社法第２条第４号及び会

社法施行規則第３条の規定による親会

社をいう。以下同じ。）と子会社の関

係にある場合（親会社と子会社が共同

企業体を構成する場合は、この限りで

ない。） 

（イ）親会社を同じくする子会社同士の関

係にある場合 

イ 人的関係 

 以下のいずれかに該当する場合。ただ

し、(ア)については、会社の一方が更生

会社又は民事再生法第２条第４号に規定

する再生手続きが存続中の会社である場

合は除く。 

（ア）一方の会社の役員が、他方の会社の

役員を現に兼ねている場合 

（イ）一方の会社の役員が、他方の会社の

会社更生法第６７条第１項又は民事再

生法第６４条第２項の規定により選任

された管財人を現に兼ねている場合 

ウ その他入札の適正さが阻害されると認

められる場合 

エ 前各号と同視しうる資本関係又は人的

関係があると認められる場合 

⑹ 競争入札において、⑷、⑸に該当するこ

とが判明したときは、当該代表者等及び同

一人である者のした入札は、それぞれ無効

とする。 

⑺ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定

に該当していないこと。 

 

３ 入札参加資格確認申請時の提出書類 

⑴ 一般競争入札参加資格確認申請書（別紙

様式１） 

⑵ 配置予定技術者調書（別紙様式２） 

※ 入札参加資格確認申請時に配置予定技

術者が特定できない場合には、複数の候

補者を記載することができるが、その場

合は、全ての候補者について、条件を満

たしていなければならない。 

 なお、配置予定技術者調書に記載され

た現場代理人及び監理技術者（入札参加

要件に特別な記載がなく、下請総額が 

３，０００万円（建築一式は４，５００

万円）未満の場合は主任技術者）は、契

約工期中、当該工事に専任できるものと

し、他工事の現場代理人、監理技術者、

主任技術者、営業所の専任技術者等、重

複の配置は認めない。 

 また、配置予定技術者は、自社と直接

的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を

記載すること。（恒常的な雇用関係とは、

入札参加資格確認申請の日以前におおむ

ね３箇月以上の雇用関係があることをい

う。） 
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４ 入札手続等 

手 続 等 期間・期日・期限 等 手続の方法等 

入札参加資格確認申請書等

の配布期間 

平成２５年３月６日（水） 

午後１時から 

共通事項２のとおり 

設計図書等の閲覧期間 平成２５年３月６日（水） 

午後１時から 

共通事項２のとおり 

入札参加資格確認申請書等

の受付 

平成２５年３月１１日（月） 

午前９時から午後５時まで 

平成２５年３月１２日（火） 

午前９時から午後５時まで 

共通事項３のとおり 

入札参加確認通知の送付 平成２５年３月１３日（水） 

午後５時までに電子入札システムに

より通知。 

 

質疑の受付 申請書等に関する質問 

平成２５年３月８日（金） 

正午まで 

設計図書に関する質問 

平成２５年３月１４日（木） 

正午まで 

共通事項５のとおり 

質疑の回答 申請書等に関する回答：随時 

設計図書に関する回答 

平成２５年３月１５日（金） 

共通事項５のとおり 

入札期間 平成２５年３月２１日（木） 

午後１時から午後５時まで 

平成２５年３月２２日（金） 

午前９時から午後４時まで 

共通事項６のとおり 

開札日時 平成２５年３月２５日（月） 

午前９時３０分 

電子入札システムによる

（注）都合により開札日時を変更する場合は、入札３日前までに連絡する。 

   入札システム停止時間帯は受付できない。 

 

５ 入札参加資格の確認 

 入札参加申請を受付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 

 なお、この入札参加資格の確認は、一般競争入札参加資格確認申請書と配置予定技術者調書に

より、基本事項について確認を行い、資格の有無を審査したものであり、配置予定技術者調書と

確認資料による詳細な審査は、開札後行うものである。 
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６ 落札者の決定方法 

 予定価格の制限の範囲内で、 低の価格を

もって入札した者を落札者とする。ただし、

事前公表された予定価格を超える金額又は

低制限価格未満の金額で入札した者は失格と

する。 

 

７ その他 

⑴ 落札者の決定後、当該入札に付する工事

に係る契約の締結までの間において、当該

落札者が入札参加資格要件を満たさなく 

なった場合には、当該工事契約を締結しな

いことがある。 

⑵ 入札参加申請書に虚偽の記載をした場合

には、当工事の入札に参加できないととも

に、亀岡市の指名停止措置を行うことがあ

る。 

⑶ 入札２日目の締切間際に電子入札の入札

書送信をしようとして、パソコントラブル

等により送信が間に合わず入札書不着にな

ることもあるので、入札書は「原則として

入札書受付期間の１日目に提出する」こと

とし、「２日目は（１日目にトラブル等が

発生した場合の）予備日」として、必ず受

付期間内に間に合うよう提出すること。 

⑷ その他については、共通事項のとおりと

する。 

 

（問い合わせ先） 

    亀岡市企画管理部 契約検査課 

    （電話 0771-25-5041） 

 

「掲示済」 

 

 

 亀岡市公告第１１号 

 

 一般競争入札（条件付き）を執行するので、

次のとおり公告する。 

 なお、この工事は、亀岡市電子入札システム

による電子入札対象案件である。 

 

   平成２５年３月８日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 工事の概要等 

⑴ 工事番号及び工事名 

管第２４－６号 

亀岡市公共下水道事業西穴太枝線その６布

設工事 

⑵ 工事場所  亀岡市曽我部町穴太地内 

⑶ 工事種別  土木一式工事 

⑷ 工事概要 

工事延長 Ｌ＝484.60ｍ 

管推進工 

 ＶＵΦ２００  管路延長  8.90ｍ 

         管渠延長  7.66ｍ 

管布設工 

 ＶＵΦ２００  管路延長 475.70ｍ 

         管渠延長 458.60ｍ 

立杭工 

 ケーシング立杭（Φ１５００ｍｍ） 

                1箇所 

人孔設置工  １号組立人孔   6箇所 

       楕円組立人孔   9箇所 

       レジン小型人孔 14箇所 

汚水桝設置工 塩ビ汚水桝   29箇所 

取付管工           29箇所 

付帯工              1式 

⑸ 予定価格       45,178,350円 

     （入札書比較金額43,027,000円） 
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⑹ 工  期  契約日の翌日から平成２５

年３月３１日 

⑺ 部 分 払  無 

⑻ 前 金 払 

有（当該工事契約金額の４０％以内 保証

事業会社の保証が必要） 

⑼ 中間前金払 

 請負金額５００万円以上かつ工期１５０

日以上（変更工期を含む）で前金払をして

いる工事については、中間前金払（請負金

額の２０％以内）が請求できる。ただし、

中間前金払の支払には、工期及び出来高が

５０％以上であることの認定が必要になる

（保証事業会社の保証が必要）。 

⑽ 低制限価格  採用 

 

２ 入札参加資格要件 

⑴ 平成２４年度亀岡市建設工事入札参加資

格審査において、「土木一式工事」の「Ａ

等級」で認定された者であり、希望順位１

位の亀岡市内に本社（本店）を置く者とす

る。また、入札参加は単体とし、共同企業

体は認めない。 

⑵ 特記仕様書及び建設業法に基づく技術者

の配置が可能であること。 

⑶ 手持ち工事（土木一式工事）が１件以上

ある場合は、入札に参加することはできな

い。 

（手持ち工事とは、亀岡市が実施する平成

２４年４月１日以降の土木一式工事の競争

入札により落札した工事で、公告の日現在、

工事完成届が未提出であるものをいう。た

だし、随意契約、ＪＶによるものは手持ち

工事に含まない。また承認を受けてから開

札日までの間に、他の土木一式工事の競争

入札で落札した業者は、落札した時点で本

案件への入札参加資格を失う。） 

⑷ 競争入札に参加しようとする者（個人、

法人の代表者又は個人若しくは法人の代表

者の委任を受けた者（以下「代表者等」と

いう。））が、当該競争入札に参加しよう

とする他の代表者等と同一人であるときは、

そのうち１者のみが当該競争入札に参加で

きるものとする。 

⑸ 次のいずれかの関係に該当する場合は、

そのうちの１者のみが当該競争入札に参加

できるものとする。 

ア 資本関係 

 以下のいずれかに該当する場合。ただ

し、子会社（会社法第２条第３号及び会

社法施行規則第３条の規定による子会社

をいう。以下同じ。）又は子会社の一方

が会社更生法第２条第７項に規定する更

生会社（以下「更生会社」という。）又

は民事再生法第２条第４号に規定する再

生手続きが存続中の会社である場合は除

く。 

（ア）親会社（会社法第２条第４号及び会

社法施行規則第３条の規定による親会

社をいう。以下同じ。）と子会社の関

係にある場合（親会社と子会社が共同

企業体を構成する場合は、この限りで

ない。） 

（イ）親会社を同じくする子会社同士の関

係にある場合 

イ 人的関係 

 以下のいずれかに該当する場合。ただ

し、(ア)については、会社の一方が更生

会社又は民事再生法第２条第４号に規定

する再生手続きが存続中の会社である場

合は除く。 

（ア）一方の会社の役員が、他方の会社の

役員を現に兼ねている場合 

（イ）一方の会社の役員が、他方の会社の

会社更生法第６７条第１項又は民事再

生法第６４条第２項の規定により選任 
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された管財人を現に兼ねている場合 

ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

エ 前各号と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 

⑹ 競争入札において、⑷、⑸に該当することが判明したときは、当該代表者等及び同一人であ

る者のした入札は、それぞれ無効とする。 

⑺ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当していないこと。 

 

３ 入札参加資格確認申請時の提出書類 

⑴ 一般競争入札参加資格確認申請書（別紙様式１） 

⑵ 配置予定技術者調書（別紙様式２） 

※ 入札参加資格確認申請時に配置予定技術者が特定できない場合には、複数の候補者を記載

することができるが、その場合は、全ての候補者について、条件を満たしていなければなら

ない。 

 なお、配置予定技術者調書に記載された現場代理人及び監理技術者（入札参加要件に特別

な記載がなく、下請総額が３，０００万円（建築一式は４，５００万円）未満の場合は主任

技術者）は、契約工期中、当該工事に専任できるものとし、他工事の現場代理人、監理技術

者、主任技術者、営業所の専任技術者等、重複の配置は認めない。 

 また、配置予定技術者は、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を記載するこ

と。（恒常的な雇用関係とは、入札参加資格確認申請の日以前におおむね３箇月以上の雇用

関係があることをいう。） 

 

４ 入札手続等 

手 続 等 期間・期日・期限 等 手続の方法等 

入札参加資格確認申請書等

の配布期間 

平成２５年３月８日（金） 

午後１時から 

共通事項２のとおり 

設計図書等の閲覧期間 平成２５年３月８日（金） 

午後１時から 

共通事項２のとおり 

入札参加資格確認申請書等

の受付 

平成２５年３月１２日（火） 

午前９時から午後５時まで 

平成２５年３月１３日（水） 

午前９時から午後５時まで 

共通事項３のとおり 

入札参加確認通知の送付 平成２５年３月１４日（木） 

午後５時までに電子入札システムに

より通知。 

 

質疑の受付 申請書等に関する質問 

平成２５年３月１１日（月） 

正午まで 

設計図書に関する質問 

平成２５年３月１５日（金） 

正午まで 

共通事項５のとおり 
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質疑の回答 申請書等に関する回答：随時 

設計図書に関する回答 

平成２５年３月１８日（月） 

共通事項５のとおり 

入札期間 平成２５年３月２１日（木） 

午後１時から午後５時まで 

平成２５年３月２２日（金） 

午前９時から午後４時まで 

共通事項６のとおり 

開札日時 平成２５年３月２５日（月） 

午前１１時００分 

電子入札システムによる

（注）都合により開札日時を変更する場合は、入札３日前までに連絡する。 

   入札システム停止時間帯は受付できない。 

 

５ 入札参加資格の確認 

 入札参加申請を受付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 

 なお、この入札参加資格の確認は、一般競争入札参加資格確認申請書と配置予定技術者調書に

より、基本事項について確認を行い、資格の有無を審査したものであり、配置予定技術者調書と

確認資料による詳細な審査は、開札後行うものである。 

 

６ 落札者の決定方法 

 予定価格の制限の範囲内で、 低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、事前公

表された予定価格を超える金額又は 低制限価格未満の金額で入札した者は失格とする。 

 

７ その他 

⑴ 落札者の決定後、当該入札に付する工事に係る契約の締結までの間において、当該落札者が

入札参加資格要件を満たさなくなった場合には、当該工事契約を締結しないことがある。 

⑵ 入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当工事の入札に参加できないとともに、亀岡

市の指名停止措置を行うことがある。 

⑶ 入札２日目の締切間際に電子入札の入札書送信をしようとして、パソコントラブル等により

送信が間に合わず入札書不着になることもあるので、入札書は「原則として入札書受付期間の

１日目に提出する」こととし、「２日目は（１日目にトラブル等が発生した場合の）予備日」

として、必ず受付期間内に間に合うよう提出すること。 

⑷ その他については、共通事項のとおりとする。 

 

（問い合わせ先） 

    亀岡市企画管理部 契約検査課 （電話 0771-25-5041） 

 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第１２号 

 

 狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）

第６条第７項の規定により、捕獲犬の抑留につ

いて通知を受けたので、同条第８項の規定によ

り公告する。 

 

   平成２５年３月８日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

１ 捕獲日時  平成２５年３月７日 

        午前９時４５分頃 

２ 捕獲場所  亀岡市篠町王子西山団地内 

３ 種  類  雑種 

４ 毛  色  茶 

５ 性  別  雄 

６ 体  格  中型 

７ 犬の鑑札  なし 

８ 注射済票  なし 

９ そ の 他  黒色首輪 

 

（注意）公告期間満了の日の翌日（平成２５年

３月１１日）までに引取りのないときは

処分されます。 

 

（連絡先）京都府南丹保健所環境衛生室 

電話番号０７７１－６２－４７５４ 

 

「掲示済」 

 

 亀岡市公告第１３号 

 

 京都府知事から南丹都市計画公園の変更に係

る図書の写しの送付を受けたので、都市計画法

（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項

において準用する同法第２０条第２項の規定に

より、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 

   平成２５年３月１３日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 都市計画を変更する土地の区域 

６・５・３０１ 亀岡運動公園 

亀岡市曽我部町穴太裏条、穴太達原、穴

太出井、穴太土渕、穴太柳原及び穴太河

原口並びに吉川町穴川中溝、穴川狭間、

吉田上河原及び吉田前河原 

 

２ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市まちづくり推進部都市計画課 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第１４号 

 

路上の放置物件の撤去 

 

 次の物件は、道路法（昭和２７年法律第  

１８０号）第４３条に違反し、不法占用物件と

して市民生活及び道路管理上支障となっている。 

 物件の占用者等は、平成２５年３月２７日ま

でに物件を撤去し、道路を原状に回復するよう、

道路法第７１条第１項の規定により命ずる。 

 もし、期日までに撤去されない場合は、同法
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第７１条第３項の規定により、市で撤去の上処

分する。 

 

   平成２５年３月１３日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 市道名  前脇田中線 

２ 場 所  亀岡市大井町並河二丁目地内 

３ 物件名  ホンダ ＤＩＯ 黒 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第１５号 

 

 亀岡農業振興地域整備計画を変更するので、

農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年

法律第５８号）第１３条第４項で準用する同法

第１１条第１項の規定により公告し、当該農業

振興地域整備計画の変更案に当該農業振興地域

整備計画を変更しようとする理由を記載した書

面を添えて、次により縦覧に供する。 

 なお、亀岡市の住民は、当該農業振興地域整

備計画の変更案について、平成２５年４月２４

日（縦覧期間満了の日）までに意見書を提出す

ることができる。 

 また、当該農業振興地域整備計画の変更案の

うち農用地利用計画の変更案に係る農用地区域

内にある土地の所有者その他その土地に関し権

利を有する者は、当該農用地利用計画の変更案

に対して異議があるときは、平成２５年４月 

２５日（縦覧期間満了の日の翌日）から平成 

２５年５月９日までにこれを申し出ることがで

きる。 

 

   平成２５年３月２５日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 縦覧期間 

自 平成２５年３月２６日 

至 平成２５年４月２４日 

２ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市産業観光部農林振興課 

 

「掲示済」 
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任免及び辞令 
 

（各 通）
        山 本 由美子 

             中 澤 基 行 

亀岡市国民健康保険運営協議会委員の委嘱を解

きます 

   平成２５年３月３日 

 

（各 通）
        藤 本   弘 

             明 田   昭 

亀岡市国民健康保険運営協議会委員に委嘱しま

す 

任期は平成２６年１月３１日までとします 

   平成２５年３月４日 

 

             山 本 由美子 

亀岡市環境審議会委員の委嘱を解きます 

   平成２５年３月２４日 

 

             大 棚 吉 一 

亀岡市都市計画審議会委員の委嘱を解きます 

             藤 本   弘 

亀岡市環境審議会委員に委嘱します 

   平成２５年３月２５日 

 

             小 島 義 秀 

亀岡市監査委員の辞職を承認します 

             三 舘 由貴子 

亀岡市休日急病診療所薬剤師の委嘱を解きます 

   平成２５年３月３１日 
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